
知事就任３年間におけるマニフェストの進捗・取組状況【参考資料】 
令和５年７月31日 

１ ．新型コロナウイルス感染症拡大防止および経済立て直しに向けた対応
○ 県民の命と暮らしを守ることを最優先とした感染症拡大防止対策の実施

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

１ ○ 感染症拡大は，あらゆる方

面に影響を及ぼす前例のない

危機的状況であり，今後，予想

される第２波・３波の感染症

防止に向けて，医療機関，市町

村などと連携して徹底した医

療・検査体制の整備に努め，県

民の生命と健康を守ります。

令和２年以降第８波まで感染拡大の波があったところ 

医療・検査体制の整備

・ 「新型コロナウイルス感染症感染防止対策課」及び「新型

コロナウイルス感染症療養調整課」の設置（R4.4～） 

・ 発熱等の症状がある方の受診体制の確保 

  R5.5.7まで 診療・検査医療機関の指定：880か所 

  R5.5.8以降 外来対応医療機関の指定  ：904か所 

                  （R5.7.25時点） 

・ 入院病床の確保 

→ 病床確保計画策定（R3.5～） 

  新型コロナウイルス感染症患者の入院病床を確保 

《R3. 5.31》 52医療機関 419床 

→ 病床確保計画の見直し及び計画に基づく体制整備 

 R3年度 見直し５回 

 R4年度 見直し48回 

 《R4. 4.15》 58医療機関 720床 

  《R4. 4.25》 59医療機関 721床 

  《R4. 5.13》 58医療機関 718床 

  《R4. 5.20》   〃   717床 

  《R4. 6.23》   〃   716床 

  《R4. 7.15》 59医療機関 728床 

  《R4. 7.29》   〃   734床 

  《R4. 8. 5》    〃   740床 

  《R4. 8. 9》     〃   744床 

  《R4. 8.12》 60医療機関 750床 

  《R4. 8.16》   〃   751床 

  《R4. 8.24》 61医療機関 754床 

  《R4. 8.26》   〃   772床 

  《R4. 8.30》 62医療機関 779床 

  《R4. 9. 1》   〃   783床 

  《R4. 9. 5》   〃   787床 

  《R4. 9.12》   〃   794床 

  《R4. 9.15》 63医療機関 798床 

  《R4. 9.16》   〃   800床 

    《R4. 9.21》   〃   807床 

    《R4. 9.26》 64医療機関 809床 

    《R4. 9.27》 63医療機関 797床 

  《R4.10. 1》   〃   799床 

  《R4.10. 3》   〃   786床 

  《R4.10.12》   〃   785床 

  《R4.10.17》   〃   784床 

  《R4.10.21》   〃   780床 

  《R4.10.24》 64医療機関 783床 

  《R4.11. 1》   〃   766床  

《R4.11. 7》   〃   760床 

  《R4.11.11》   〃   760床 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

１ ○ 感染症拡大は，あらゆる方

面に影響を及ぼす前例のない

危機的状況であり，今後，予想

される第２波・３波の感染症

防止に向けて，医療機関，市町

村などと連携して徹底した医

療・検査体制の整備に努め，県

民の生命と健康を守ります。

（続き） 

フェーズ２の病床数変更 

 《R4.11.16》 63医療機関 753床 

《R4.11.21》 62医療機関 724床 

  《R4.11.28》   〃   708床 

  《R4.12.19》   〃   718床 

  《R4.12.26》    〃   725床 

  《R4.12.28》   〃   726床 

  《R5. 1. 6》   〃   722床 

  《R5. 1.10》   〃   722床 

一般フェーズ５の追加，フェーズの移行基準の見直し

《R5. 1.16》 63医療機関 726床 

《R5. 1.20》   〃   728床 

《R5. 1.23》   〃   728床 

フェーズ２～フェーズ５の病床数変更 

《R5. 1.31》   〃   730床 

《R5. 2. 2》   〃   730床 

フェーズ２～フェーズ４の病床数変更 

《R5. 2.13》   〃   734床 

《R5. 2.21》 65医療機関 742床 

《R5. 2.27》 66医療機関 747床 

《R5. 3.23》   〃   747床 

フェーズ２～フェーズ５の病床数変更 

③ R5年度： 見直し11回（R5.7.25時点） 

《R5. 4. 1》 66医療機関 747床 

フェーズ２の病床数変更 

《R5. 4.14》 67医療機関 750床 

《R5. 5. 8》 102医療機関 747床 

緊急フェーズを廃止し，７段階の一般フェーズを設定

《R5. 5.15》 103医療機関 750床 

《R5. 5.31》 104医療機関 753床 

《R5. 6.23》 105医療機関 752床 

《R5. 7. 1》 105医療機関 745床 

《R5. 7.11》  105医療機関 746床 

《R5. 7.14》 105医療機関 719床 

《R5. 7.18》 105医療機関 719床 

  フェーズ４，フェーズ６の病床数変更 

《R5. 7.25》 104医療機関 719床 

・ 後遺症への外来対応可能な医療機関を指定：110医療機関 

（R5.7.25時点）

・ 移行計画の策定 （R5.4.21） 

  ５月８日から感染症法上の位置づけが変更されることに伴

い，今後の医療提供体制の方針や目標等を示した９月末まで

の「移行計画」を策定 

   101（病院95，有床診療所６）の医療機関及びその他の医

療機関で最大1,515人の入院受入体制を前提に，幅広い医療

機関による自律的な通常の対応への移行を定めた。 

【主に重症・中等症Ⅱ患者】 

確保病床を有する医療機関：67（最大確保病床629） 

【主に軽症・中等症Ⅰ患者】 

その他の医療機関：順次拡大 

・ 宿泊療養施設の確保（R2.7～） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

１ ○ 感染症拡大は，あらゆる方

面に影響を及ぼす前例のない

危機的状況であり，今後，予想

される第２波・３波の感染症

防止に向けて，医療機関，市町

村などと連携して徹底した医

療・検査体制の整備に努め，県

民の生命と健康を守ります。

（続き） 

軽症者・無症状者を対象に宿泊療養施設を確保  

→ 宿泊療養施設開設 

 《R2. 7. 5》 １施設 92室 

→ 宿泊療養施設確保計画策定（R3.5.31） 

 《R3. 5.31》 ６施設 633室 

→ 宿泊療養施設確保計画の見直し 

 R3年度 見直し17回 

 R4年度 見直し５回 

 《R4. 5.12》 20施設  1,818室 

 《R4. 6. 1》 19施設  1,812室 

 《R4. 9. 1》 20施設  1,823室 

 《R4.11. 1》 19施設  1,653室 

 《R4.12.21》 20施設  1,657室 

③ R5年度： 見直し２回（R5.7.25時点） 

 《R5. 4. 1》 19施設  1,477室 

 《R5. 5. 8》 12施設    372室 

高齢者及び妊婦を対象に変更 

緊急フェーズを廃止し，７段階の一般フェーズを設定

感染状況を勘案しながら９月末まで施設の設置を継続

・ 広域医療調整チームの設置（R2.9～） 

  医師等派遣実績 

 → R2年度：８医療機関，医師15名，業務調整員27名 

 → R3年度：８  〃  ， 〃 15名，  〃  24名 

 → R4年度：11  〃  ， 〃 35名，  〃  21名 

 → R5年度：９  〃  ， 〃 28名，  〃  21名 

・ 行政検査に係るＰＣＲ検査機器を導入する医療機関等にお

ける更なる検査体制の拡充

① ＰＣＲ装置等の導入 

  → R2年度：46件 

  → R3年度：４件 

→ R4年度：５件 

② 民間検査機関等への行政検査（ＰＣＲ検査）の業務委託

  → R2～R4年度：６医療機関 

  → R5年度    ：２ 〃 

相談・療養支援体制の整備 

・ 「コロナ相談かごしま」の設置（R2.8～） 

  R5.5.7まで 様々な問合せに一元的に対応し，受診・相談

センターの負担を軽減 

       → 相談件数：157,186件（R5.5.7まで） 

  R5.5.8以降 発熱時等の受診相談に対応（土日・祝日も含

む24時間） 

→ 相談件数：159,454件（R5.7.25時点） 

・ 新型コロナワクチンコールセンターの設置（R3.3～）

R5.5.7まで コロナ相談かごしま内に設置 

R5.5.8以降 独立したコールセンターとして相談対応開始

→ 相談件数：44件（R5.7.25時点） 

・ 受診・相談センターの設置（R2.11～）：14保健所 

・ 電話相談医療機関の指定（R2.11～）：17医療機関 

・ 「コロナ・フォローアップセンター鹿児島」の設置 

（R4.8～） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

１ ○ 感染症拡大は，あらゆる方

面に影響を及ぼす前例のない

危機的状況であり，今後，予想

される第２波・３波の感染症

防止に向けて，医療機関，市町

村などと連携して徹底した医

療・検査体制の整備に努め，県

民の生命と健康を守ります。

（続き） 

R5.5.7まで 自宅療養者の健康観察，症状変化時等の相談

対応，パルスオキシメーター貸出，生活支援物

資配送 

→ 相談件数：58,529件（R5.5.7まで） 

  R5.5.8以降 陽性判明後の体調急変時の相談に有資格者が

対応（土日・祝日も含む24時間） 

       → 相談件数：59,843件（R5.7.25時点）

感染防止対策の推進 

・ 県対策本部会議の開催 

  （知事就任以降38回開催，政府新型コロナウイルス対策本

部会議の廃止を受けてR5.5.7をもって廃止) 

・ 感染拡大の警戒基準の策定（R2.8） 

（R2.8策定，R3.11・R4.12見直し，国の基本的対処方針廃

止を受けてR5.5.7をもって終了） 

 → 感染状況の変化等に応じて，外出自粛や休業等の協力要

請を検討するなど，「本県の感染状況や対策等の見える

化」を図る 

・ 感染状況に関する警報等の発令 

感染防止対策徹底期間：R3.2.8～5.6   

感染拡大警報    ：R3.5.7～6.20 

感染拡大警戒期間  ：R3.6.21～8.5 

爆発的感染拡大警報 ：R3.8.6～12          

鹿児島県緊急事態宣言：R3.8.13～9.30 

感染拡大警戒期間  ：R3.10.1～11.24 

感染防止対策徹底期間：R3.11.25～R4.1.18 

鹿児島県緊急事態宣言：R4.1.8～26（奄美大島５市町村）

爆発的感染拡大警報 ：R4.1.19～6.28 

感染拡大警戒期間  ：R4.6.29～7.14 

爆発的感染拡大警報 ：R4.7.15～～R4.9.30 

感染拡大警戒期間  ：R4.10.1～R5.5.7 

・ まん延防止重点措置等の適用 

第５波時      ：R3.8.20～9.30 

第６波時      ：R4.1.27～3.6 

・ BA.5対策強化宣言    ：R4.8.3～9.30 

・ 無症状者を対象にした臨時又は優先的なＰＣＲ検査の実施

 ① 対象者：飲食店・児童施設で勤務する方 

場 所：鹿児島市（ドルフィンポート） 

霧島市（国分シビックセンター） 

期 間：R3.7～9 

② 対象者：首都圏・関西圏からの往来者 

場 所：羽田空港，伊丹空港 

期 間：R3.7～9 

③ 対象者：県外でのイベント等に参加する県内の学生等 

場 所：鹿児島中央駅，鹿児島空港 

期 間：R3.6～9 

④ 対象者：県外からの来県者等 

場 所：鹿児島中央駅，鹿児島空港 

期 間：R3.8～9 

 ⑤ 対象者：感染が拡大している高齢者施設・児童施設の従

事者，教職員等 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

１ ○ 感染症拡大は，あらゆる方

面に影響を及ぼす前例のない

危機的状況であり，今後，予想

される第２波・３波の感染症

防止に向けて，医療機関，市町

村などと連携して徹底した医

療・検査体制の整備に努め，県

民の生命と健康を守ります。

（続き） 

   場 所：鹿児島市，霧島市，姶良市，指宿市 

   期 間：R4.2～3 

⑥ 対象者：高齢者施設，児童施設等の従事者及び学校の教

職員や児童・生徒 

   場 所：薩摩川内市，指宿市，姶良市，鹿屋市， 

鹿児島市，錦江町 

   期 間：R4.5～6 

 ⑦ 対象者：高齢者施設，児童施設等の従事者及び学校の教

職員や児童・生徒，保護者 

   場 所：鹿児島新港，奄美空港，メディトランセ国分中

央店 

   期 間：R4.7.15～R5.5.7  

※メディトランセ国分中央店は，R4.7.22～31 

・ ＰＣＲ等検査無料化事業の実施（R3.12～～R5.5） 

→ 事業者数：最大303箇所 

→ 延べ約572千人検査 

・ ＰＣＲ検査・抗原定性検査キットの配布 

① 離島市町村への配布 

  配布数：10,000セット（R4.1） 

   配布数： 4,200セット（R4.3） 

 ② 医療機関や高齢者施設，障害者施設等への配布 

  配布数：約2,456,000セット 

  → 診療・検査医療機関（R4.8～10） 

  → 高齢者施設・障害者施設（R4.9） 

  → 集中的検査を実施する高齢者施設・障害者施設， 

医療機関，保育所，学校等（R4.11～R5.3） 

・ 施設等の緊急点検の実施 

→ 学校，高齢者施設及び児童施設における感染防止対策等

に関する状況等について緊急点検の実施（R4.2） 

・ 事業者の積極的な感染防止対策に係る取組の「見える化」

 → 感染防止対策実施宣言ステッカーの発行（R2.8～R5.5）

発行件数：4,759件（R5.5.7時点） 

・ 飲食店の感染防止対策に関する現地調査の実施（R3.5～

6） 

・ 飲食店の第三者認証制度の推進（R3.6～R5.5） 

→ 認証店舗数：4,541件（R5.5.7時点） 

→ 認証後の再調査の実施：2,397件（R4） 

・ 第三者認証取得の促進を図るため，県内の飲食店が行う感

染防止対策に要する経費の支援（R4.5～R5.12） 

・ 宿泊施設の第三者認証制度の推進（R3.7～R5.5）  

→ 認証施設数：686件（R5.5.7時点）

・ 県内宿泊事業者が行う感染防止対策等に係る経費の支援

（R3.8～R4.12） 

新型コロナワクチンの接種 

・ 接種率（１回目～６回目）（R5.7.25時点） 

・ 新型コロナワクチンコールセンターの設置【再掲】 

・ ワクチン接種を担う人材の確保 

→ ワクチンの接種に向けた未就業看護職研修会（R3.4） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

１ ○ 感染症拡大は，あらゆる方

面に影響を及ぼす前例のない

危機的状況であり，今後，予想

される第２波・３波の感染症

防止に向けて，医療機関，市町

村などと連携して徹底した医

療・検査体制の整備に努め，県

民の生命と健康を守ります。

（続き） 

→ 歯科医師によるワクチン接種実施のための研修（R3.5）

→ 市町村の集団接種会場への医療従事者の派遣 

  ４町（計35回） 

・ 大規模接種の実施 

第１次大規模接種：R3.6～7 接種者数 19,960人 

第２次大規模接種：R3.9～10 接種者数  9,750人 

第３次大規模接種：R4.2   接種者数 12,960人 

第４次大規模接種：R4.4～5 接種者数  3,459人 

県営ワクチン接種：R4.8   接種者数  2,330人 

オミクロン株対応ワクチン大規模接種 

：R4.11  接種者数 9,571人 

・ 職域接種の促進 

   １，２回目接種：28事業所 

３回目接種  ：18事業所 

オミクロン株対応ワクチン接種：６事業所 

・ 令和５年春接種の実施 

高齢者や基礎疾患を有する方等を対象（R5.5.8～）

２ ○ インフルエンザなど発熱疾

患との振り分けに向けた発熱

外来の増設や，新たな知見に

基づく検査方法の導入など診

断検査体制の拡充と,感染者・

重症者の専門病棟の整備およ

び治療薬やワクチンの導入な

ど治療体制の拡充を図りま

す。 

発熱外来の対応 

・ 発熱等の症状がある方の受診体制の確保【再掲】 

・ 検査費用の保険適用に伴う公費負担 

・ 入院病床の確保【再掲】 

・ 医療機関とＰＣＲ検査や抗原検査の保険適用に係る契約を

締結 

・ 新型コロナウイルス（変異株）への対応 

 → ゲノム解析：4,488例（R5.7.21時点） 

感染者・重症者の専門病棟の整備 

・ 全ての県立病院において新型コロナウイルス感染症患者の

入院受入体制を整備し，受入病床を確保するとともに，検査

機器を新たに整備しＰＣＲ検査等を病院内で実施出来る体制

を整備するなど，新型コロナウイルス感染症への対応を強化

・ 県立姶良病院において，感染症患者の受入を可能とするた

め，増築工事を実施（R3.8完成） 

・ 新薩南病院について，今後の感染症対応に資するよう，動

線も考慮して施設整備（R5.5.6開院） 

治療薬やワクチンの導入 

・ 県内の治療薬の提供体制 

○中和抗体薬（R5.3末時点） 

ロナプリーブ：104 医療機関で登録 

ゼビュディ ： 80    〃 

エバシェルド： 31    〃 

○経口薬 

ラゲブリオ ：R4.9.16 一般流通による提供開始 

ゾコーバ  ：R5.3.31   〃 

 パキロビッド：R5.3.22   〃 

○抗ウイルス剤 

 ベクルリー： R3.10.18  〃 

・ 全国知事会等を通じた国への要望 

→ R3年度は安定的な供給を要望 

▼新薩南病院（南さつま市）
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

２ ○ インフルエンザなど発熱疾

患との振り分けに向けた発熱

外来の増設や，新たな知見に

基づく検査方法の導入など診

断検査体制の拡充と,感染者・

重症者の専門病棟の整備およ

び治療薬やワクチンの導入な

ど治療体制の拡充を図りま

す。（続き） 

→ R4年度は重点的な開発支援を行うとともに，速やかに製

造販売承認を行うよう要望 

・ ワクチン接種を担う人材の確保【再掲】 

・ 職域接種の促進【再掲】

３ ○ 感染拡大防止の最前線に立

つ医療機関等におけるマスク

・防護服・消毒液など医療資材

の備蓄体制を整備します。 

医療資材の備蓄体制の整備 

・ 県内における感染拡大を防止するため，医療機関に対する

個人防護具整備等を支援し，医療資材を確保 

・ 県立病院においては，令和２年度から今後の感染拡大に備

え，感染対策に必要な個人防護具等を備蓄 

→ 個人防護具の整備支援実績：延べ273医療機関 

・ 県内の医療機関等における感染拡大に備え，令和２年度か

らマスク・防護服などの個人防護具の備蓄を行い，緊急時等

において個人防護具が必要となった医療機関へ配布 

 → 個人防護具の配布実績：延べ97医療機関 

・ 県内における感染拡大防止及び救急搬送の円滑な実施のた

め，消防機関に対する個人防護具等を配布 

 → 個人防護具の配布実績：延べ36消防機関

４ ○ 離島における感染拡大防止

に向けた水際対策，医療体制

を整備します。また，高齢者施

設，障害者施設などへの医療

救済措置などきめ細やかな対

策を実施します。 

水際対策 

・ 県管理港湾及び県管理空港において，サーモグラフィー等

を配置し，検温等を実施（R2.3～R5.1） 

・ 首都圏・関西圏からの往来者及び県外でのイベント等に参

加する県内の学生等に対するＰＣＲ検査の実施【再掲】

離島における医療体制の整備 

・ 入院病床の確保【再掲】 

・ 宿泊療養施設の確保【再掲】 

・ 離島搬送における災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣

や航空機等の感染対策に必要となる物品の整備(R5.5.7まで)

 → トランスバッグ：61セット，交換用７個, 

フード：125セット，交換用51個 

・ 患者の搬送 

R5.5.7まで 県消防・防災ヘリや自衛隊，海上保安庁及び

民間のヘリ等を利用 

→ 搬送人数：317人 

うち 三島村１人，十島村２人， 

甑島17人，種子島17人 

屋久島27人，奄美大島27人， 

喜界島７人，徳之島80人， 

沖永良部島25人，与論島114人 

  R5.5.8以降 県のドクターヘリや消防・防災ヘリ，自衛隊

及び海上保安庁のヘリ等を利用

高齢者施設，障害者施設などへの医療救済措置 

・ 高齢者施設等で感染者が発生し，早急に感染拡大防止を図

る必要がある場合等，専門家を派遣  
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

４ ○ 離島における感染拡大防止

に向けた水際対策，医療体制

を整備します。また，高齢者施

設，障害者施設などへの医療

救済措置などきめ細やかな対

策を実施します。（続き） 

うち高齢者施設  障害者施設 

 → R2 年度：２件    ２件     0 件 

 → R3 年度：９件    ９件     0 件 

 → R4 年度：92 件    79 件     13 件 

→ R5 年度：１件    １件          0 件 

・ 高齢者施設等で感染者が発生した場合，入院が必要と医師

が判断した者は，県広域医療調整チームにおいて入院調整を

行い，速やかに医療機関へ搬送 

（R5.5.8 以降は，原則医療機関間による調整） 

・ 県対策本部に設置した「介護・福祉施設班」において高齢

者・障害者施設に対する支援体制の整備について協議 

《高齢者施設等》 

・ 衛生用品の入手等支援（R5.4 末現在） 

 → 希望する施設への衛生・防護用品の配布：マスク，手袋

等を 10,798 事業所に配布 

→ 感染発生施設等への衛生・防護用品の配布：ガウン，フ

ェイスシールド等を 118 事業所に配布 

 → 感染発生施設等への消毒費補助（３件） 

・ 職員への慰労金の支給・サービス提供継続支援 

→ 介護サービス事業所・施設等の職員への慰労金の支給（R2

：48,825 人） 

 → 感染拡大防止対策を行う介護サービス事業所・施設への

支援金の支給（R2：3,796 事業所，R3：1,488 事業所，R4：

3,197 事業所） 

  → 利用者や職員が感染した高齢者施設等に対して，サービ

ス提供を継続するために必要となる経費等に対する支援を

実施 

（R2：27 事業所，R3：58 事業所，R4：254 事業所） 

・ 感染者等発生時における応援職員派遣 

→ 介護職員の派遣：１施設２名（R3.2） 

３施設５名（R4.7～8） 

・ 感染者等発生対応図上訓練実施，対応マニュアル等の情報

提供等 

→ 感染者が発生したことを想定した高齢者施設等新型感染

症患者等発生対応図上訓練を実施（R3.11） 

  → 図上訓練での成果や課題等についてまとめた実施報告書

及び関連動画を各施設，関係団体等へ提供（R4.2） 

→ 県内の高齢者施設等を対象に，個人防護具の着脱やゾー

ニングの基礎等，感染防止対策に係るオンデマンド研修を

実施（R4.10） 

 → 「高齢者施設等における新型コロナ感染者発生対応マニ

ュアル」及び研修動画の作成。これらに基づいた感染対

策の点検（図上訓練）の実施を依頼（R4.11） 

【研修動画視聴回数】 

 ①施設における感染症の対策と課題 2,893 回 

 ②初動対応について 1,834 回 

③継続サービスについて(疫学評価と組織運営) 

 1,354 回 

④継続サービスについて(感染管理) 1,514 回 

・ 感染拡大防止に係る環境整備支援 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

４ ○ 離島における感染拡大防止

に向けた水際対策，医療体制

を整備します。また，高齢者施

設，障害者施設などへの医療

救済措置などきめ細やかな対

策を実施します。（続き） 

    簡易陰圧装置の設置，ゾーニング環境整備等 

R2：19件，R3：14件，R4：52件 

《障害者施設》 

・ 障害福祉サービス施設・事業所等における衛生用品等の入

手等の支援 

 → 消毒用エタノール，マスク等を延べ6,590事業所へ配布 

・ 障害分野における衛生用品の備蓄や支援金，慰労金の支給

 → 支援金支給：488法人 1,296事業所 

 → 慰労金支給：610法人 13,171人 

・ 感染者等が発生した障害福祉施設等の消毒・清掃に要する

費用や応援職員の派遣費用の支援 

→ R3：17法人 37事業所 

→ R4：35法人 97事業所 

・ 感染症が確認された場合に，施設間の応援職員の派遣が円

滑に進むよう，県障害者支援施設協議会及び県知的障害者福

祉協会と覚書を締結（R2.12） 

・ 障害福祉サービス施設・事業所等における衛生用品等の購

入に要する経費の支援 

 → R3：162法人  705事業所 

 → R4：621法人 1,986事業所 

・ 障害福祉の現場では解決が困難な感染防止対策に係る医学

的な相談・支援等や専門家による感染症対策に関する研修

会，実地指導等の実施 

→ 障害福祉サービス事業所等の感染対策相談窓口を設置 

→ 障害福祉サービス事業所等へ専門家を派遣し，感染症の

基礎知識，必要な感染症対策について助言 

R3：33施設に実地指導 

R4：31施設に実地指導 

→ 新型コロナウイルス感染対策マニュアルに係るオンライ

ン研修会を実施 

  R3：325事業所が研修受講 

→ 業務継続計画（ＢＣＰ）策定支援のためのオンライン研

修会を実施 

R3：247事業所が研修受講 

R4：116事業所が研修受講 

５ ○ 職場・学校・家庭などすべて

の場所において新型コロナウ

イルスによる「新しい生活様

式」を推進することにより，感

染防止に努め県民の生命と健

康を守ります。 

感染防止対策の周知・広報 

・ 県広報番組など様々な広報媒体を活用した情報発信を実施

 → 県ＳＮＳ（Facebook，LINE，Twitter） 

県政かわら版，市町村広報誌，市町村防災無線，市町村

広報車，ホームページなどを活用 

・ 関係団体を通じた企業等への周知広報 

・ 大学，専門学校等を通じた学生等へのメール配信 

・ 感染状況に応じたチラシの作成 

・ 小中高校等でのチラシの配布 

・ 基本的な感染防止対策をパターン化した15秒動画を制作 

→ 県内の商業施設等のビジョンや県ホームページ・ＳＮＳ

等で放映 

→ 事業所等が日頃の感染防止対策の啓発資材として活用 

・ 知事メッセージ及び新聞への広告掲載 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

５ ○ 職場・学校・家庭などすべて

の場所において新型コロナウ

イルスによる「新しい生活様

式」を推進することにより，感

染防止に努め県民の生命と健

康を守ります。（続き） 

 ① R2年度：計13回 

 ② R3年度：計31回 

③ R4年度：計30回 

《R4.4.19》 

    第４次大規模接種の予約受付の開始に係る新聞広告への

掲載 

《R4.4.22》 

   ゴールデンウィークを迎えるに際しての県民へのお願い

《R4.4.24》 

      新型コロナワクチン大規模接種会場の設置及びゴールデ

ンウィーク期間中の感染防止対策の徹底に係る新聞広告へ

の掲載 

《R4.4.25～R4.5.8》 

    県民や来県者に対するゴールデンウィークにおける感染

防止対策に係る知事メッセージ動画の放映 

《R4.5.3》 

    ゴールデンウィークにおける感染防止対策の再度のお願

いに係る新聞広告への掲載 

《R4.5.15》 

    鹿児島インフォメーションへ感染防止対策に係る新聞広

告の掲載 

《R4.5.17・22》 

    子どもたちをコロナから守るための家庭内・部活動にお

ける感染対策ポイントに係る新聞広告への掲載 

《R4.5.25～》 

  県ＳＮＳでの知事メッセージ動画の掲載 

《R4.6.4・12》 

  ３回目及び４回目のワクチン接種のお願いに係る新聞広

告への掲載 

《R4.6.10～30》 

県民に対する基本的な感染防止対策に係る動画の放映 

 《R4.6.29》 

   「爆発的感染拡大警報」から「感染拡大警戒期間」への

移行等について 

《R4.7.2》 

      会食時の注意，第三者認証の促進に係る新聞広告の掲載

  《R4.7.8》 

   新型コロナウイルス感染症の再拡大にともなう県民の皆

様へのお願い 

 《R4.7.15》 

      新型コロナウイルス感染症の爆発的な感染再拡大に伴う

県民の皆様へのお願い 

 《R4.7.23》 

      夏休みにおける基本的な感染防止対策に係る新聞広告へ

の掲載 

《R4.8.3》 

県営ワクチン接種会場の設置に係る新聞広告の掲載 

 《R4.8.3》 

BA.5対策強化宣言の発令に伴う県民の皆様へのお願い 

 《R4.8.6》 

BA.5対策強化宣言の発令，高齢者への感染予防に係る新
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

５ ○ 職場・学校・家庭などすべて

の場所において新型コロナウ

イルスによる「新しい生活様

式」を推進することにより，感

染防止に努め県民の生命と健

康を守ります。（続き） 

聞広告の掲載 

 《R4.8.22》 

爆発的な感染拡大並びに医療提供体制の逼迫に伴う県民

の皆様へのお願い 

 《R4.9.23》 

コロナ・フォローアップセンター鹿児島に係る新聞広告

の掲載 

 《R4.10.21》 

オミクロン株対応ワクチンの大規模接種会場の設置に係

る新聞広告の掲載 

 《R4.11.13》 

鹿児島ユナイテッドＦＣホーム戦におけるオミクロン株

対応ワクチン接種に係る広告の掲出 

 《R4.12.17》 

年末年始における感染防止対策に係る新聞広告の掲載 

 《R4.12.21》 

年末年始を迎えるに当たっての県民の皆様へのお願い 

 《R4.12.29》 

年末年始の相談窓口に係る新聞広告の掲載 

《R4.12.29～R5.1.9》 

県民や来県者に対する年末年始における感染防止対策に

係る知事メッセージ動画の放映 

《R4.12.29～》 

県ＳＮＳでの知事メッセージ動画の掲載 

《R5.1.4》 

年始以降の更なる感染拡大を防ぐための県民の皆様への

お願い 

《R5.1.20》 

感染拡大に伴う県民の皆様へのお願い 

《R5.3.11》 

マスク着用見直しに係る新聞広告の掲載 

④ R5年度：計1回（R5.5.8時点） 

《R5.4.28》 

感染症法上の位置付け変更に伴う県の対応と県民の皆様

への基本的感染対策の継続のお願い 

６ ○ 今後の感染症の発生に備

え，医療機関と市町村とも連

携し，医療施設及び医療従事

者の確保などの医療体制の拡

充を図り，地域における公衆

衛生環境を整備に努めます。 

医療施設の確保 

・ 入院病床の確保【再掲】 

医療従事者の確保 

・ 危険手当支給補助（R4：364施設） 

・ 看護職員等処遇改善事業（R4：49施設） 

寄附講座

・ 鹿児島大学と寄附講座「感染症専門医養成講座」の設置に

関する協定を締結（R5.3.30） 

・ 新型コロナウイルス感染症への対応の経験を踏まえ，新た

な感染症の発生及びまん延に備えるため，県下全域において

感染症の防御及び医療体制の整備が必要であることから，感

染症専門医の集中的な養成などを目的とした寄附講座を鹿児

島大学に開設（R5.7）
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

７ ○ 新型コロナウイルスの影響

により，テレワークなどの多

様な働き方改革の一層の進展

を踏まえ，鹿児島県の特性を

活かした地方への移住と業務

移転の推進を図り，未来型産

業構造への転換を進めます。 

地方への移住 

・ 雇用と移住の促進等に一体的に取り組むため，「産業人材

確保・移住促進課」を設置（R4.4） 

・ 移住・交流相談員を東京に配置し，本県への移住につなが

るような相談対応を実施 

・ 移住・交流相談員の増員（1名→2名）（R5）

・ 移住・交流ポータルサイトのリニューアル（R4） 

・ 移住・交流に資するかごしまの魅力や支援策等の情報発信

 → ポータルサイト等による多彩な情報の発信，鹿児島移住

・交流ガイドブックの作成，全国移住情報誌への掲載など

・ 市町村及び関係機関と連携し，移住・交流セミナーの開催

及び全国規模の移住イベントへの参加 

（R2：県主催２回，全国規模２回 

R3：県主催６回，全国規模５回 

 R4：県主催７回，全国規模８回） 

・ 「かごしま『よかとこ』暮らし支援センター」と「ふるさ

と人材相談室」との相談連携体制の強化（月１回土曜日の相

談実施） 

・ 市町村が行う移住者向け住宅改修への支援 

業務移転の推進 

・ 企業誘致活動（随時） 

・ 誘致強化を図っている情報通信関連企業のR4年度立地件数

は９件と過去最高を更新（R4年度全体の立地件数は44件） 

・ 地方への新たな人の流れを生み出すことを目指し，税制上

の特例措置（地方拠点強化税制）を得るために企業が作成す

る「特定業務施設整備計画」を認定 

 → 特定業務施設整備計画認定数（７計画：令和５年３月末

現在）

○ 新型コロナウイルスの影響を克服する強力な産業支援

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

８ ○ 新型コロナウイルスの影響

を克服するために,実態把握

をした上で事業者に対する補

助金や低利融資などによる資

金繰り支援を講じるなど，コ

ロナ対策を最優先した万全の

財政支援措置を講じ,県民の

暮らしと雇用を守ります。 

中小企業・小規模事業者 

・ 県内の中小企業，個人事業主に対する事業継続支援金の支

給 

→ 6,251件，1,078百万円 

・ R2.12からR3.2までの間，ひと月の事業収入が大きく減少

した県内の個人事業者，中小法人等に対する事業継続緊急支

援金の支給 

→ 7,662件，1,695百万円 

・ R3.5からR3.6までの間，ひと月の事業収入が大きく減少し

た県内の個人事業者，中小法人等に対する事業継続一時支援

金の支給 

→ 5,461件，1,041百万円 

・ R3.8からR3.9までの間，まん延防止等重点措置の適用等に

より事業収入が大きく減少した県内事業者に対する事業継続

月次支援金の支給 

→ 2,123件，208百万円 

・ 消費意欲の喚起を図るため,県内の飲食店で利用できる
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

８ ○ 新型コロナウイルスの影響

を克服するために,実態把握

をした上で事業者に対する補

助金や低利融資などによる資

金繰り支援を講じるなど，コ

ロナ対策を最優先した万全の

財政支援措置を講じ,県民の

暮らしと雇用を守ります。（続

き） 

「ぐりぶー飲食券」「ぐるめクーポン」を発行 

 → ぐりぶー飲食券（1冊5,000円分/プレミアム率25％）の

使用冊数：95,150冊 (R2.11～R3.5) 

 → ぐるめクーポン（1回500円/週１回LINE上で発行）の使

用枚数：約84万枚 (R2.10～R3.5) 

・ 県民の消費意欲の喚起を図るとともに，飲食店の第三者認

証を促進するため，飲食サービス，茶，花き，特産品の購入

に利用できる「ぐりぶークーポン」を発行（R3.6～R4.1，

R4.5～R5.1末） 

 → 発行枚数：約249万枚，1,476百万円（R3） 

 → 発行枚数：約510万枚，3,459百万円（R4） 

   R4発行による県内への経済波及効果は，クーポン使用総

額の約2.8倍の9,725百万円と見込まれる

・ 新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大により中止され

たイベントに代わる新たなイベント等に対する助成（R2.9～

11） 

 → 補助金交付実績：19件，24百万円 

・ 商工団体等と連携して開催され，多くの県民の外出及び消

費の促進に資するイベント等の実施に対する助成（R3.10～

R4.2） 

→ 補助金交付実績：40件，45百万円 

・ 商店街の活性化を図るため，にぎわい創出に取り組む商店

街等を支援（R4.5～R5.2） 

 → 補助金交付実績：74件，94百万円 

・ コロナ禍において原油価格や物価の高騰の影響を受けた生

活者の支援や地域経済の活性化を図るため，市町村が実施す

るプレミアム商品券発行等を支援（R4.7～R5.3） 

 → 支援実績：43市町村，2,224百万円（市町村実施分を含

めると12,848百万円を発行） 

・ 県内の中小企業，小規模事業者の販路開拓や新規顧客の獲

得等の支援（87件） 

・ 中小企業者への「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資

金」による金融支援（R2.4～R3.5） 

 → 当資金の保証承諾実績：16,362件，約2,440億円（R3.5

末） 

・ 中小企業者への「新型コロナウイルス関連事業継続支援資

金」による金融支援（R3.4～R5.1） 

→ 「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」の後継資

金として，金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営

改善に取り組む中小企業者を支援 

→ 当資金の保証承諾実績：192件，約20億円（R5.1末） 

・ 中小企業者への「原油・原材料高騰等対策特別資金」によ

る金融支援（R4.6～R5.3） 

 → 当資金の保証承諾実績：2,234件，約272億円（R5.6末）

・ 中小企業者への「伴走支援型借換支援資金」による金融支

援（R5.1～） 

→ 「新型コロナウイルス関連事業継続支援資金」の後継資

金として，コロナ融資の返済負担の軽減を図りつつ，収益

力改善を促すため，金融機関による伴走支援を受けながら

経営改善に取り組む中小企業者を支援 

→ 当資金の保証承諾実績：288件，約74億円（R5.6末） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

８ ○ 新型コロナウイルスの影響

を克服するために,実態把握

をした上で事業者に対する補

助金や低利融資などによる資

金繰り支援を講じるなど，コ

ロナ対策を最優先した万全の

財政支援措置を講じ,県民の

暮らしと雇用を守ります。（続

き） 

・ 中小企業者への「中小企業経営改善計画等策定支援事業」

による経営支援（R4.12～）

→ ゼロゼロ融資を借り入れた中小企業者等が，国の「経営

改善計画策定支援事業」又は「早期経営改善計画策定支援

事業」を活用し，経営改善計画を策定する際の費用の一部

を補助 

 → 補助金交付実績：９件，約30万円（R5.5末）

・ 新型コロナウイルス感染症の拡大により売上減少など大き

な影響を受けている本県サービス事業者が行う新たな市場へ

の販路開拓や，キャッシュレスや新システム導入等による生

産性向上を図るための取組を支援（R3～） 

→ サービス業販売チャネル新規開拓・生産性向上支援事業費補助金

補助金交付実績：168件，約1億8621万円（R3.4～R4.3）

→ サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金 

補助金交付実績：340件，約3億3980万円（R4.4～R5.3）

・ 事業承継の経営課題を抱える県内中小企業に対する支援

（R3～） 

→ 企業評価やＭ＆Ａ等に要する経費助成による親族内・親

族外承継やＭ＆Ａの取組を支援 

補助金交付実績：４件，約123万円（R3.4～R4.3） 

補助金交付実績：11件，約582万円（R4.4～R5.3） 

→ 県商工会連合会及びかごしま産業支援センターに専門員

を配置し，代替わりを契機としたビジネス変革の取組に対

して伴走型支援を行い，円滑な事業承継を支援 

相談件数：1,159件(R3.4～R4.3) 

相談件数：1,399件(R4.4～R5.3) 

相談件数：252件(R5.4～R5.5) 

→ 経営者等を対象としたセミナーの開催 

・ 県内中小企業が行う災害時等に対応した事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）策定等に対する支援（R3～） 

 → 補助金交付実績：５件，約202万円（R3.4～R4.3） 

 → 補助金交付実績：４件，約142万円（R4.4～R5.3） 

・ 県内の飲食店が行う新しい生活様式の徹底に資する感染防

止対策用品の整備や，キャッシュレス導入に係る機器の整備

に要する経費の支援（R2.8～R2.11） 

→ 補助金交付実績：4,167件 

・ 不特定多数の顧客等と接触する機会の多い中小企業・個人

事業者等が実施する感染防止対策に要する経費の支援

（R2.10～R3.1） 

 → 補助金交付実績：9,717件 

・ 飲食店の感染防止対策を強化するために県内の飲食店が行

う感染防止対策に要する経費の支援（R3.7～R3.12） 

→ 補助金交付実績：4,934件 

・ 第三者認証取得の促進を図るため，県内の飲食店が行う感

染防止対策に要する経費の支援（R4.5～R4.12） 

 → 補助金交付実績：1,979件

農林水産業 

《農業》 

・ 経営支援対策 

 → 各地域振興局・支庁への相談窓口の設置 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

８ ○ 新型コロナウイルスの影響

を克服するために,実態把握

をした上で事業者に対する補

助金や低利融資などによる資

金繰り支援を講じるなど，コ

ロナ対策を最優先した万全の

財政支援措置を講じ,県民の

暮らしと雇用を守ります。（続

き） 

  （主な相談内容） 

   経営継続補助金等各種施策の活用 

   資金繰りや経営計画の見直し  

→ 資金が中長期かつ低利で農業者等に融通されるよう，農

業近代化資金を融通した系統融資機関等への利子補給の実

施 

  融資実績 300件，2,448百万円（R2） 

       315件，2,956百万円（R3） 

       322件，2,186百万円（R4） 

→ 実質無利子で無担保・無保証の公庫資金「農林漁業セー

フティネット資金」の活用促進 

 → 子牛の出荷遅延による掛かり増し経費を支援 

 → 離島における肉用子牛取引の海上運賃への支援 

 → 肥育牛農家の経営体質強化の取組への支援 

 → 高収益作物次期作支援交付金（花きなど） 

  → 経営継続補助金 

 → 持続化給付金【経済産業省】 

 → 雇用調整助成金【厚生労働省】 

・ 需要喚起対策 

 → 県内量販店等へのポスター掲示による県産農林水産物の

消費拡大 

 → 大手インターネットショッピングモールを活用したWeb

物産展による販売促進 

  （参加業者：100社，売上：約７千万円） 

  → 県内の小売店・飲食店と連携し，「県産農畜産物を『買

って』『食べて』応援キャンペーン」を実施 

   実施期間（第２弾）：R3.1.10～R3.2.14 

   参加店舗数：521店舗 

→ 県産和牛肉の学校給食への提供（実施校数：754校，対

象人数：149,649人） 

 → お茶のイベントや量販店等でのサンプル茶配布による販

売促進 

  → 花きの需要や価格の低下が見られたことから，公共施設や商

業施設等における花飾りの展示による需要喚起（R2：５か

所，R3：13か所） 

  → 「かごしまの食ウェブサイト」を活用した情報発信 

 → 若手農業者やインフルエンサーを活用した動画を作成

し，量販店での店頭放映やＳＮＳ，ウェブサイト上で情報

発信するなど，県産農畜産物の魅力を発信（R2～R4） 

・ 販路拡大 

 → ポストコロナを見据え，需要や流通の変化に対応した販

路拡大を図るため，県内輸出商社の海外営業活動への支援

（R2：6社，R3：6社，R4：7社） 

→ 輸出に意欲ある県内農業者の生産体制構築を支援（R3:5

事業者，R4：11事業者） 

→ 海外における県産農林水産物の認知度向上と販路拡大を

図るため，海外小売店等と連携し「かごしまフェア」や商

談会等を開催（R2～） 

 → 県内外量販店等での販売促進活動（R2～） 

 → 調理師専門学校と連携した県産農畜産物のＰＲ 

 → ＧＡＰレストランでの県産ＧＡＰ食材を使ったフェアの
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

８ ○ 新型コロナウイルスの影響

を克服するために,実態把握

をした上で事業者に対する補

助金や低利融資などによる資

金繰り支援を講じるなど，コ

ロナ対策を最優先した万全の

財政支援措置を講じ,県民の

暮らしと雇用を守ります。（続

き） 

開催（R3） 

→ 地域商社等を活用した販路開拓を実施（R3：5者） 

 → クラウドファンディングを活用した新商品の販路開拓を

支援（R3：17事業者，R4：9事業者） 

 → ６次産業化商品のＰＲカタログを制作（R3） 

 → リモート商談会を開催（R3） 

→ 鹿児島空港・鹿児島中央駅における「鹿児島県６次化じ

はんき」による６次産業化商品の販売（R3～4） 

・ 労働力確保対策（国が措置した各種施策の活用等） 

 → リーフレット等を作成・配布し，農業法人等と求職者の

マッチングに向けた支援を強化（R2：リーフレット配布

45,000部） 

→ 農業分野における外国人技能実習制度の周知，適正な実

施を推進（R4：冊子配布600部） 

→ 労働力確保に関する相談対応（R2：24件，R3：41件，R4

：58件） 

 → 帰国困難な外国人技能実習生等について，在留資格の変

更（特定活動）により，在留期間の更新や就労が可能なこ

とを周知 

 → 農業法人等へのインターンシップ受入（R2：13法人，R3

：６法人，R4：８法人） 

・ ポストコロナを前提とした農林水産業の新たな生産・販売

体制の構築に向けた先進的な取組等への支援（R2～R3） 

 → 茶や花きの需要喚起対策の支援 

 → 「かごしま黒豚」，「かごしま地鶏」の販路拡大に向

けた魅力発信 

 → 生産・販売環境等の変化に対応できる農業経営者の育成

 → 地域が自ら提案し実施する産地づくり等の先進的な取

組を支援 

（取組例） 

・ 大手コンビニとの契約による水田裏作を活用したレ

タスの産地づくり 

・ タイの輸入規制に対応したメロンの生産体制の整備

・ ドローンを活用したイノシシの行動・生息域調査に

よる被害防止・軽減体制の整備 

・ 耕作放棄地を活用した放牧による省力飼養代行体制

の整備など 

・ 茶と花きに対象を拡大した消費意欲喚起の割引クーポンで

ある「ぐりぶークーポン」を発行 

《林業》 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した森林組

合への無利子融資による支援 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により貸付金の償還が困

難となった林業・木材産業関連事業者に対する支払猶予によ

る支援

・ 木材の大きな需要先である住宅着工戸数が減少したため，

高品質なかごしま材の販売促進活動を支援（R2.11～R3.3） 

 → 支援実績：７件，1,211千円 

・ かごしま木の家づくりの普及活動に際し，工務店が行う感

染防止対策に必要な経費の助成（R2.11～R3.3） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

８ ○ 新型コロナウイルスの影響

を克服するために,実態把握

をした上で事業者に対する補

助金や低利融資などによる資

金繰り支援を講じるなど，コ

ロナ対策を最優先した万全の

財政支援措置を講じ,県民の

暮らしと雇用を守ります。（続

き） 

 → 支援実績：７件，2,000千円 

・ かごしま材を利用して創る「新しい生活様式」に対応した

増改築等の支援（R2.11～R4.3） 

 → 支援実績：23件，16,779千円 

・ かごしま材を使用した「かごしま木の家」づくりの支援

（R3.1～R4.3） 

 → 支援実績：303件，81,606千円

・ 燃油価格高騰による影響を緩和し，経営の安定化を図るた

め，特用林産物生産者及び林業事業体の機械等の導入を緊急

的に支援 

→ 特用林産物の省エネ機器等の導入（3件）（R4.6～R5.3）

→ 木材生産現場における作業の効率化に資する高性能林業

機械等の導入（14台）（R4.6～R5.3） 

・ 製材品の輸出促進に向けた商談等を支援（R2.9～R5.3）  

 → 支援実績：商談・展示ＰＲ：28回，4,211千円 

   （R2：14回，R3：10回，R4：４回） 

《水産業》 

・ 県産水産物の冷凍在庫の滞留が生じている事業者等に対す

る冷凍保管料等の支援（R2～R3） 

・ 在庫の滞留により保管場所の不足している水産加工品（か

つお節）の冷凍保管施設の整備への支援(R2) 

・ インバウンドの減少や輸出の停滞等により需要が低下した

県産カンパチ等の需要を喚起するため県内外の小中学校等の

学校給食へ提供（R2～R3，約10万尾供給，埼玉・山梨県等）

・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて需要が低下した

県産カンパチ等の高付加価値化や販売促進等への取組を支援

(R3，加工・販売実績：約13万尾) 

・ 水産製造業等が感染防止対策として行う機械等の購入や改

修等経費の支援（R2～R3） 

・ コロナ後の輸出先国・地域のニーズを把握するためのマー

ケティング調査（米国，EU，東南アジア等）の実施(R3.4

～，11か国や地域) 

・ マーケティング調査に基づく商品開発や販売促進活動等へ

の取組を支援（R3.4～，37件，22か国） 

・ 資金が長期かつ低利で漁業者等に融通されるよう，系統融

資機関への利子補給の実施 

→ 融資実績 164件，2,534百万円（R2） 

       164件，2,599百万円（R3） 

        164件，2,532百万円（R4） 

・ 無利子で実質無担保・無保証の「農林漁業セーフティネッ

ト資金」や「漁業近代化資金」の活用促進 

・ 無利子の「沿岸漁業改善資金」の活用促進 

・ 収入減を補てんする「積立ぷらす」などの活用促進 

・ 燃油・配合飼料価格高騰の影響を緩和するため，漁業経営

セーフティーネット構築事業に加入する際の漁業者等の負担

経費の一部を支援（燃油：R4～，配合飼料：R5～） 

観光関連事業

・ 県民及び九州の各県民向けに旅行商品の割引助成を行うと

ともに，県民向けにプレミアム付き県内宿泊券を販売
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

８ ○ 新型コロナウイルスの影響

を克服するために,実態把握

をした上で事業者に対する補

助金や低利融資などによる資

金繰り支援を講じるなど，コ

ロナ対策を最優先した万全の

財政支援措置を講じ,県民の

暮らしと雇用を守ります。（続

き） 

（R2.11～R3.3） 

「今こそ鹿児島の旅」 

  → 利用実績 

旅行商品割引助成 

     宮崎県民向け：14百万円（1,621人泊）

  熊本県民向け：19百万円（2,052人泊） 

鹿児島県内・九州域内（宮崎・熊本除く）：209百万円（26,244人泊） 

    県民向けプレミアム付き宿泊券 97百万円(39,577枚) 

・ 県民及び九州・沖縄各県民向けに旅行商品の割引助成を行

うとともに，商品クーポンを付与（R3.4～R4.10） 

「今こそ鹿児島の旅（第２弾）」 

  → 利用実績 旅行商品割引 3,237百万円 

         （宿泊679,143人泊，日帰り75,183人） 

         クーポン   1,334百万円 

・ 全国を対象に県独自の取り組みである離島旅行の割引額の

上乗せなど，旅行商品の割引助成を行うとともに，商品クー

ポンを付与（R4.10～） 

 「今こそ鹿児島の旅（第３弾）」 

  → 利用実績 旅行商品割引 3,711百万円 

                (うち離島上乗せ分 151百万円) 

         （宿泊694,709人泊，日帰り6,151人） 

         クーポン   1,996百万円 

 「今こそ鹿児島の旅（第４弾）」（R5.6.12時点） 

  → 利用実績 旅行商品割引 2,123百万円 

                (うち離島上乗せ分 95百万円) 

                  （宿泊799,932人泊，日帰り14,951人） 

          クーポン     1,693百万円 

・ 県内観光による需要喚起を図るため，県民及び九州各県民

を対象に宿泊や旅行で利用できる紙及び電子のクーポン券を

発行（R3.4～R4.1） 

・ 県内各地への周遊を促すため，タクシー及びレンタカーの

利用料金を助成（R2.9～R5.2）（らくらく鹿児島巡り事業）

 → 助成実績 タクシー   9,086件， 42百万円 

        レンタカー 61,853件，275百万円 

・ 県内観光産業の活性化を図るため，体験プログラムの利用

料金を助成（R2.9～R5.1）（体験たっぷりプレゼント事業）

 → 助成実績：25,248件，104百万円 

・ 県内外の学校が県内で実施する修学旅行において，新型コ

ロナ対策としてのバスの増台に要する経費を支援（R3.4～

R4.3） 

  貸切バス追加借上支援事業 

  → 助成実績：121件（県内学校111件，県外学校10件） 

・ 県内外の学校が県内で実施する修学旅行を手配する旅行会

社に対し，貸切バス料金を支援（R4.4～） 

  貸切バス借上支援事業 

→ 助成実績：139件（県内学校67件，県外学校72件） 

県外修学旅行誘致促進事業 

→ 助成実績：285校，14,172人 

・ 宿泊施設及び貸切バス事業者，観光施設，旅行業者が自ら

行う誘客等の取組を支援（R2.9～R4.1） 

  観光事業者等受入環境整備（前向き投資）支援事業 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

８ ○ 新型コロナウイルスの影響

を克服するために,実態把握

をした上で事業者に対する補

助金や低利融資などによる資

金繰り支援を講じるなど，コ

ロナ対策を最優先した万全の

財政支援措置を講じ,県民の

暮らしと雇用を守ります。（続

き） 

  → 助成実績：159件，176百万円 

  貸切バス事業者支援事業 

  → 助成実績：268件，42百万円 

・ 宿泊施設の第三者認証制度の推進（R3.7～R5.5）【再掲】

→ 認証施設数 686件（R5.5.7時点） 

・ 県内宿泊事業者が行う感染防止対策等に係る経費を支援

（R3.8～R4.12）【再掲】 

・ 貸切バス事業者に対し，車両点検や感染防止対策等に要す

る経費の一部を支援（R4.3～R4.5） 

・ 貸切バス事業者に対し，燃料油購入に係る経費の一部を支

援（R4.6～） 

・ 県内の宿泊施設が行う客室等のバリアフリー化及び県内の

観光事業者が行うウィズコロナ・ポストコロナにおける新た

な需要に対応するための取組を支援（R4.4～R4.12） 

・ 熊本県からの誘客を促進するため，熊本発鹿児島着のＪＲ

新幹線を利用した旅行商品に対して割引助成を実施（R3.12

～R4.2） 

・ 「鹿児島・佐賀エールプロジェクト」の一環として，佐賀

県の旅行会社に対し，佐賀発鹿児島着の旅行商品を企画し催

行した際に，実績に応じ助成金を交付（R4.6～） 

・ 令和５年１月から開始した韓国からのチャーター便運航に

合わせて，チャーター便を利用した旅行商品造成への支援を

実施 

交通事業者

・ 離島路線を運航する航空事業者に対し，安定的な運航継続

のため，支援金を交付（R3.6） 

 → 補助金交付実績：１事業者，45百万円 

・ 鹿児島空港発着の国内定期路線の維持強化を図るため，航

空会社に対する運航継続支援等を実施（R4.6～R5.3） 

→ 補助金交付実績：８事業者，62百万円 

・ 空港連絡バスを含む路線バスを運行するバス事業者に対

し，安定的な運行継続のため，支援金を交付（R4.3） 

 → 補助金交付実績：15事業者，223百万円 

・ 広域的・幹線的なバス路線の運行費において基準の特例で

認められた経費に対して国と協調して助成（R4.3） 

 → 補助金交付実績：６事業者 

・ 航路事業者に対し，引き続き安定的な運航継続のため，支

援金を交付（R4.3） 

 → 補助金交付実績：９事業者，155百万円 

・ 新型コロナウイルス感染症の長期化及び燃料油価格高騰に

より厳しい経営環境にあるバス・タクシー・自動車運転代行

業・トラック・航路・航空路事業者に対し，引き続き事業継

続がなされるよう支援金を交付（R4.6～） 

・ 利用者が激減している肥薩おれんじ鉄道の事業継続を図る

ため，支援金及び補助金を交付(R4.9) 

 → 補助金交付実績：358百万円（R3.6） 

421百万円（R4.9） 

・ アフターコロナを見据えた訪日外国人旅行者の受入環境

や，誰もが気軽に移動できる公共交通利用環境を整備するた

め，ユニバーサルデザインタクシー導入に係る費用について
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

８ ○ 新型コロナウイルスの影響

を克服するために,実態把握

をした上で事業者に対する補

助金や低利融資などによる資

金繰り支援を講じるなど，コ

ロナ対策を最優先した万全の

財政支援措置を講じ,県民の

暮らしと雇用を守ります。（続

き） 

補助金を交付 

 → 補助金交付実績：R2 17台 2,999千円 

            R3 ６台 1,800千円 

R4 ２台  600千円 

９ ○ 商工会議所や商工会など地

域経済団体と連携して，事業

者に対する経営支援を強力に

推進します。 

事業者に対する経営支援 

・ 県内の中小企業，個人事業主に対する事業継続支援金の支

給【再掲】 

 → 6,251件，1,078百万円 

・ 県内の中小企業，小規模事業者の販路開拓や新規顧客の獲

得等の支援【再掲】 

 → 支給件数：87件 

・ 県内の飲食店やホテルに対するデリバリー等の参入に要す

る経費の一部補助（493件） 

・ R2.12からR3.2までの間，ひと月の事業収入が大きく減少

している県内の個人事業者，中小法人等に対する事業継続緊

急支援金の支給【再掲】 

 → 7,662件，1,695百万円 

・ R3.5からR3.6までの間，ひと月の事業収入が大きく減少し

ている県内の個人事業者，中小法人等に対する事業継続一時

支援金の支給【再掲】 

→ 5,461件，1,041百万円 

・ R3.8からR3.9までの間，まん延防止等重点措置の適用等に

より事業収入が大きく減少した県内事業者に対する事業継続

月次支援金の支給【再掲】 

 → 2,123件，208百万円 

・ 中小企業関係機関と連携し，計画づくりの支援，計画の審

査・承認 

→ 経営革新計画の承認件数：93件（R2.4～R5.5） 

・ 新型コロナウイルス感染症の拡大により売上減少など大き

な影響を受けている本県サービス事業者が行う新たな市場へ

の販路開拓や，キャッシュレスや新システム導入等による生

産性向上を図るための取組を支援（R3～）【再掲】 

→ サービス業販売チャネル新規開拓・生産性向上支援事業費補助金

補助金交付実績：168件，約1億8621万円（R3.4～R4.3）

 → サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金 

補助金交付実績：340件，約3億3980万円（R4.4～R5.3）

・ 県内中小企業が行う災害時等に対応した事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）策定等に対する支援（R3～）【再掲】 

→ 補助金交付実績：５件，約202万円（R3.4～R4.3） 

→ 補助金交付実績：４件，約142万円（R4.4～R5.3） 

・ 県商工会連合会に専門員を配置し，新型コロナウイルス感

染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業の円

滑な事業承継等を支援 

 → 相談件数775件，専門家派遣21件（R2.4～R3.3） 

・ 事業承継の経営課題を抱える県内中小企業に対する支援
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

９ ○ 商工会議所や商工会など地

域経済団体と連携して，事業

者に対する経営支援を強力に

推進します。（続き） 

（R3～）【再掲】 

→ 企業評価やＭ＆Ａ等に要する経費助成による親族内・親

族外承継やＭ＆Ａの取組を支援 

補助金交付実績：４件，約123万円 (R3.4～R4.3） 

  補助金交付実績：11件，約582万円（R4.4～R5.3） 

→ 県商工会連合会及びかごしま産業支援センターに専門員

を配置し，代替わりを契機としたビジネス変革の取組に対

して伴走型支援を行い，円滑な事業承継を支援 

相談件数：1,159件(R3.4～R4.3)  

相談件数：1,399件(R4.4～R5.3) 

相談件数： 252件(R5.4～R5.5) 

→ 経営者等を対象としたセミナーの開催 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため，県の要請

に応じ，営業時間の短縮に協力した飲食店等の事業者に対す

る協力金の支給 

→ 支給実績（R3.1～）：累計 50,540件，31,768百万円 

・ 中小企業者への「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資

金」による金融支援（R2.4～R3.5）【再掲】 

 → 当資金の保証承諾実績：16,362件，約2,440億円（R3.5

末） 

・ 中小企業者への「新型コロナウイルス関連事業継続支援資

金」による金融支援（R3.4～R5.1）【再掲】 

→ 「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」の後継資

金として，金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営

改善に取り組む中小企業者を支援 

→ 当資金の保証承諾実績：192件，約20億円（R5.1末） 

・ 中小企業者への「原油・原材料高騰等対策特別資金」によ

る金融支援（R4.6～R5.3）【再掲】

 → 当資金の保証承諾実績：2,234件，約272億円（R5.6末）

・ 中小企業者への「伴走支援型借換支援資金」による金融支

援（R5.1～） 【再掲】 

 → 「新型コロナウイルス関連事業継続支援資金」の後継資

金として，コロナ融資の返済負担の軽減を図りつつ，収益

力改善を促すため，金融機関による伴走支援を受けながら

経営改善に取り組む中小企業者を支援 

→ 当資金の保証承諾実績：288件，約74億円（R5.6末） 

・ 中小企業者への「中小企業経営改善計画等策定支援事業」

による経営支援（R4.12～）【再掲】

→ ゼロゼロ融資を借り入れた中小企業者等が，国の「経営

改善計画策定支援事業」又は「早期経営改善計画策定支援

事業」を活用し，経営改善計画を策定する際の費用の一部

を補助 

→ 補助金交付実績：９件，約30万円（R5.5末） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

10 ○ 高齢者，障害者などへの生

活支援（見回り，介護，訪問看

護，訪問診療，食事提供等），

搬送時の対応など支援体制の

整備を進め，関係事業者，関係

団体，医療機関，市町村と連携

して積極的に支援を行いま

す。 

高齢者への生活支援 

・ 高齢者を地域で支える活動の促進，地域活性化の推進 

 → 地域の高齢者等のグループが取り組む高齢者の見守り・

安否確認等に対し，地域商品券等に交換できるポイントを

付与（実施市町村数 R2実績：41，R3実績：40，R4実績：

40） 

 → 新型コロナウイルス感染症の影響により見守り活動が縮

小することを防ぐため，見守り活動において通常の訪問に

加え，電話での対応を認めるなど，コロナ禍に対応した弾

力的な運用ができるよう，市町村と連携して実施 

・ 介護人材確保ポイント事業を新設（R3） 

→ 幅広い世代の方が高齢者の見守りや買い物支援などのボ

ランティア活動を行うことに対して地域商品券等に交換で

きるポイントを付与（実施市町村数 R3実績：22，R4実績

：30）

障害者への生活支援 

・ 聴覚障害者等の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防

止するための遠隔手話サービスの提供体制を整備（R2.9） 

・ 地域活動支援センターや日中一時支援における新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大を防止するため，消毒液購入に要

する経費を補助（８市町）（R3.3） 

・ 障害福祉サービス施設・事業所等における衛生用品等の支

援【再掲】 

 → 消毒用エタノール，マスク等を延べ6,590事業所へ配布 

・ 障害分野における衛生用品の備蓄や支援金，慰労金の支給

【再掲】 

→ 支援金支給：488法人・1,296事業所 

→ 慰労金支給：610法人・13,171人 

・ 感染者等が発生した障害福祉施設等の消毒・清掃に要する

費用や応援職員の派遣費用等の支援【再掲】 

 → R3実績：17法人・37事業所 

 → R4実績：35法人・97事業所 

・ 障害福祉サービス施設・事業所等における衛生用品等の購

入に要する経費の支援【再掲】 

 → R3実績：162法人・705事業所 

→ R4実績：621法人・1,986事業所 

・ 障害福祉の現場では解決が困難な感染防止対策に係る医学

的な相談・支援等や専門家による感染症対策に関する研修

会，実地指導等の実施【再掲】 

→ 障害福祉サービス事業所等の感染対策相談窓口を設置 

→ 障害福祉サービス事業所等へ専門家を派遣し，感染症の

基礎知識，必要な感染症対策について助言 

R3実績：33施設に実地指導 

R4実績：31施設に実地指導 

→ 新型コロナウイルス感染対策マニュアルに係るオンライ

ン研修会を実施 

  R3実績：325事業所が研修受講 

→ 業務継続計画（ＢＣＰ）策定支援のためのオンライン研

修会を実施 

  R3実績：247事業所が研修受講 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

10 ○ 高齢者，障害者などへの生

活支援（見回り，介護，訪問看

護，訪問診療，食事提供等），

搬送時の対応など支援体制の

整備を進め，関係事業者，関係

団体，医療機関，市町村と連携

して積極的に支援を行いま

す。（続き） 

  R4実績：116事業所が研修受講 

患者搬送時の対応など支援体制 

・ 高齢者施設等で感染者が発生した場合，入院が必要と医師

が判断した者は，県広域医療調整チームにおいて入院調整を

行い，速やかに医療機関へ搬送【再掲】 

・ 高齢者施設等で感染者が発生し，早急に感染拡大防止を図

る必要がある場合等，専門家を派遣【再掲】 

 ○ その他 《原油価格・物価高騰への対応》

原油価格・物価高騰等総合緊急対策 

・ 直面する物価高騰による影響を緩和するため，国の対策と

も連携し，生活者や事業者の負担軽減に必要な対策を実施 

  令和４年度６月補正予算から令和５年度６月補正予算まで

（令和５年度当初予算を含む）合計７回の予算編成を行い，

総額281億77百万円を計上 

 → 令和４年度６月補正予算：77億80百万円 

鹿児島県地域消費喚起プレミアム商品券支援事業 

地域公共交通燃料油価格高騰対策事業 

配合飼料価格高騰対策緊急支援事業     等 

 → 令和４年度９月補正予算：20億80百万円 

被覆資材価格高騰対策緊急支援事業 

肥料価格高騰緊急支援事業         等 

 → 令和４年度11月補正予算：54億84百万円 

医療機関・社会福祉施設等に対する物価高騰対策関

連事業 

子ども食堂物価高騰緊急対策事業      等 

 → 令和４年度３月補正予算：23億48百万円 

地域公共交通燃料油価格高騰対策事業 

養殖用配合飼料価格高騰緊急対策事業    等 

 → 令和５年度当初予算：38億82百万円 

かごしまＧＸ推進事業 

産地パワーアップ事業（省エネ機器等の導入支援）

                     等 

 → 令和５年度補正予算（４月専決処分）：１億50百万円 

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）

支給事業                 等 

 → 令和５年度６月補正予算：64億53百万円 

ＬＰガス使用世帯等支援事業 

鹿児島県特別高圧受電事業者支援事業    等 
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２ ．脱原発への対応
○ 川内原発に対する基本的考え

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

11 ○ ３号機の増設は，凍結しま

す。 

３号機増設の凍結 

・ ３号機の増設は凍結 

12 ○ １号機・２号機の２０年延

長については，必要に応じて

県民の意向を把握するため，

県民投票を実施します。 

意見募集等の実施 

・ 県民の意向把握については，これまで，「専門委員会の意

見が集約されない場合において，県民の意向を把握するた

め，どのような手段が適切であるか総合的に判断してまいり

たい。」としていたところ 

・ 専門委員会において，運転期間延長に関する九州電力の取

組は適正であるなどとの整理がなされ，検証結果が集約され

た 

・ 一方で川内原発の運転期間延長は，県民の皆様の関心が高

いことから，専門委員会の意見は集約されたものの，原子力

規制委員会及び九州電力に対する要請書案について，県民の

意見を募集  

・ 県民の意見募集と併せ，ＵＰＺ内の関係９市町に対して，

要請書案に対する意見を照会 

13 ○ 県の「原子力安全・避難計画

防災専門委員会」の委員構成

については，原子力政策に批

判的な学識経験者も入ってい

ただくよう見直します。 

専門委員会の委員構成の見直しの実施 

・ 原子力安全・避難計画等防災専門委員会委員の見直しを実

施（～R3.12.23） 

・ 県の原子力安全・避難計画等防災専門委員会において，川

内原発の運転期間延長に関し，九州電力が実施する特別点検

の結果や原子炉等の劣化状況の評価の内容等について，科学

的・技術的な検証を行うため，以下について実施（～

R3.12.23） 

→ 県から同委員会に対して検証を依頼 

→ 原子力政策に批判的な方を含めた検証に必要となる材料

工学及び建築構造・材料学の分野の学識経験者４名を専門

委員会の特別委員として新たに委嘱 

→ 集中的・効果的に検証を行うために，専門委員会の委員

及び特別委員の計６名で構成する「川内原子力発電所の運

転期間延長の検証に関する分科会」を設置

14 ○ ２０年延長については，「原

則４０年」との認識の下，特例

的な取り扱いの可否につい

て，県の「原子力安全・避難計

画防災専門委員会」の構成を

見直した上で，同委員会にお

いて科学的，技術的な検証を

徹底的に行い，事業者及び原

子力規制委員会に対し，厳正

な対応を要請します。 

専門委員会における検証結果のとりまとめ

・ 原子力政策に批判的な複数の方を含めた検証に必要となる

材料工学及び建築構造・材料学の分野の学識経験者４名を専

門委員会の特別委員として新たに委嘱（R3.12.23）【再掲】

→ 集中的・効果的に検証を行うために，専門委員会の委員

及び特別委員の計６名で構成する「川内原子力発電所の運

転期間延長の検証に関する分科会」を設置（R3.12.23）

【再掲】 

・ 第１回分科会における委員追加の提案を踏まえ，委員１名

を新たに指名（R4.2.18） 

・ 第２回分科会において川内原発を視察（R4.3.29） 

・ 第３～11回分科会を開催（R4.4.25～R5.3.24） 

・ 第 12 回分科会において報告書をとりまとめ（R5.4.12） 

・ 第20回専門委員会において分科会の検証結果を報告

（R5.4.26） 

・ 第21回専門委員会において分科会検証結果を踏まえた専門
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

14 ○ ２０年延長については，「原

則４０年」との認識の下，特例

的な取り扱いの可否につい

て，県の「原子力安全・避難計

画防災専門委員会」の構成を

見直した上で，同委員会にお

いて科学的，技術的な検証を

徹底的に行い，事業者及び原

子力規制委員会に対し，厳正

な対応を要請します。（続き）

委員会の報告（意見書・報告書）を取りまとめ（R5.5.18）

・ 専門委員会が検証結果を知事に報告（R5.5.26） 

・ 県民向けの分かり易い広報資料「川内原子力発電所運転期

間延長の検証結果の概要」の作成・公表（R5.6.5～），冊子

の作成・配布（105,000部）（R5.6.30～） 

・ 「川内原子力発電所の運転期間延長の検証結果に関する住

民説明会」を開催（R5.6.14）・同説明会の動画を配信

（R5.6.16～） 

厳正な対応の要請 

・  県原子力専門委員会の報告書及び意見書を踏まえ，県民か

らの意見募集や地元自治体の意見を伺った上で，要請書を取

りまとめ，原子力規制委員会及び九州電力に対して厳正な対

応を要請

15 ○ 緊急時における避難計画に

ついては，実効性があるよう

に，不断の見直しを行い，防災

訓練などの充実を図り，安全

対策を適切に講じてまいりま

す。 

避難計画の見直し 

・ 県地域防災計画（原子力災害対策編）の見直し 

→ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について，

県地域防災計画に反映（R2年度） 

 → 国の原子力災害対策指針の改定等を踏まえて，見直しを

実施（R3～R4年度）

・ 川内地域原子力防災協議会において「川内地域の緊急時対

応」を改定（R3.7.20） 

 → 感染症等の流行下における各種防護措置の具体化，甑島

列島内における避難先施設の追加等 

防災訓練等の充実・安全対策の実施 

・ 原子力防災訓練の実施 

 → R2年度：新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ中

止 

 → R3年度：新型コロナウイルス感染症流行下を想定した訓

練を実施（R4.2.11） 

 → R4年度：原子力防災アプリを含む原子力災害時住民避難

支援・円滑化システムを活用した訓練を実施 

・ 放射線監視測定機器等の整備 

 → R2年度：非常用発電機，気象観測装置（第２測定局），

自動濃縮装置（放射能測定のための陸水等の水試料を濃縮

する装置）等 

 → R3年度：車載用放射線検出器（車両走行ルート上の環境

放射線情報を取得する車両積載型放射線検出器）等 

 → R4年度：空間放射線量測定装置（電子式線量計及び可搬

型モニタリングポスト）等 

・ 情報発信 

 → 「原子力だよりかごしま」の発行（R2年度：第139号～

第141号，R3年度：第142号～第144号，令和4年度：第145

号～第147号 各号105,800部発行）（専門委員会，原子力

防災講座，環境放射線調査結果などについて） 

→ 「鹿児島県の原子力行政」の作成・配布（R4年度：600

部発行） 

 → 「原子力防災のしおり」の作成（R5.3），130,000部発
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

15 ○ 緊急時における避難計画に

ついては，実効性があるよう

に，不断の見直しを行い，防災

訓練などの充実を図り，安全

対策を適切に講じてまいりま

す。（続き） 

行し，県内全市町村，関係機関に配布 

→ 県政かわら版への掲載（R3.2）（原子力防災対策の充実

・強化に向けた取組について） 

→ 川内原発周辺地域の環境放射線調査を実施し，結果を県

ホームページ等で公表 

・ 原子力災害時住民避難支援・円滑化システムの開発（R元

年度～R4年度） 

 → 原子力災害時において，住民に必要な情報を迅速に伝達

するための原子力防災アプリ等を開発し，R4.4から運用を

開始 

 → 原子力防災アプリの普及（R4年度～） 

→ 避難車両配車システムと連携するための原子力災害時住

民避難支援・円滑化システムの改修（～R4.6） 

・ オフサイトセンター増築・改修工事（R3年度～R5年度） 

 → 既存棟の隣接地に増築棟を新築し，プレスルームや参集

要員の仮眠室等を整備 

 → 既存棟について，浸水対策工事，レイアウト変更，放射

線防護対策を実施 

・ 原子力防災活動資機材の整備 

 → 防護マスク2,213個，防護服7,289着，オーバーシューズ

6,531足等(R2～R4年度) 

・ 避難退域時検査に必要な資機材一式の整備（R3年度） 

 → 測定機器や簡易除染資機材等 

・ 避難退域時検査会場レイアウトの作成（R4年度） 

→ 県内全ての避難退域時検査会場候補地（21か所）におい

て，それぞれの立地や特性等を考慮した資機材・人員の配

置及び動線を作成 

▼原子力だよりかごしま 

▼原子力防災のしおり 
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○ 再生可能エネルギーの導入促進

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

16 ○ 脱原発に向けて自然環境に

配慮しつつ，風力発電，水力発

電，太陽光発電，バイオマス発

電など原子力発電に代わる再

生可能エネルギーや燃料電池

の導入促進，省エネルギーの

徹底を図ります。 

再生可能エネルギーの導入促進 

・ 再生可能エネルギー等の導入等を推進するため，「エネル

ギー対策課」を設置（R4.4） 

・ 新たな再生可能エネルギー導入ビジョンの策定（R5.3） 

 → 再生可能エネルギー推進委員会の開催（R2.11，R3.11，

R4.10，R4.11，R5.2） 

・ 再生可能エネルギーの導入に必要な設備の基本設計に要す

る経費等の補助（６件） 

・ 県内民間事業者等が行う太陽光発電や蓄電池の導入に必要

な経費の支援（36件）

・ 県内で将来的な水素需要先となり得る事業者や自治体の整

理，再生可能エネルギー由来の水素利用に向けたモデルの検

討 

 → 水素エネルギー利活用促進検討協議会の開催（R2.11，

R3.3，R3.11, R4.3, R4.8, R4.11, R5.1） 

燃料電池の導入促進 

・ 燃料電池自動車の導入に要する経費の補助（７台） 

・ 県の公用車に燃料電池自動車を１台導入（R3.12） 

省エネルギーの徹底 

・ 環境保全活動を推進 

→ 環境保全活動優秀団体を表彰(R2.11,R3.11,R4.6,R5.7) 

 → R2受賞者：３団体，１個人 R3受賞者：５団体 

      R4受賞者：６団体，１個人 R5受賞者：４団体 

・ 地球環境を守るかごしま県民運動推進大会の開催

（R4.6,R5.7） 

→ 取組紹介，講演等の実施 

・ かごしま温室効果ガス排出量削減事業者表彰式の開催

（R3.3，R4.3） 

 → R2表彰事業者：３団体 R3表彰受賞者：２団体 

・ こども環境大臣「環境レター」の募集

→ R2応募者数：35校，2,450人 R3応募者数：41校，2,423

人，R4応募者数：33校，1,415人 

・ こども環境大臣任命・サミットの開催（R2.12，R3.12，

R4.12） 

 → R2～R4（各年）受賞者：優秀賞９名（こども環境大臣に

任命），奨励賞９名，学校賞２校 

・ 特定事業者等から提出のあった「温室効果ガス排出量削減

計画書」並びに「実施状況報告書」の公表（147事業者） 

・ 省エネルギーを普及啓発するチラシを629か所に配布 

・ エコ通勤割引パスの発行 

 → 発行数：768人（R5.3末時点） 

・ 家庭での電気使用量削減にインセンティブを付与する九州

版炭素マイレージ制度の実施（1,895世帯（R2.7～R2.9）） 

・ 家庭での省エネ・省資源の取組を応援するアプリの配信 

  （R3.4～） 

 → アプリ登録者数：2,097件（R5.3末時点） 

・ 環境保全活動の実施 

 → 清掃活動など，地域環境の美化・緑化につながる活動等
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

16 ○ 脱原発に向けて自然環境に

配慮しつつ，風力発電，水力発

電，太陽光発電，バイオマス発

電など原子力発電に代わる再

生可能エネルギーや燃料電池

の導入促進，省エネルギーの

徹底を図ります。（続き） 

を行った団体への活動支援（2団体（5活動）（R2.7～

R3.2）） 

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組 

・ 2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする

ことを目指す旨を表明（R2.11） 

・ 鹿児島県地球温暖化対策実行計画の策定（R5.3） 

→ 温室効果ガス排出削減目標を引き上げ，その達成のため

の対策・施策を充実 

・ カーボンニュートラルフェアの開催（R4.11, R5.1） 

・ 電気自動車の購入費用や充電インフラ整備費用を助成 

 → 交付実績：電気自動車125台（R4），充電インフラ整備

63件（R3～R4） 

・ 県の公用車に次世代自動車を導入（128台，R5.3時点） 

・ 省エネ設備等導入支援（36件） 

・ 洋上風力発電に関する先進事例調査や制度に関する情報提

供等を実施 

17 ○ エネルギーの自給率の向

上，非常時のエネルギー確保

および雇用創出による地域活

性化の方策として，蓄電池を

活用した地産地消型再生可能

エネルギーの導入を積極的に

進めます。 

地産地消型再生可能エネルギーの導入 

・ 本県の地域特性を活かしたエネルギーをシェアするまちづ

くりを実現するため，４自治体及び県有施設２箇所を対象に

実証プランを作成 

・ 水素・再生可能エネルギーフェアの開催（R2.10，R4.11）

・ 県内民間事業者等が行う太陽光発電や蓄電池の導入に必要

な経費の支援（36件）【再掲】 

・ 奄美高校への蓄電池を併設した太陽光発電設備の導入

（R4.3）

・ 蓄電池を活用した先進的な地産地消型再生可能エネルギー

導入の取組を支援（２件）

18 ○ 離島人口が約１６万人とい

う全国有数な離島県である鹿

児島県の離島において，地産

地消型再生可能エネルギーの

活用を進めていきます。 

地産地消型再生可能エネルギーの推進 

・ 本県の地域特性を活かしたエネルギーをシェアするまちづ

くりを実現するため，４自治体及び県有施設２箇所を対象に

実証プランを作成【再掲】 

・ 離島における再生可能エネルギー由来の水素利用に向けた

モデルの検討 

・ 県内民間事業者等が行う太陽光発電や蓄電池の導入に必要

な経費の支援（36件）【再掲】 

・ 奄美高校への蓄電池を併設した太陽光発電設備の導入

（R4.3）【再掲】 

・ 離島の県有施設を対象に，太陽光発電システムの導入に向

けた調査・検討を実施（R5.3） 

・ 小規模離島を対象に，電力需給状況や再エネ導入ポテンシ

ャル調査，コスト面や技術面での課題整理を行い，将来的な

再エネ主力電源化に向けたモデルプランを作成（R5.3） 

・ 離島における電動モビリティによる再エネ活用の実証 

・ 蓄電池を活用した先進的な地産地消型再生可能エネルギー

導入の取組を支援（２件）【再掲】 

・ 再生可能エネルギー発電事業（風力発電所・太陽電池発電

所）について，環境影響評価の手続きを通じて，関係市町長

や住民等，県環境影響評価専門委員の意見などを勘案し，環

境の保全の見地からの知事意見を事業者又は経済産業省に提
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

18 ○ 離島人口が約１６万人とい

う全国有数な離島県である鹿

児島県の離島において，地産

地消型再生可能エネルギーの

活用を進めていきます。（続

き） 

出（～R5.6） 

 → 配慮書に対する知事意見：11件 

      方法書に対する知事意見：10件 

      準備書に対する知事意見： 6件 
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３ ．県民が豊かになる産業振興
○ 農林水産業の振興

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

19 ○ 農業産出額全国２位の鹿児

島県の農業について，耕種・畜

産の生産コスト低減策，売上

向上対策，ＩＴ技術を活用し

たスマート農業の推進による

生産性の向上など「稼ぐ力」を

引き出す諸施策を関係団体・

関係機関と連携して講じ，食

料生産供給基地としてさらな

る発展と生産所得の向上に努

めます。 

耕種・畜産の生産コスト低減策・生産性の向上 

・ R3年の農業産出額（R4.12公表）は，対前年比で104.7％の

4,997億円と，５年連続で全国第２位 

・ R元年の本県の茶産出額（R3.3公表）は，静岡県を抜いて

全国１位 

・ 研修会等を通じた生産・加工技術向上支援による高品質茶

づくりを推進 

・ 全国茶品評会の普通煎茶の部において，最も優れた産地に

授与される産地賞を本県が19年連続で受賞 

・ 「スマート農業推進方針」に基づき，スマート農業を推進

→ スマート農業技術の導入件数：1,204件（R2～R4） 

・ 畜産・畑作部門における革新技術の紹介やスマート農業機

器の展示等を行う推進大会の開催（R2.11～12） 

・ 離島の農業者を中心に農業用ドローン技能者育成研修会の

実施（R4.5～R4.10） 

・ 農業者向けスマート農業活用促進セミナーの開催（R4.7～

8） 

・ 「鹿児島県サツマイモ基腐病対策アクションプログラム」

を策定し，ほ場に基腐病菌を「持ち込まない」，「増やさな

い」，「残さない」対策を関係機関・団体と一体となって総

合的に推進 

 → 地域プロジェクトチームの設置（６地域） 

 → 県プロジェクトチームの設置（R4.1） 

 → サツマイモ基腐病対策班の設置（R4.4）

・ 産地パワーアップ計画に基づき，産地力の強化を図るた

め，集出荷施設等の整備や機械リースを支援 

 → 整備事業 

   R2：10市町11取組 

R3：４市町４取組 

R4：５市町５取組 

  → 生産支援事業（基金事業） 

   R2：７市町19取組 

R3：５市町14取組 

R4：６市町35取組 

・ 畜産クラスター事業の実施により畜舎等の施設整備や機械

導入を支援 

 → 施設整備事業 

R2：16協議会，28取組主体（肉用牛16件，養豚８件，養

鶏４件） 

R3：14協議会，24取組主体（肉用牛10件，酪農２件，養

豚６件，養鶏３件，環境３件） 

R4：５協議会，８取組主体（肉用牛２件，酪農３件，養

豚１件，養鶏２件） 

・ 飼料基盤の造成や整備改良，増頭に必要な牛舎等の整備に

よる畜産基盤の再編整備 

・ 繁殖雌牛の導入（国の生産基盤拡大加速化事業や県の家畜 

導入事業等の活用） 

 → R2：10,355頭，R3：7,140頭，R4:5,698頭 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

19 ○ 農業産出額全国２位の鹿児

島県の農業について，耕種・畜

産の生産コスト低減策，売上

向上対策，ＩＴ技術を活用し

たスマート農業の推進による

生産性の向上など「稼ぐ力」を

引き出す諸施策を関係団体・

関係機関と連携して講じ，食

料生産供給基地としてさらな

る発展と生産所得の向上に努

めます。（続き） 

・ 経営体（担い手）の育成に資する水田ほ場の整備等 

 → 区画整理 191haを整備(R2～R4) 

・ 畑地かんがいや区画整理，農道等の基盤整備 

 → 畑地かんがい施設 1,095haを整備(R2～R4) 

 → 区画整理 146haを整備(R2～R4) 

・ 加工用米（焼酎麹用）の生産・確保に向けた取組を支援

（R3:３協議会，R4:２事業実施主体） 

・ 肥料価格の高騰による農家経営への影響に対する助成 

 → R4秋肥(R5.2月末申請分)：延べ10,771人 

・ 水田を利用した加工・業務用野菜の産地づくりに向けて，

栽培技術の実証と産地づくりに向けた取組を支援（R3：３法

人，R4：２法人） 

・ 輸出相手国・地域のニーズに対応した生産技術等の確立に

向けた取組を支援（R3：４農協・法人，R4：４農協・法人）

・ 野菜，花き，果樹の品目ごとの栽培技術指導や研修会の開

催，実証ほの設置により，本県園芸作物の生産拡大と園芸農

家の育成を支援 

・ さとうきびの省力化等に係る機械導入を支援 

（R2:16事業主体，R3:29事業主体，R4:21事業主体） 

・ 酪農及び肉用牛ヘルパー組織の育成支援 

・ 「かごしま黒豚」の新たな第５系統豚造成に着手（R3～） 

・ 試験研究課題の実施 

→ 「サツマイモ基腐病の効果的な生育前半の薬剤体系防除

技術」等，109の成果(R2:35，R3:34，R4:40)を公表 

売上向上対策 

・ R3年度の県産農林水産物の輸出額が約311億円と農林水産

物輸出促進ビジョンの目標額を４年前倒しで達成したことか

ら，R4年度に同ビジョンを改訂し，目標額を約500億円に設

定した。 

・ R4年度の県産農林水産物の輸出額は，約327億円（対前年

度比５％増）となった。 

H23～R3最高額 R4年度 増加率 
農産物 R３:約 19億円 約 23億円 約21％増
畜産物 R３:約 123億円 約134億円 約９％増
林産物 R３:約 33億円 約 34億円 約２％増
水産物 R３:約 135億円 約136億円 約１％増

・ 輸出向け産地づくりの推進（きんかん,さつまいも,お茶，

だいこん，きゃべつ） 

・ ポストコロナを見据え，需要や流通の変化に対応した販路

拡大を図るため，県内輸出商社の海外営業活動への支援（R2

：6社，R3：6社，R4：7社）【再掲】 

・ 輸出に意欲ある県内農業者の生産体制構築を支援（R3：5

事業者，R4：11事業者）【再掲】 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会

創出等の取組に対する支援を開始（R5.7） 

・ 海外における県産農林水産物の認知度向上と販路拡大を図

るため，海外小売店等と連携し「かごしまフェア」や商談会

等を開催 

・ 海外における商談会・見本市等への出展による「鹿児島和
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

19 ○ 農業産出額全国２位の鹿児

島県の農業について，耕種・畜

産の生産コスト低減策，売上

向上対策，ＩＴ技術を活用し

たスマート農業の推進による

生産性の向上など「稼ぐ力」を

引き出す諸施策を関係団体・

関係機関と連携して講じ，食

料生産供給基地としてさらな

る発展と生産所得の向上に努

めます。（続き） 

牛」のＰＲを実施（R3：3か国，R4:3か国(4回)） 

・ 台湾向け牛肉輸出認定施設整備の支援（1か所） 

・ 輸出向け食肉加工処理設備の導入支援（1か所） 

・ 海外における販売指定店数（KAGOSHIMA WAGYU 100店舗

（香港44店舗，シンガポール15店舗，その他），KAGOSHIMA 

KUROBUTA 5店舗（シンガポール4店舗，香港1店舗）） 

・ 国内における販売指定店数（鹿児島黒牛641店舗，かごし

ま黒豚127店舗） 

・ 「かごしまの食ウェブサイト」を活用した情報発信【再

掲】 

・ 若手農業者やインフルエンサーを活用した動画を作成し，

量販店での店頭放映やＳＮＳ，ウェブサイト上で情報発信す

るなど，県産農畜産物の魅力を発信（R2～R4）【再掲】 

・ 県内外量販店等での販売促進活動（R2～）【再掲】 

・ 高級果物店での鹿児島フェアの開催（R2～）【再掲】 

・ 調理師専門学校と連携した県産農畜産物のＰＲ【再掲】 

・ ＧＡＰレストランでの県産ＧＡＰ食材を使ったフェアの開

催（R3）【再掲】 

・ 東京都内のレストランにおいて，鹿児島黒牛日本一レスト

ランフェアの開催【再掲】 

・ 地域商社等を活用した販路開拓を実施（R3：5者）【再

掲】 

・ 茶の輸出拡大を目指し，生産・流通体制を構築するために

必要な施設整備を支援（R2：2市2地区，R3：2市2地区，R4：

1市1地区） 

・ 良食味品種「あきほなみ」の品質向上を図るための展示ほ

設置 

・ 水田の裏作等の活用を進めるため，水田フル活用等のモデ

ル実践活動を支援（R2:４事業主体，R3:２事業主体，R4:３

事業主体） 

・ 低コストで高品質な花き・果樹生産の推進

20 ○ 畑の耕地面積全国２位の畑

作農業振興について，温帯か

ら亜熱帯に広がる約8万ヘク

タールの畑を活かした高収入

品目の生産，離島畑作振興策

の策定と推進，食料の生産基

盤である農地の集約と耕作放

棄地の活用など諸施策による

高収益畑作農業の普及推進を

図り，「稼ぐ力」を引き出す生

産構造の転換を進めます。 

高収入品目の生産 

・ 大規模畑かん営農展開の推進 

 → 大規模畑地かんがい事業実施地区において散水器具実演

会を開催（R2.7～12計８回，R3.4～7計２回，R4.4～10計

２回） 

 → 他地域の畑かんマイスターとの意見交換の実施

（R2.10，R5.2（徳之島，沖永良部）） 

離島畑作振興策の策定と推進 

・ 試験研究課題の実施 

→ 「サツマイモ基腐病の効果的な生育前半の薬剤体系防除

技術」等，109の成果（R2:35,R3:34,R4:40）を公表【再

掲】 

・ テッポウユリの八重咲き新品種「咲八姫」推進検討会・実

証 

→ ジャパンフラワーセレクション「切花部門」フラワー・

オブ・ザ・イヤー2022受賞（R4.12） 

・ 「えらぶゆり」が，名称が特定できる産品を，知的財産と

して国が保護する「地理的表示保護制度（ＧＩ制度）」に，
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

20 ○ 畑の耕地面積全国２位の畑

作農業振興について，温帯か

ら亜熱帯に広がる約8万ヘク

タールの畑を活かした高収入

品目の生産，離島畑作振興策

の策定と推進，食料の生産基

盤である農地の集約と耕作放

棄地の活用など諸施策による

高収益畑作農業の普及推進を

図り，「稼ぐ力」を引き出す生

産構造の転換を進めます。（続

き） 

「切花」として全国で初めて登録（R2.11） 

農地の集約と耕作放棄地の活用 

・ 農地中間管理機構を活用した農地集積・集約化の促進 

 → 農地中間管理機構が行う農地の集積・集約化の取組等の

支援や地域計画の策定支援 

 → 機構に農地を貸し付ける地域や農地の出し手への協力金

の交付 

 → R4農地中間管理事業による貸借面積2,092ha（対前年比

102%） 

→ 所有者が不明な農地でも農地中間管理機構を活用して耕

作ができる制度の周知と活用の推進 

・ 農地の集積・集約化などの農地利用の最適化の推進のため

の農業委員及び農地利用最適化推進委員の積極的な活動等の

支援 

・ 農用地，水路，農道等の地域資源の保全管理を推進するた

め，地域の共同活動を支援（R4認定面積47,896ha(見込み)）

・ 中山間地域等における荒廃農地の発生を防止するため，協

定に基づく農業者等の農業生産活動等を支援（R4協定面積

7,137ha(見込み)） 

・ 葉たばこ廃作者等に対し，転換作物作付の取組や農業用機

械の導入等を支援（７事業主体） 

サツマイモ基腐病対策

・ 「鹿児島県サツマイモ基腐病対策アクションプログラム」

を策定し，ほ場に基腐病菌を「持ち込まない」，「増やさな

い」，「残さない」対策を関係機関・団体と一体となって総

合的に推進【再掲】 

 → 地域プロジェクトチームの設置（６地域） 

 → 県プロジェクトチームの設置（R4.1） 

 → サツマイモ基腐病対策班の設置（R4.4） 

・ さつまいも健全苗・健全種いも確保のための県域研修会を

開催（R3.6，R4.8） 

・ バイオ苗や蒸熱処理装置（12台）の活用による健全苗の確

保 

・ 育苗事業者の健全苗確保のため，資材等の購入を支援（R3

10事業主体，R4 20事業主体） 

・ 農業者等への排水対策及び土層改良の支援（R3:１市，R4 

:13市町） 

・ 県内焼酎会社等を対象に，新品種「みちしずく」から製造

した焼酎の醸造適性検討会を開催（R5.2） 

・ 地元紙を活用した基腐病対策の周知（R4.2） 

・ 基腐病防除対策暦の配布（R4.3，12,500部，R5.2，12,500

部） 

・ 健全種いも生産のリーフレット配布（R3.7，12,500部，

R4.11，8,200部） 

・ 蒸熱消毒前後における種いもの取扱事項，蒸熱処理装置に

よる種いも消毒時の留意事項の作成配布(R4.9，5,500部)  
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

21 ○ 農商工連携・６次産業化に

よる新たな商品開発や地域商

社を活用した販路開拓支援，

食品関連産業の振興など農林

水産業の高付加価値化とかご

しまブランドの一層の確立に

努め，農林水産業の「稼ぐ力」

の向上に取り組みます。 

６次産業化 

・ 大隅加工技術研究センターにおいて，真空フライヤーを活

用したスナック菓子の試作などの利用（499件(R2～R4)）

や，きんかんや緑茶飲料のフリーズドライ等の加工技術など

の相談（746件(R2～R4)）に対応

・ ６次産業化に取り組む事業者に県外での商談機会を提供し

販路開拓を支援（R3.11，R4.11（福岡県）， R5.1（大阪

府），R4.2，R5.2（千葉県）） 

・ ６次産業化に取り組む事業者に県内外での商品の販売機会

を提供し販路開拓を支援（東京都内小売店：R3 １回，R4 １

回），（鹿児島市内小売店等：R3 ５回，R4 ５回）） 

・ 地域商社等を活用した販路開拓を実施【再掲】（５者） 

・ 鹿児島空港・鹿児島中央駅における「鹿児島県６次化じは

んき」による６次産業化商品の販売(R3～R4)【再掲】 

・ クラウドファンディングを活用した新商品の販路開拓を支

援（R3年度17事業者，R4年度９事業者）【再掲】 

・ 「鹿児島農山漁村発イノベーションサポートセンター（旧

：鹿児島６次産業化サポートセンター）」を設置し，６次産

業化に取り組む事業者を支援

・ ６次産業化商品のＰＲカタログを制作（R3）【再掲】 

・ リモート商談会を開催(R3)【再掲】 

・ さつまいも関連事業者により意見交換等を行う場としてプ

ラットフォームを形成し，研修会，戦略会議を開催(R3～R4)

・ 新商品（さつまいも芋けんぴ）の開発，クラウドファンデ

ィングでの試験販売を支援(R3) 

・ ６次産業化ネットワーク活動交付金で整備した施設を活用

したきくらげ生産やその加工品についての指導・助言を実施

・ きくらげ加工品の販売促進のための商品パッケージの改良

及び販路開拓のためのＳＮＳ活用方法等に関する指導・助言

・ 新たなきくらげ加工品開発に関する指導・助言 

・ かごしま材を活用した木造公共施設の整備を支援 

 → 公民館など４施設（R2.8～R5.3） 

・ 木製品の開発や木造建築物等整備を支援 

 → 43件（R2.8～R5.3） 

販路開拓支援 

・ 県内企業のさらなる販路拡大や輸出促進を図るため，「販

路拡大・輸出促進課」を設置（R4.4） 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会

創出等の取組に対する支援を開始（R5.7） 

・ 県外のかごしま茶販売協力店におけるかごしま茶販売フェ

ア(春)を開催（R3.5，R4.5） 

・ 県外のかごしま茶販売協力店及び県内かごしま茶ブランド

取扱店におけるかごしま茶販売フェア（秋）の開催（R2.11, 

R3.11，R4.11） 

・ 県外の販売協力店等を対象としたかごしま茶販売求評会の

開催（静岡・京都・福岡）（R2.11, R3.11），(東京・静岡

・京都・福岡)(R4.11) 

・ 県内観光施設等（鹿児島空港）と連携した新茶キャンペー

ンを実施（R3.4，R5.4） 

・ シアルチャイナ2020（上海）に出展し，「鹿児島和牛」を
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

21 ○ 農商工連携・６次産業化に

よる新たな商品開発や地域商

社を活用した販路開拓支援，

食品関連産業の振興など農林

水産業の高付加価値化とかご

しまブランドの一層の確立に

努め，農林水産業の「稼ぐ力」

の向上に取り組みます。（続

き） 

ＰＲ（R2.9） 

・ ＧＩプロモーションinパリに出展し，「鹿児島和牛」をＰ

Ｒ（R3.3） 

・ アヌーガ2021（ケルン）に出展し，「鹿児島和牛」をＰＲ

（R3.10） 

・ 輸出EXPO2021にＧＩ産品として出展し「鹿児島和牛」をＰ

Ｒ（R3.11） 

・ FOODEX JAPAN2022に出展し「鹿児島和牛」をＰＲ（R4.3）

・ ＩＦＥ2022（ロンドン）に出展し，「鹿児島和牛」をＰＲ

（R4.3） 

・ ＳＩＡＬ Ｐａｒｉｓ ２０２２（パリ）に出展し，鹿児

島和牛，ブリ，茶，本格焼酎，黒酢等の県産品をＰＲ

（R4.10） 

・ フードスタイルジャパン（東京）に出展し，「かごしま黒

豚」をＰＲ（R4.9） 

・ 第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会 における鹿児島県

ＰＲエリアに出店し，「かごしま黒豚」「かごしま地鶏」を

ＰＲ（R4.10） 

・ フードジャパン2022（シンガポール）に出展し「鹿児島和

牛」，「かごしま黒豚」をＰＲ（R4.10） 

・ フードスタイル福岡に出展し，「かごしま地鶏」をＰＲ

（R2.11） 

・ フードスタイル九州に出展し，「かごしま地鶏」をＰＲ

（R3.11，R4.11） 

・ WFFS2023（ラスベガス）に出展し「鹿児島和牛」をＰＲ

（R5.1） 

・ 天皇誕生日祝賀レセプション（ワシントン.D.C）に出展し

「鹿児島和牛」をＰＲ（R5.2） 

・ 手羽先サミット９（愛知）に出展し，「かごしま地鶏」を

ＰＲ（R5.6） 

・ 野外広告看板，車両広告などにより「日本一鹿児島黒牛」

をＰＲ（通年） 

・ 「かごしま黒豚」の需要を喚起するため，鹿児島県黒豚生

産者協議会が飲食店等と連携して各種イベントを実施（通

年） 

 → 地域活性化イベント「かごしま地産地消バル」を実施

（R4.2～3） 

・ 「かごしま地鶏」の需要を喚起するため，鹿児島県地鶏振

興協議会が飲食店等と連携して，各種イベントを実施（通

年） 

 → 地域活性化イベント「かごしま地産地消バル」を実施

（R4.2～3） 

・ 製材品の輸出促進に向けた商談等を支援 

 → 商談・展示ＰＲ：28回（R2.9～R5.3） 

・ 高品質なかごしま材の販売促進活動を支援【再掲】 

 → 販売促進活動：７社（R2.11～R3.3） 

・ たけのこ・竹材・しいたけ等の特用林産物の普及や需要拡

大を図るＰＲイベントの開催：13回（R2.7～R5.5） 

・ しいけた・たけのこの魅力を普及・発信する「森のごちそ

うコンクール」の開催（R2.11，R3.11，R4.11） 

・ かごしまのさかなの消費拡大に向けた取組
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

21 ○ 農商工連携・６次産業化に

よる新たな商品開発や地域商

社を活用した販路開拓支援，

食品関連産業の振興など農林

水産業の高付加価値化とかご

しまブランドの一層の確立に

努め，農林水産業の「稼ぐ力」

の向上に取り組みます。（続

き） 

→ 県外量販店等での販売促進活動やＰＲ資材の作成等に対

する取組を支援（R3～）  

・ 県内の優れた水産加工品を一堂に集めた水産物品評会を開

催（R2.11, R3.10，R4.10） 

・ 食品加工事業者の販路開拓や商品力強化を支援するため，

個別相談会やマッチング商談会を開催（R2.8～11，R3.9～

10，R4.8～R5.3） 

・ 県商工会連合会への取組支援及び特産振興支援員の設置に

より，地域の資源や技術等を活用した特産品の開発，販路開

拓等を支援 

・ 国内最大級の食品展示会「スーパーマーケット・トレード

ショー」への県内食品関連企業10社の出展を支援（R3.2, 

R4.2，R5.2） 

・ 食品関連産業カイゼン活動取組優秀者表彰式を開催し５社

を表彰（R3.2, R4.2，R5.2） 

・ 専門家による商品開発から販路開拓までの伴走支援を実施

（R3.6～R4.3, R4.6～R5.3） 

・ 専門家による現場指導やゼミの開催・運営支援を実施

（R3.4～R4.3，R4.4～R5.3） 

・ 食品製造業者の課題と機械製造業者等の技術シーズをマッ

チングし，機械装置の研究開発及び展示会への出展を支援 

（R3.7～R3.11 採択件数１件） 

・ 食品製造業者の海外認証取得や越境ECを活用した販路開拓

に関する取組を支援（R3.7～R4.2，R4.7～R4.12 採択件数

１件） 

・ 食品関連産業の輸出拡大に向けた施設整備を支援（R2.21

か所） 

・ イオン東北において，本格焼酎の展示・焼酎炭酸割りのＰ

Ｒ活動を実施（R3.2） 

・ コロナ禍で売上が減少している本格焼酎の販売促進キャン

ペーンの実施（R2.12～R3.2） 

・ 焼酎の新しい飲み方（焼酎ソーダ割）を提案するＰＲ動画

を配信（R2.12～R3.2）

・ 首都圏以北での本格焼酎の消費拡大を図るため，全国チェ

ーンの大手酒販店（全国560店舗）と連携した焼酎炭酸割キ

ャンペーンを実施（R3～） 

→ R4年度のキャンペーン応募総数24,267件（対前年比

137.8%），販売数量643,882本(対前年比106.5%)(R4.9)

高付加価値化・ブランド化 

・ かごしまブランド団体の認定推進 

 → お茶３団体を新たに認定（計170団体）（R5.4） 

・ かごしまの農林水産物認証制度の認証推進 

 → 66品目262団体・個人（310件）が認定（R5.6）  

・ 第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会に向けた取組

《出品対策》 

 → 候補となる優良繁殖雌牛の導入推進（250頭/年）及び短

期肥育技術の実証（80頭/年） 

 → 受精卵移植技術等を活用した「肉牛の部」候補牛（約

280頭）の生産（前回大会比３割増） 

▼第12回全国和牛能力共進会
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

21 ○ 農商工連携・６次産業化に

よる新たな商品開発や地域商

社を活用した販路開拓支援，

食品関連産業の振興など農林

水産業の高付加価値化とかご

しまブランドの一層の確立に

努め，農林水産業の「稼ぐ力」

の向上に取り組みます。（続

き） 

 → 定期的な巡回調査による「肉牛の部」候補牛72頭の選定

（R3.4） 

→ 「飼料給与マニュアル」や超音波肉質診断等を活用した

「肉牛の部」候補牛の定期的な飼養管理指導（R3.6～

R4.8） 

 → 「種牛の部」における優良な成牛の確保に向けた巡回調

査による候補牛の掘り起こし（R3.5～12） 

→ 「種牛の部」候補牛の定期的な巡回調査と飼養管理指導

 → 成雌の区（４･５区）「県集合審査会」の開催（R3.11）

→ 技術員の審査技術や調教技術の向上を目的とした研修会

の開催（R3.11，12） 

→ 「和牛日本一」の獲得に向け，肉用牛農家代表をはじ

め，各関係機関・団体を参集した「決起大会」を開催

（R4.4） 

→ 県内11地区における予選会を開催し，８月末には県最終

予選会において県代表牛を選抜（R4.5, 7～8） 

→ 「種牛の部」選抜から最終予選会までの候補牛の定期的

な巡回調査・集合調査による飼養管理指導 

→ 「飼料給与マニュアル」及び超音波肉質診断等を活用し

た「肉牛の部」候補牛の定期的な飼養管理指導（R4.4～

R4.9） 

 → 「種牛の部」県内11地区で１次予選会を実施し139頭を

選抜（R4.4～5） 

 → 栄養度判定に係る技術員の全共対策研修会を開催

（R4.6） 

 → 県最終予選会（R4.8）全９区「種牛の部」16頭「肉牛の

部」７頭，特別区１頭の計24頭を選抜（R4.8） 

 → 全共出品者激励会（R4.9） 

→ 全共鹿児島大会において，全９部門中６部門で首席。第

４区において内閣総理大臣賞，８区で２大会連続の最優秀

枝肉賞を受賞し「和牛日本一」の栄冠に輝く（R4.10） 

→ 全共和牛日本一祝賀会（R4.10） 

→ 第12回全共県推進協議会解散及び第13回全共県推進協議

会設立総会（R5.5） 

《大会開催及び終了後の取組》 

 → 第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会に係る「会場設

営」「催事広報」「交通輸送」の実施計画の検討・策定

（R2.10～R4.1） 

→ 国体延期による新たな敷地整備（国体馬術競技場の保

全）（R3.10～R4.6） 

→ 審査場や仮設牛舎等の会場整備を開始（R4.7～） 

→ マスコットキャラクター活用等による本県開催のＰＲ 

→ 大会公式ホームページやＳＮＳによる情報発信，各種イ

ベントやメディア等を活用した県内外への大会ＰＲ 

→ カウントダウンボード設置（県庁，開催市等５か所：

R3.10～） 

 → 大会１年前イベントの開催（R3.10） 

 → 懸垂幕・横断幕の設置（県庁，開催市，家畜市場，老舗

百貨店等28か所：R4.1～） 

 → 大会100日前イベントの開催（R4.6） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

21 ○ 農商工連携・６次産業化に

よる新たな商品開発や地域商

社を活用した販路開拓支援，

食品関連産業の振興など農林

水産業の高付加価値化とかご

しまブランドの一層の確立に

努め，農林水産業の「稼ぐ力」

の向上に取り組みます。（続

き） 

 → 大会期間中の実務にあたる県・市町村・関係団体からな

る大会運営本部の設置（R4.2） 

→ 大会終了後，直ちに国内外における「鹿児島黒牛」のよ

り一層の銘柄確立を図るため，ＰＲ動画等を活用した認知

度向上の取組に向けた事前準備を実施（～R4.7） 

→ 大会終了後，直ちに「和牛日本一」ＰＲ看板の設置（県

庁玄関，鹿児島空港，鹿児島中央駅等）や日本一フェアを

開催するなど「鹿児島黒牛」和牛日本一のＰＲを実施

（R4.10～R5.3） 

→ 令和５年度においては，首都圏の消費者や実需者へのPR

を強化するほか，アジアへの継続した取組に加え，EU・米

国に対する取組を強化 

・ 特産品の新商品開発や販路開拓等を促進するため，「かご

しまの新特産品コンクール」を開催（R2.11, R3.11，

R4.11） 

・ 東京において，若者をターゲットにした県産本格焼酎の消

費拡大イベントを実施（R3.10） 

・ 米国・中国・台湾を対象に現地バーやレストラン等を活用

したＰＲ活動やオンライン商談会を実施 

・ 「認証かごしま材」の品質確保に向けた取組を促進

→ 認証工場の検査等：15工場（R2.8～R5.3） 

・ かごしまＪＡＳ材生産体制整備方針の作成（R5.3） 

・ 県産ＪＡＳ製材品の生産体制の整備に向けた取組及び県外

への販売促進活動の支援 

→ パンフレット作成・商談活動等：２社（R3.7～R5.3） 

・ 「かごしま緑の工務店」による「かごしま木の家」づくり

の取組支援 

 → 完成見学会やパンフレット作成：70社（R2.8～R5.3） 

・ かごしま材を利用して創る「新しい生活様式」に対応した

増改築等の支援（23件）（R2.11～R4.3）【再掲】 

・ かごしま材を使用した「かごしま木の家」づくりの支援

（303件）（R3.1～R4.3）【再掲】 

・ 製材品の促進に向けた商談等を支援 

→ 商談・展示ＰＲ：28回（R2.9～R5.3）【再掲】

・ 木材加工流通施設等の整備支援 

・ 生産履歴が明らかで安心・安全であることや国際認証取得

（ＭＥＬ等）に有利であることなど，国内外で評価が高い人

工種苗を用いた養殖業を推進 

 → 種苗供給：ブリ 114 万尾，カンパチ 53 万尾（R2～R4）

22 ○ 「県知事は鹿児島県の営業

マン」をキャッチフレーズに，

国内外へ向けたトップセール

スを積極的に行い，農林水産

物・加工品の販路開拓と全国

トップクラスの海外輸出額を

目指し，「稼ぐ力」の向上に取

り組みます。 

知事トップセールス 

・ 実施回数41回 

 → 東南アジア等で小売店を展開している（株）ＰＰＩＨと

連携協定を締結し，海外での県産農林水産物の販路を拡大

（R2.10） 

 → フランスにおいて日本産酒類のコンクールを実施するフ

ランスＫｕｒａ Ｍａｓｔｅｒ協会に対して，本格焼酎を

ＰＲ （R2.11） 

 → 駐日ベトナム大使とのオンライン会談で，本県産和牛や

カンパチ等の輸出支援や，ハノイ－鹿児島便の就航に関す

る協力等を要請（R3.6） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

22 ○ 「県知事は鹿児島県の営業

マン」をキャッチフレーズに，

国内外へ向けたトップセールス

を積極的に行い，農林水産物・

加工品の販路開拓と全国トップ

クラスの海外輸出額を目指し，

「稼ぐ力」の向上に取り組みま

す。（続き） 

 → 英国ＷＳＥＴ講師を本県に招き，意見交換会を開催した

際に，本格焼酎をＰＲ（R4.6） 

 → ＢＳテレビ東京「都会を出て暮らそうよ」に大島紬を着

用して出演し，本県の移住を促進するとともに県産品等を

ＰＲ（R4.8） 

 → 在仏日本国大使公邸でレセプションを開催し，大島紬を

着用して現地バイヤーやメディア等に県産食材や伝統的工

芸品をＰＲ（R4.10） 

→ フランスにおいて，大手酒販卸店２社や５つ星ホテル・

クリヨンに対し，本格焼酎の魅力をＰＲ（R4.10） 

 → 赤坂エクセルホテル東急での鹿児島フェアにおいて，来

店者に対し，鹿児島黒牛やカンパチ，本格焼酎などの県産

品をＰＲ（R4.12） 

 → 県主催の「『魅力の宝庫』かごしまセールスプロモーシ

ョン」において，鹿児島黒牛やブリ・カンパチ，伝統的工

芸品等の県産品の魅力をＰＲ（R5.1） 

 → チャイナエアライン本社（台湾）において，早期の就航

再開を要請するとともに，鹿児島和牛や世界自然遺産であ

る屋久島及び奄美・徳之島等をＰＲ（R5.1） 

→ イオン南関東における「鹿児島フェア」の開催に際し，

イオン南関東カンパニー支社長と会談し，県産品の定番化

やフェアの継続開催を要請（R5.2） 

 → 定時性・速達性に優れた新幹線輸送を活用し，鮮度が重

要視される水産物等の県産品の販路拡大を図るため，ＪＲ

九州と連携協定を締結（R5.2） 

→ 天神ソラリアプラザにおける県主催イベントの開催に当

たり，ＦＭラジオに出演し，鹿児島黒牛等の県産品やドラ

イブスポット等をＰＲ（R5.3） 

 → 博多大丸での物産観光展において，消費者や現地マスコ

ミに対して，「養殖カンパチ」，「県産和牛」など日本一

の食材をＰＲ（R5.4） 

 → ベトナムにおいて，航空会社に直行便の就航を要請する

とともに，政府関係者等に県産食材等や観光をＰＲ

（R5.7） 

ほか25件 

県産品輸出拡大に向けた取組 

・ 県内企業のさらなる販路拡大や輸出促進を図るため，「販

路拡大・輸出促進課」を設置（R4.4）【再掲】 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会

創出等の取組に対する支援を開始（R5.7）【再掲】 

・ R3 年漁業産出額（R5.6 公表） 658 億円（全国４位） 

・ R3 年農業産出額 4,997 億円（全国２位）

・ R3年度の県産農林水産物の輸出額が約311億円と農林水産

物輸出促進ビジョンの目標額を４年前倒しで達成したことか

ら，R4年度に同ビジョンを改訂し，目標額を約500億円に設

定した。【再掲】 

・ R4年度の県産農林水産物の輸出額は，約327億円（対前年

度比５％増）となった。【再掲】 

▼セールスプロモーション 

▼ＪＲ九州との連携協定 

▼フランス大手酒類卸店での

本格焼酎プロモーション 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

22 ○ 「県知事は鹿児島県の営業

マン」をキャッチフレーズに，

国内外へ向けたトップセール

スを積極的に行い，農林水産

物・加工品の販路開拓と全国

トップクラスの海外輸出額を

目指し，「稼ぐ力」の向上に取

り組みます。（続き） 

H23～R3最高額 R4年度 増加率 
農産物 R３:約 19億円 約 23億円 約21％増
畜産物 R３:約 123億円 約134億円 約９％増
林産物 R３:約 33億円 約 34億円 約２％増
水産物 R３:約 135億円 約136億円 約１％増

《鹿児島フェアの開催》

＜香港＞ 

・ 現地飲食店での鹿児島・宮崎フェア（R2.11～R3.2, R4.2

～3，R5.2～3） 

・ 九州・山口農産物海外販売促進フェア（R3.1～2, R4.2） 

・ ５つ星ホテル「THE HARI HONG KONG」内日本食レストラン

での鹿児島フェア（R3.5） 

＜台湾＞ 

・ 現地量販店での鹿児島フェア（R2.12，R3.1・3, R3.12～

R4.1・3，R4.12，R5.2） 

＜中国＞ 

・ 北京の日本料理店での焼酎プロモーション（R2.12，R3.2

～3） 

・ 重慶青山スクエアでの工芸品イベント（R4.1） 

＜米国＞ 

・ 現地量販店での鹿児島フェア（R3.3～4，R4.6～8，R5.3～

5） 

＜シンガポール，香港，タイ＞ 

・ DON DON DONKIでの鹿児島フェア（R3.2, R4.1～4，R5.1～

2） 

《ＰＲイベントの開催》 

・ 米国において，トップバーテンダーを起用した本格焼酎の

ＰＲ動画を配信（R3.3～） 

・ 海外における本格焼酎の認知度向上，販路拡大を図るた

め，英国ロンドンに本部を置くワインとスピリッツの教育機

関 ＷＳＥＴの講師陣等とのオンライン交流会の実施

（R3.3） 

・ 九州４県（鹿児島，大分，熊本，宮崎）による米国トップ

バーテンダーを活用した①焼酎カクテルウィーク，②焼酎カ

クテルコンペ（R4.3），③産地視察（奄美大島，いちき串木

野市），④焼酎カクテルセミナーの実施（R4.11） 

・ ＷＳＥＴ講師を招請し，県内蔵元の産地視察やテイスティ

ング，県内蔵元等との意見交換会を実施（R4.6） 

・ ＷＳＥＴ講師等を活用した越境ＥＣサイト構築（R4.3） 

・ フランスＫｕｒａ Ｍａｓｔｅｒ焼酎・泡盛部門審査員を

招請し，県内蔵元の産地視察や意見交換会を実施（R4.8, 

R5.2） 

 → R3年度の県産本格焼酎の輸出量は約581kl（対前年度比

34. 7%増）

・ 中国上海の温泉施設，映画館等での県産品ＰＲイベント 

・ 首都圏以北での本格焼酎の消費拡大を図るため，全国チェ

ーンの大手酒販店（全国560店舗）と連携した焼酎炭酸割キ

ャンペーンを実施（R3～）【再掲】 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

22 ○ 「県知事は鹿児島県の営業

マン」をキャッチフレーズに，

国内外へ向けたトップセール

スを積極的に行い，農林水産

物・加工品の販路開拓と全国

トップクラスの海外輸出額を

目指し，「稼ぐ力」の向上に取

り組みます。（続き） 

 → R4年度のキャンペーン応募総数24,267件（対前年比 

137.8%），販売数量643,882本(対前年比106.5%)(R4.9) 

・ 東京において，若者をターゲットにした県産本格焼酎の消

費拡大イベントを実施（R3.10）【再掲】 

・ 「かごしまの食ウェブサイト」を活用した情報発信【再

掲】 

・ 若手農業者やインフルエンサーを活用した動画を作成し，

量販店での店頭放映やＳＮＳ，ウェブサイト上で情報発信す

るなど，県産農畜産物の魅力を発信（R2～R4）【再掲】 

・ 県内外量販店等での販売促進活動（R2～）【再掲】 

・ 高級果物店での鹿児島フェアの開催（R2～）【再掲】 

・ 調理師専門学校と連携した県産農畜産物のＰＲ【再掲】 

・ ＧＡＰレストランでの県産ＧＡＰ食材を使ったフェアの開

催（R3）【再掲】 

・ 東京都内のレストランにおいて，鹿児島黒牛日本一レスト

ランフェアの開催【再掲】 

・ 地域商社等を活用した販路開拓を実施（R3：5者）【再

掲】 

・ 魚料理教室など魚食普及活動に対する取組を支援（R3.6か

ら随時） 

・ (株)羽田未来総合研究所と包括連携協定を締結し，羽田空

港の情報発信型カフェ「和蔵場」において，県産食材を使っ

たカフェメニューの提供，伝統的工芸品，本格焼酎等の特産

品をＰＲ（R4～） 

《商談会・見本市への出展》 

・ うんまか鹿児島輸出商談会（R3.10，R4.10） 

・  株式会社ＰＰＩＨ（シンガポール，香港，タイ，米国）と

の商談会（R2.9, R3.7から随時） 

・ シアルチャイナ2020（上海）に出展し，「鹿児島和牛」を

ＰＲ（R2.9）【再掲】 

・ 海外バイヤー（中国，マカオ，シンガポール，香港，マレ

ーシア）とのオンライン商談（R2.10～R3.2） 

・ シャオロン貿易（中国）とのオンライン商談会（R2.11, 

R3.3） 

・ 沖縄国際物流ハブ活用促進商談会（R2.12，R3.11，R4.11

（Web商談併用）） 

・ ＧＩプロモーションinパリに出展し，「鹿児島和牛」をＰ

Ｒ（R3.3）【再掲】 

・ ＩＦＥ2022（ロンドン）に出展し，「鹿児島和牛」をＰＲ

（R4.3）【再掲】 

・ フードジャパン2022（シンガポール）に出展し「鹿児島和

牛」，「かごしま黒豚」をＰＲ（R4.10）【再掲】 

・ ＳＩＡＬ Ｐａｒｉｓ ２０２２（パリ）に出展し，「鹿

児島和牛」，ブリ，茶，本格焼酎，黒酢等の県産品をＰＲ

（R4.10）【再掲】 

・ WFFS2023（ラスベガス）に出展し「鹿児島和牛」をＰＲ（R5.1）

【再掲】 

・ 天皇誕生日祝賀レセプション（ワシントン.D.C）に出展し

「鹿児島和牛」をＰＲ（R5.2）【再掲】 

・ 製材品の輸出促進に向けた商談等を支援 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

22 ○ 「県知事は鹿児島県の営業

マン」をキャッチフレーズに，

国内外へ向けたトップセール

スを積極的に行い，農林水産

物・加工品の販路開拓と全国

トップクラスの海外輸出額を

目指し，「稼ぐ力」の向上に取

り組みます。（続き） 

 → 商談・展示ＰＲ：28回（R2.9～R5.3）【再掲】 

・ 製材品輸出に取り組む商社と製材所による合同商談会の開

催（R3.11，R4.11） 

《貿易相談・セミナーの実施》 

・ 海外ビジネス支援センターにおける貿易相談 

・ 貿易スキルアップセミナー（随時） 

・ 県海外事務所による最新の現地市場動向に関するオンライ

ンセミナー（R2.10，R4.12） 

・ 貿易実務講座（随時） 

・ 輸出人材育成セミナーの開催（R3.3から随時） 

・ 海外展開チャレンジセミナー＆個別貿易相談（R4.8， 

R4.11，R5.2） 

《その他》 

・ 13万尾のカンパチ等の高付加価値化や販売促進等への取組

を支援【再掲】 

・ 台湾向け牛肉輸出認定施設整備の支援（１か所）【再掲】

・ 輸出向け食肉加工処理設備の導入支援（１か所）【再掲】

・ 海外における販売指定店数（KAGOSHIMA WAGYU 100店舗

（香港44店舗，シンガポール15店舗，その他），KAGOSHIMA 

KUROBUTA 5店舗（シンガポール4店舗，香港1店舗））【再

掲】 

・ 国内における販売指定店数（鹿児島黒牛641店舗，かごし

ま黒豚127店舗）【再掲】 

・ かごしまのさかなの普及・輸出応援 

 → マーケティング調査（米国，EU，東南アジア等）の実施

(R3.4～) 【再掲】 

→ 輸出先国のニーズに対応した商品開発や販売促進活動等

への取組を支援（R3.4～，延べ22の国・地域）【再掲】 

→ 新幹線物流プロセス等の検討や荷主・消費者ニーズ等の

調査(R4) 

→ 輸出先国のニーズ等に対応した商品の製造技術開発

(R4.4～)

→ 水産物の輸出に向けたＧＦＰグローバル産地づくりを支

援(R3.4～) 

・ かごしまシーフードレスキューの実施 

 → 協賛店において販促資材を活用した県産魚のPR販売を実

  施 

   R2：県内352店舗，県外328店舗 

 → コンビニと連携した県産魚おにぎり等の開発・PR販売 

   R3.1：おにぎり6万食，つみれ汁1万食 

・ 生産履歴が明らかで安心・安全であることや国際認証取得

（ＭＥＬ等）に有利であることなど，国内外で評価が高い人

工種苗を用いた養殖業を推進【再掲】 

→ 種苗供給：ブリ114万尾，カンパチ53万尾（R2～R4） 

・ 水産加工業，食品製造業者が行う輸出先国の規制に対応し

たHACCP等の基準を満たすために必要な施設等の整備を支援 

 → 支援実績：水産加工業18件（R2～R4） 

        食品製造業７件（R2～R4）
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

23 ○ 農林水産業従事者の高齢化

に伴う後継者不足と歯止めが

かからない従事者の減少に対

応した，担い手育成，新規就農

者対策，耕作放棄地対策，労働

者確保対策など総合的な施策

を講じ，地域の農林水産業の

維持・発展を図ります。 

担い手育成 

・ 農業大学校において，高度な知識や技術修得に向けた農業

実践教育による新規就農者を育成 

 → 卒業生の就農率：63％（R2～R4平均) 

・ 農業高校において，農業の実践的・体験的な学習活動を通

した農業や農業関連産業を担う人材を育成 

・ 「かごしまの次代を担う農業教育推進事業」を実施（R3～

R5） 

 → 農業高校生を対象とした国内外での先進的農家等実践研

修（R3：５人，R4：５人） 

 → 農業高校と県立農業大学校・鹿児島大学農学部との高大

連携による農業の魅力発信プロジェクト 

（R4から実施：９人） 

 → 農業高校生による県内先進的農家視察研修 

（R3：284人，R4：334人） 

 → 農業高校生への農業教育高度化研修 

（R3：125人，R4：191人） 

→ 農業教員を対象とした技術及び指導力向上研修 

（R3：４人，R4：１人） 

 → 中学生対象の農業魅力体験学習 

（R3：86人，R4：173人）

・ 「かごしま農業経営相談所（～R3）」及び「かごしま農業

経営・就農支援センター（R4～）による経営発展支援 

 → 専門家派遣（R2：43件65回, R3：42件46回） 

 → 重点指導農業者への支援（R4：18件，うち16件へ専門家

を20回派遣） 

 → 個別相談（R2：10地区12回, R3：10地区15回，R4：13地

区16回） 

・ 担い手への農地の集積・集約化を加速するため「人・農地

プラン」の実質化を推進（実質化されたプラン R2：467プ

ラン，R3：737プラン， R4：714プラン） 

・ 外国人技能実習制度の適正な活用推進と外国人材の就業・

生活環境改善にかかるモデル的な取組の支援 

・ 林業の地域リーダー育成のための養成講座を開催（R2.10, 

R3.7～10，R4.7～10 受講者計25人） 

・ 森林の育成に活躍している林業者44人を指導林家（３

人），指導林業士（15人），青年林業士（26人）に認定

（R3.2：13人, R4.1：14人，R5.2：17人） 

・ WEBサイトを活用した林業の魅力等の情報発信（R2.7～） 

・ 鹿児島きこり塾を開催（R2.8～9, R3.10～11,R4.8～9 

受講者計46人） 

・ 技能レベルに応じて段階的かつ体系的に行う各種研修（鹿 

児島スーパーきこり塾）を実施（新規就業者数：289人（R2～

R3）） 

・ 林業大学校の設置も含めた人材育成の在り方を検討し，令 

和５年秋頃を目途に，林業担い手の確保・育成に係る施策の

方針をとりまとめ 

・ 森林経営プランナー育成研修を実施（R2.7～R3.3，R3.8～

R4.3，R4.7～R5.3 修了証発行者計50人） 

・ 地域林政アドバイザー育成研修を実施（R3.11，R4.10～11

修了証発行者計23人） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

23 ○ 農林水産業従事者の高齢化

に伴う後継者不足と歯止めが

かからない従事者の減少に対

応した，担い手育成，新規就農

者対策，耕作放棄地対策，労働

者確保対策など総合的な施策

を講じ，地域の農林水産業の

維持・発展を図ります。（続き）

・ 地域林政アドバイザー育成協議会を開催（R3.7，R3.12，

R4.7，R5.1） 

・ 「たけのこ」「原木しいたけ」「枝物」の各生産者養成講

座を開催（R2.8～R5.2 受講者計124人） 

・ 青年・女性漁業者が日頃から実践しているブランド化や魚

食普及活動実績等の発表大会の開催（R3.1）や漁業者グルー

プの育成・研修等を実施 

・ 地域の中核的な漁業者として活躍している漁業者17人を指

導漁業士（11人），青年漁業士（６人）に認定（R2.8, 

R3.8） 

・ 地域の中核的な漁業者として活躍している漁業者６人を指

導漁業士（４人），青年漁業士（２人）に認定（R4.8） 

・ 漁業者グループ（２組）の漁村地域の活性化に対する取組

を支援（R3.2～3） 

新規就農・就業者対策 

・ 就農・就業相談活動を実施（相談件数 R2：459件, R3：

516件，新規就農者：447人(R2：229人，R3：218人)） 

・ 農業次世代人材投資資金(※R4以降の採択者は就農準備資

金・経営開始資金)を交付 

→ 準備型（就農前研修への交付）※R4以降の採択者は就農

準備資金（R3：69人，R4：71人） 

→ 経営開始型（就農後経営確立への交付）※R4以降の採択

者は経営開始資金（R3：417人，R4：390人） 

・ 海外農業研修生への助成（R3：３人） 

・ 中学生への農業教育支援（R3～） 

・ 就農後の経営発展に必要な機械・施設等の導入を支援 

（R4.4～） 

・ 漁業への就業相談対応や県内漁業労働力の需給情報の収集

・提供を実施（R2.7～R5.7） 

・ かごしま漁業学校における研修の実施 

 → 短期研修（６人）・中期研修（９人）（R2.7～R4.3） 

 → 中期研修（３人）（R4.4～R5.3） 

 → 入門研修（座学・漁業体験）（R3.7, R4.11） 

・ 「新米漁業者みまもり隊」の運営・活動を支援 

・ 新規漁業者定着の取組の支援（６組）を実施（R2.7～

R4.3） 

・ 新規漁業者定着の取組の支援（８組）を実施（R4.4～

R5.3） 

 → 新規就業者：245人（R2～R4） 

耕作放棄地対策 

・ 農用地，水路，農道等の地域資源の保全管理を推進するた

め，地域の共同活動を支援（R4認定面積47,896ha（見込

み））【再掲】 

・ 中山間地域等における荒廃農地の発生を防止するため，協

定に基づく農業者等の農業生産活動等を支援（R4協定面積

7,137ha（見込み））【再掲】 

・ 農地中間管理機構を活用した農地集積・集約化の促進【再

掲】 

 → 農地中間管理機構が行う農地の集積・集約化の取組等の
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

23 ○ 農林水産業従事者の高齢化

に伴う後継者不足と歯止めが

かからない従事者の減少に対

応した，担い手育成，新規就農

者対策，耕作放棄地対策，労働

者確保対策など総合的な施策

を講じ，地域の農林水産業の

維持・発展を図ります。（続き）

支援や地域計画の策定支援 

 → 機構に農地を貸し付ける地域や農地の出し手への協力金

の交付 

 → R4農地中間管理事業による貸借面積2,092ha（対前年比

102%） 

 → 所有者が不明な農地でも農地中間管理機構を活用して耕

作ができる制度の周知と活用の推進 

・ 農地の集積・集約化などの農地利用の最適化の推進のため

の農業委員及び農地利用最適化推進委員の積極的な活動等の

支援【再掲】 

労働者確保対策等 

・ 「県農業労働力支援センター」による農業法人等からの相

談対応，農業労働力確保に関する情報収集・提供活動を実施

→ 相談件数 R2：24件，R3：41件，R4：58件 

・ 「農福連携等推進研修会」の開催（支援機関向け：R2.8，

農業者向け：R2.10, R3.12，R4.7，R5.1） 

・ 農福連携リーフレット（R3：9,400部）や品目別ガイドブ

ック（R4：1,000部）の作成配布 

・ 「県農業分野技能実習制度適正推進協議会」における管理

団体との意見交換会（R2.8，R3.10，R4.10）や技能実習制度

に係る研修会（R2.11，R3.11，R4.11）等を実施 

・ 市町村の森林経営管理制度推進に係る実務的な業務を支援

（R2.7～R5.3） 

・ ＩＣＴ技術による効率的な森林資源調査及び森林現況確認

等の手法の確立（R2.9～R3.3，R3.8～R4.3） 

・ 先端技術を活用した効率的な森林の集積を図るシステムの

開発（R4.6～R5.3） 

・ 計画的な間伐と再造林の推進 

→ 間伐 ：7,384ha(R2～R4) 

再造林：1,588ha(R2～R3) 

・ 高性能林業機械等の導入支援（22台）（R2.7～R5.3） 

・ 林業専用道（規格相当）の整備を支援（８路線８千ｍ）

（R2.7～R5.3） 

・ 森林作業道の整備を支援 （242路線176千ｍ）（R2.7～

R5.3） 

・ 計画的な間伐と再造林の推進や高性能林業機械等の導入支

援などの県産材の供給体制強化により，木材生産量が増加

し，さらに，世界的に木材価格が上昇したこともあり，木材

生産額は大幅に増加 

  → R3年木材生産額 159億円（対前年度比148％） 

   R3年木材生産量 1,266千 （対前年度比108％） 

・ 大学と連携した海況予測モデルの精度向上や漁場予測技術

の開発 

・ 水中ロボット（網洗い機）等のスマート水産業機械の導入

を支援 

 → スマート水産業技術の導入件数：17 件（R2～R4）

むらづくり実践活動の支援

・ 農村集落の持続的な発展に向けた次代を担うリーダーの育

成 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

23 ○ 農林水産業従事者の高齢化

に伴う後継者不足と歯止めが

かからない従事者の減少に対

応した，担い手育成，新規就農

者対策，耕作放棄地対策，労働

者確保対策など総合的な施策

を講じ，地域の農林水産業の

維持・発展を図ります。（続き）

 → むらづくり活動推進研修会及び現地研修会を開催（２

回） 

 → 鹿児島大学と連携し，農村の現状や課題の調査・分析等

を行うとともに，多様な地域資源や人材を活用した地域活

性化手法を検証し，地域に提案（R5.4～）（１地区） 

・ 持続可能な農村集落の育成 

→ 複数の集落機能を有した農用地保全活動や農業を核とし

た経済活動と併せて，生活支援等地域コミュニティの維持

に関する取組を行う農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）の

形成を支援（R4.8～） 

・ 地域資源を活用した農村の新たなしごとづくりを支援 

→ 多様な形で農村に関わる人材を確保するため，コミュニ

ティビジネス等地域資源を活用した農村の新たなしごとづ

くりのスタートアップを支援（２団体） 

持続的・安定的な漁業生産

・ 沈設魚礁や浮魚礁設置等による漁場の整備 

 → 沈設魚礁 3箇所，浮魚礁 2基，養殖場 2箇所（R2) 

   沈設魚礁 3箇所，浮魚礁 1基，増殖場 5箇所，養殖場

2箇所（R3) 

   沈設魚礁 2箇所，浮魚礁 2基，増殖場 5箇所，養殖場 

2箇所（R4) 

・ 漁港の整備 

 → 山川漁港： 

衛生管理型荷さばき所の整備（R2） 

    冷凍カツオの取扱量増加に資する冷蔵施設整備（R3）

 → 枕崎漁港： 

大型海外まき網船３隻同時接岸可能な岸壁整備（R3）

    冷凍カツオの取扱量増加に資する冷蔵施設整備（R4）

24 ○ 地域農業の振興や６次産業

化の展開に重要な役割を担う

など，農業経営の発展におい

て重要な役割を果たしている

女性農業者のさらなる活躍と

女性の新規就農支援など，女

性参画による農業経営基盤を

強化します。 

農業への女性参画 

・ 新商品開発や販路開拓などの女性農業者のチャレンジ活動

支援（R2：５件，R3：５件，R4:４件） 

→ 起業・資質向上に取り組む活動への支援を追加（R4.5）

・ 女性農業者の地域づくりへの積極的な参画を促進するため

の研修会を開催（R2.11, R3.11，R4.11） 

・ 女性農業経営士の養成・認定（R3.2：９人, R4.2：10人，

R5.2 ：11人） 

・ 女性農業者経営参画チャレンジ研修の実施（R3.7，R4.8 

～9：３回19人） 
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○ 観光関連事業の振興

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

25 ○ 新型コロナウイルスの影響

を最も受けている観光関連産

業は，国内外観光客が大幅に

減少し，回復が遅れる可能性

もあり，コロナ後の再建を目

的とした「鹿児島観光再生プ

ロジェクト」を立ち上げ，「稼

ぐ力」の再生に向けた諸施策

を実施します。 

需要喚起 

・ 県民及び九州の各県民向けに旅行商品の割引助成を行うと

ともに，県民向けにプレミアム付き県内宿泊券を販売

（R2.11～R3.3）「今こそ鹿児島の旅」【再掲】 

・ 県民及び九州・沖縄各県民向けに旅行商品の割引助成を行

うとともに，商品クーポンを付与（R3.4～R4.10）「今こそ

鹿児島の旅（第２弾）」【再掲】 

・ 全国を対象に旅行商品の割引助成を行うとともに，商品ク

ーポンを付与（R4.10～）「今こそ鹿児島の旅（第３

弾）」，「今こそ鹿児島の旅（第４弾）」 【再掲】 

・ 県内観光による需要喚起を図るため，県民及び九州各県民

を対象に宿泊や旅行で利用できる紙及び電子のクーポン券を

発行（R3.4～R4.1）【再掲】 

・ 県内各地への周遊を促すため，タクシー及びレンタカーの

利用料金を助成（R2.9～R5.2）「らくらく鹿児島巡り事業」

【再掲】 

・ 県内観光産業の活性化を図るため，体験プログラムの利用

料金を助成（R2.9～R5.1）「体験たっぷりプレゼント事業」

【再掲】 

・ 県内外の学校が県内で実施する修学旅行において，新型コ

ロナ対策としてのバスの増台に要する経費を支援（R3.4～

R4.3）【再掲】

・ 県内外の学校が県内で実施する修学旅行を手配する旅行会

社に対し，貸切バス料金を支援（R4.4～）【再掲】 

・ 熊本県からの誘客を促進するため，熊本発鹿児島着のＪＲ

新幹線を利用した旅行商品に対して割引助成を実施（R3.12

～R4.2）【再掲】 

・ 「鹿児島・佐賀エールプロジェクト」の一環として，佐賀

県の旅行会社に対し，佐賀発鹿児島着の旅行商品を企画し催

行した際に，実績に応じ助成金を交付（R4.6～）【再掲】 

感染防止対策 

・ 県内宿泊事業者や観光バス事業者等を対象に，感染防止対

策を徹底するために必要な用品・設備等の整備への支援や，

感染防止コンシェルジュの養成を実施（R2.8～R3.1） 

・ 自然公園等の観光施設に整備しているトイレの洋式化等の

改修を実施（R3.4～） 

・ 教育旅行に係る貸切バス１台の乗車人数を減らすことによ

り発生するバスの追加借上に要する経費の全部または一部を

支援（R3.4） 

・ 宿泊施設の第三者認証制度の推進（R3.7～R5.5）【再掲】

→ 認証施設数 686件（R5.5.7時点） 

・ 県内宿泊事業者が行う感染防止対策等に係る経費を支援

（R3.8～R4.12）【再掲】 

・ 貸切バス事業者に対し，車両点検や感染防止対策等に要す

る経費の一部を支援（R4.3～R4.5）【再掲】 

新型コロナウイルス感染症収束後を見据えた対策 

・ 地域素材を活かしたにぎわい空間の整備をはじめ，観光案

内板の多言語化や景観整備，沿道修景等を推進 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

25 ○ 新型コロナウイルスの影響

を最も受けている観光関連産

業は，国内外観光客が大幅に

減少し，回復が遅れる可能性

もあり，コロナ後の再建を目

的とした「鹿児島観光再生プ

ロジェクト」を立ち上げ，「稼

ぐ力」の再生に向けた諸施策

を実施します。（続き） 

・ 行政と交通キャリアや旅館・ホテル業界などの民間が一体

となって，首都圏や関西圏，北部九州地域などをターゲット

に積極的な誘客や効果的な広報宣伝を展開 

・ 宿泊施設及び貸切バス事業者，観光施設，旅行業者が自ら

行う誘客等の取組を支援（R2.9～R4.1） 

・ 県内の宿泊施設が行う客室等のバリアフリー化及び県内の

観光事業者が行うウィズコロナ・ポストコロナにおける新た

な需要に対応するための取組を支援（R4.4～R4.12）【再

掲】 

・ 新型コロナウイルス感染症収束後の観光需要回復に向け観

光客の利用基盤となる宿泊施設のバリアフリー化整備の助成

（R3.4～） 

・ 地域の多様な関係者が連携した「稼げる」観光地域づくり

を推進するための組織づくりや人材育成等を目的とした

「『稼げる』観光地域づくり推進事業」に着手（R3.4～） 

・ サイクルツーリズム推進のため，県内市町村や関係団体に

よる協議会を設置し，県内モデルルートの設定や情報発信，

受入環境整備を実施（R3.4～） 

・ 宿泊事業者が行うワーケーションなどの新規需要を取り込

むための改修などの前向き投資に対する支援を実施（R3.7～

R4.11） 

・ 本県観光業界の実情を把握するとともに，本県観光の回復

・再建に向けた有効な施策を検討するため，観光関係団体と

の意見交換を実施 

観光の「稼ぐ力」の向上 

・ 鹿児島ＰＲ基本戦略の策定及び新たなキャッチコピー「南

の宝箱 鹿児島」の決定による，本県の更なる認知度向上や

イメージアップ 

・ 地域素材を活かしたにぎわい空間の整備，観光案内板の多

言語化や景観整備，沿道修景等を実施 

・ ＳＮＳ等を活用したＰＲ動画等を含めた情報発信 

 → ＰＲ動画「BREATHTAKING KAGOSHIMA」等の再生回数：

1,380万回（R5.6時点) 

・ 県民等から収集した観光素材をＤＭＯ等と連携して磨き上

げ，情報発信を行い，マイクロツーリズムを促進 

・ モデルルートの設定や情報発信，受入環境整備等によるサ

イクルツーリズムの振興

・ 本県の観光素材（体験）を活用した学習プログラムの整備

による教育旅行の更なる誘致 

・ 行政と民間が一体となり，積極的な誘客対策や効果的な広

報宣伝を展開 

・ 調査結果に基づく効果的なプロモーションを実施 

・ 沖縄県と連携したプロモーションや周遊促進 

・ 海外セールスや現地及びＷＥＢでのプロモーション，各種

メディアや旅行会社の招請などを実施 

・ 本県を訪れた外国人観光客が快適に周遊できるように，観

光案内所の整備やガイドの育成，講習会の開催，多言語コー

ルセンターの運営など受入体制の整備を実施 

・ 国際クルーズ船寄港の誘致・高質化に向けた戦略的・一体

的なプロモーションを展開 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

25 ○ 新型コロナウイルスの影響

を最も受けている観光関連産

業は，国内外観光客が大幅に

減少し，回復が遅れる可能性

もあり，コロナ後の再建を目

的とした「鹿児島観光再生プ

ロジェクト」を立ち上げ，「稼

ぐ力」の再生に向けた諸施策

を実施します。（続き） 

・ 県開発促進協議会(R4.11)において，国に対して，外国籍

クルーズ船の早期運航再開を要望 

・ 国会議員等に対して，外国籍クルーズ船の早期運航再開を

要望（R4.11） 

 → 国が，日本における国際クルーズの受入再開を発表 

（R4.11.15） 

・ 自民党のクルーズ船観光振興議員連盟において，鹿児島県

の現状を説明し，国際クルーズ船寄港時のＣＩＱ体制の充実

・強化を要望（R4.12） 

 → 受入再開発表後，鹿児島港へ初寄港（R5.3.9） 

・ 中国発着国際クルーズの運航再開に向けて，国に対して，

中国の感染状況を踏まえつつ，なるべく早期の水際措置緩和

への配慮を要望（R5.3） 

  → 国が中国からの入国に対する水際措置の緩和（R5.4.5）

・ 本県へのクルーズ船寄港の増加・定着化に向け，船会社や

旅行会社へのセールス招請を行い，世界遺産クルーズの提案

等の実施 

→ 喜界島への国際クルーズ船初寄港（R5.3） 

 → 県内観光事業者に対し，世界自然遺産の屋久島や奄美大

島に加え喜界島や甑島を巡る国際クルーズ船のチャーター

クルーズの実施への支援（R5.5） 

※甑島への国際クルーズ船初寄港 

・ 県内在住外国人に本県の魅力を自身のＳＮＳを活用して発

信してもらうことによる本県の知名度向上 

・ 海外のメディアや旅行会社等の招請，各種イベントでのＰ

Ｒ，航空会社（ＡＮＡ，ＪＡＬ）のＷＥＢサイトでの本県特

集ページ掲載などの各種プロモーションの実施及び新たな滞

在型観光コンテンツの充実 

・ 韓国及び台湾からのチャーター便運航に合わせて，チャー

ター便を利用した旅行商品造成等への支援を実施（R5.1～

4，R5.6）【再掲】 

・ 観光庁公募事業「地方における高付加価値なインバウンド

観光地づくり事業」において，「鹿児島・阿蘇・雲仙エリ

ア」と「沖縄・奄美エリア」の２地域がモデル観光地に選定

・ 地域の多様な関係者が連携した「稼げる観光地域づくり」

を推進するための組織づくりや人材育成等を支援 

・ 大学，社会人のトップチームやプロチーム，地元大学など

約40チームが参加するカテゴリーの枠を超えた全国でも初の

大規模な野球の交流戦「薩摩おいどんカップ」の開催を支援

（R5.2～3） 

・ スポーツ合宿等誘致の機能強化を図るため，相談窓口の一

本化や合宿希望者が施設検索・情報収集等を行うことができ

る新たなホームページ等の開設に向けた検討（R5.10開設予

定） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

26 ○ 地域の観光資源・食を中心

とした観光関連事業者，飲食

店，交通事業者，農林水産業

者，商工業者，地域住民など関

係者が広く参画し，市町村と

も連携した「観光地域づくり」

を推進し，観光地域としての

「稼ぐ力」を引き出します。

観光地域づくり 

・ 地域の多様な関係者が連携した「稼げる」観光地域づくり

を推進するための組織づくりや人材育成等を目的とした

「『稼げる』観光地域づくり推進事業」に着手（R3.4～）

【再掲】 

→ 「稼げる」観光地域づくり人材養成講座を実施（R4.7

～） 

→ シンポジウムの実施 

→ 観光ガイド育成支援 

・ しいたけ狩り等の体験イベント（鹿児島の里・山・海の幸

めぐりバスツアー）の開催（R4.3，R4.12，R5.3） 

・ 地域で生産された魅力的な特用林産物を観光資源として活

用するため，生産者や市町村との連携により，道の駅や物産

館等においてＰＲ・販売を実施 

・ 県立都市公園において，民間活力の導入を推進 

→ 吉野公園で指定管理者である南国交通(株)が，グランピ

ング施設「Kagoshima Glamping YOSHIZORA」を 開業

(R5.5)  

→ 谷山緑地で指定管理者である鹿児島県造園事業協同組合

・株式会社エフエム鹿児島が「グリントカフェさんようは

うす」を開業（R5.3） 

・ 魅力ある観光地づくり事業や地域振興推進事業等を活用

し，管内市町村と連携し，観光地づくりを推進 

・ マリンポートかごしまに22万トン級のクルーズ船に対応し

た新たな岸壁を整備（R4.3） 

 → 大型クルーズ船が２隻同時に接岸可能 

・ 富裕層をはじめとした外国人観光客の受入体制の整備促進

を図るため，地域総合整備資金（ふるさと融資）を活用しシ

ェラトン鹿児島の整備を支援（R5.5開業） 

・ 「フェアフィールド・バイ・マリオット鹿児島たるみず桜

島」が 垂水市（道の駅たるみずはまびら隣接）にオープン

（R5.4） 

・ マリンポートかごしまの賑わいの創出のため，緑地を大規

模なイベント等に活用 

 → 大規模花火イベント「桜島と芸術花火」を開催 

  （R4.4，R5.4） 

・ 県立自然公園の新規指定及び区域拡張等（R3.4） 

 → 薩南海岸県立自然公園について，本県では29年ぶりとな

る県立自然公園の新規指定（R3.4） 

 → 坊野間県立自然公園の区域拡張等（R3.4） 

 → みしま県立自然公園の新規指定（R4.4） 

27 ○ 奄美大島と徳之島の世界自

然遺産登録を目指して，引き

続き関係市町村・国，関係機関

とも連携してユネスコ世界遺

産センターへの働きかけを行

うとともに奄美群島国立公園

に指定された亜熱帯の貴重な

動植物資源地域として，環境

保全に努めます。 

奄美の世界自然遺産の登録 

・ 環境省，県，鹿児島大学，国立環境研究所の４者で奄美大

島及び徳之島の世界自然遺産推薦地に関する連携協定を締結

（R2.10） 

・ R3.7に開催されたユネスコ世界遺産委員会において，奄美

の世界自然遺産登録が決定 

・ 世界自然遺産登録試聴会を実施（R3.7） 

・ 世界自然遺産登録記念式典を実施（R3.10，R3.11） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

27 ○ 奄美大島と徳之島の世界自

然遺産登録を目指して，引き

続き関係市町村・国，関係機関

とも連携してユネスコ世界遺

産センターへの働きかけを行

うとともに奄美群島国立公園

に指定された亜熱帯の貴重な

動植物資源地域として，環境

保全に努めます。（続き） 

奄美世界自然遺産の保全・活用 

・ 「世界自然遺産奄美トレイル」の全線開通（R3.1） 

 → 奄美群島８島12市町村14エリア51コース総延長約550km

の全線が開通 

・ 保護上重要な地域における，認定ガイドの同行や，利用車

両の台数制限などの利用ルールの運用 

 → 奄美大島：金作原（H31.2～），市道三太郎線周辺

（R3.10～），湯湾岳（R4.11～） 

 → 徳之島：林道山クビリ線（R1.7～） 

・ 奄美大島，徳之島における公共事業環境配慮指針の運用 

・ 世界自然遺産に係る普及啓発（首都圏でのＰＲ，世界自然

遺産登録１周年記念シンポジウム（R5.1，R5.2）等） 

・ 遺産価値を保護するため，奄美群島国立公園区域内におけ

る許認可事務を執行 

・ 「奄美自然観察の森」（龍郷町）のリニューアルの支援

（R4.10リニューアルオープン） 

・ 世界遺産委員会からの要請事項である「観光管理」，「ロ

ードキル対策」，「河川再生」，「森林管理」について政府

から世界遺産委員会へ報告書を提出し（R4.12），ロードキ

ル対策として侵入防止策の設置や保護上重要な場所における

利用ルールの運用などの取組を推進 

・ 奄美大島世界遺産センターがオープン（県は管理運営協議

会構成員として参画）（R4.7） 

・ アマミノクロウサギやトゲネズミなどの希少種を捕食する

ノネコを含む外来種対策を推進 

・ 奄美群島希少野生生物保護対策協議会において希少野生生

物保護の盗掘盗採防止のための普及啓発活動等を実施 

貴重な動植物の保全 

・ 希少野生動植物保護のため，県条例に基づき，奄美地域関

連で29種の動植物を指定（R5.3末時点） 

 → パンフレット等による普及啓発 

 → 国や地元市町村，警察，希少野生動植物保護推進員など

が連携した保護パトロールの実施 

 → 奄美群島希少野生生物保護対策協議会による，地元住民

や観光客等を対象とした普及啓発 

 → 希少野生動植物保護に向けた監視体制の強化や住民参加

による体制づくり 

・ 外来動植物の防除を促進するため，県条例に基づき，奄美

地域関連で20種を指定（R5.3末時点） 

 → 防除マニュアル等を作成し，住民等による駆除作業を推

進 

 → パンフレットによる適正飼養の普及啓発 

 → 外来動植物の防除に向けた侵入状況の把握や普及啓発，

住民等参加による防除体制づくり 

・ 環境省，本県，鹿児島大学，国立環境研究所の４者との間

で「奄美大島及び徳之島の世界自然遺産推薦地における保全

管理のための連携と協力に関する協定」を締結（R2.10） 

-51-



番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

28 ○ 農家民泊など体験型観光，

風光明媚な錦江湾のリゾート

としての活用，遊漁船で釣り

を楽しめる環境整備，九州新

幹線を活用した九州内の観光

ルートの整備，観光情報発信

の強化を進め，国内外観光客

の増大を図ります。 

体験型観光 

・ 県域協議会（かごしまグリーン・ツーリズム協議会）と連

携して，地域の受入体制の整備，人材育成，安全管理対策を

推進するとともに，農林漁業体験民宿の開業等を支援 

 → R4年度：農家民宿等開業軒数６軒，農家民宿等数172軒 

・ 農泊の取組を促進するため，農村の有する地域資源の魅力

を生かした農泊コンテンツの充実・強化や多様な主体との連

携強化による受入拡大を推進（R4.4～） 

・ 農村地域と宿泊施設が連携して行う農村体験プログラムの

開発・提供（R3.4～） 

 → 農林漁業体験民宿開業件数：10件（R2～R4） 

・ 地域資源を活用した農泊の取組を推進するとともに，新型

コロナウイルス感染症による社会変革に対応した安心・安全

な受入体制の整備を支援（R4.4～R5.3） 

錦江湾の活用 

・ 錦江湾や桜島など鹿児島の雄大な景観を眺めながらサイク

リングを楽しむことができるよう，サイクリストの休憩等に

も利用できる施設等の受入環境を整備 

・ 桜島や錦江湾岸の優れた景観を楽しみながら歩く湾岸一周

の「錦江湾しおかぜ街道」を整備 

・ 霧島錦江湾国立公園等における観光案内板の多言語化を促

進 

・ 錦江湾での船釣り体験やシーカヤック体験，錦江湾クルー

ジング等，錦江湾を活かした様々な体験メニューを開発した

ほか，錦江湾周辺地域を周遊する観光モデルコースを作成

し，旅行エージェントへのセールスや県の観光サイトで紹介

するなど，錦江湾を活用した誘客を促進 

ブルー・ツーリズム 

・ 県内３漁協の漁船（63隻）の乗客損害保険料の一部を助成

（R2.7～R4.3） 

・ 鹿児島の海の魅力の発信及びブルー・ツーリズムを導入す

る県内漁協等の取組を支援 

 → 漁業体験素材等の発掘・集約及びＰＲ 

 → 参加者受け入れの際に必要となる安全対策等に係る経費

（船舶検査費用，乗客損害保険料等）の助成 

 → 漁業体験等受入体制の整備及び魅力あるメニュー開発支

援 

・ 「鹿児島観光サイトかごしまの旅」にブルー・ツーリズム

の特集ページを制作，県内ブルー・ツーリズムの取組をＰＲ

し，修学旅行生等の利用を促進（R4.4～R5.3） 

・ 県内の事業者や専門家を講師とした着地型観光や商品造

成，ブルー・ツーリズムに関する講習会を開催し，ブルー・

ツーリズムの取組を促進（R4.4～R5.3） 

・ 各地域の観光協会や事業者等に働きかけ，遊漁船を活用し

た体験メニューの開発を推進 

九州新幹線を活用した九州内の観光ルートの整備 

・ ＪＲ九州とタイアップし，旅行商品の造成や利用特典の提

供，情報発信等 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

28 ○ 農家民泊など体験型観光，

風光明媚な錦江湾のリゾート

としての活用，遊漁船で釣り

を楽しめる環境整備，九州新

幹線を活用した九州内の観光

ルートの整備，観光情報発信

の強化を進め，国内外観光客

の増大を図ります。（続き）

・ ＪＲ西日本とタイアップし，旅行商品の造成及びアクティ

ビティ等の割引特典の提供，情報発信等 

・ 新幹線を利用した旅行商品の造成や観光マップの作成，情

報発信等（R5.2～R5.4） 

観光情報発信の強化 

・ テーマ性のある観光キャンペーンの展開や，効果的な誘客

促進活動行い，県外からの誘客を促進（R4～） 

・ 本県が所有する３つの世界遺産（奄美・屋久島・文化遺

産）と周辺離島の周遊促進のためのデジタルスタンプラリー

などのプロモーションを実施(R4) 

・ 重点地域のプロモーションや県外事務所のネットワークを

活用した情報発信のほか，交通キャリアとタイアップした誘

客プロモーションを展開（R3）

・ 国内観光客の誘客を図るため，マーケティング調査を実施

し，コロナ下における観光コンテンツへの新しいニーズを把

握・分析するとともに，戦略的かつ効果的なプロモーション

活動を展開（R3.4～） 

・ 外国人観光客の誘致を図るため，新型コロナウイルスの影

響により運休している国際定期路線の再開や，奄美の世界自

然遺産登録を踏まえ，海外のメディアや旅行会社等の招請，

各種イベントでのＰＲ，デジタルマーケティング分析等を活

用した各種プロモーションを強化（R3.4～） 

・ 県観光サイトのセキュリティを強化するとともに，閲覧者

にとって，より見やすく，操作しやすいWebページへとデザ

インを変更することにより情報の発信を強化（R3.4～） 

・ 新規指定した薩南海岸県立自然公園やみしま県立自然公園

など，県立自然公園における新たな魅力の掘り起こし，自然

体験メニューや周遊ルート等の造成及び県内外や訪日外国人

等に向けた情報発信 

・ 県観光サイト特集ページに県立自然公園の特設サイトを開

設して，自然公園の魅力や楽しみ方，周遊モデルコース，地

域のストーリーである環境文化などの情報を発信 

・ 県立自然公園及びその周辺において，受入環境整備や新た

な自然体験活動の立ち上げ等のスタートアップ支援を実施

（R4.9～） 

・ 鹿児島ＰＲ基本戦略の策定及び新たなキャッチコピー「南

の宝箱 鹿児島」の決定による，本県の更なる認知度向上や

イメージアップ【再掲】 

・ 県民等から収集した観光素材をＤＭＯ等と連携して磨き上

げ，情報発信を行い，マイクロツーリズムを促進【再掲】 

・ 行政と民間が一体となり，積極的な誘客対策や効果的な広

報宣伝を展開【再掲】 

・ 県内在住外国人に本県の魅力を自身のＳＮＳを活用して発

信してもらうことによる本県の知名度向上【再掲】 

・ 海外のメディアや旅行会社等の招請，各種イベントでのＰ

Ｒ，航空会社（ＡＮＡ，ＪＡＬ）のＷＥＢサイトでの本県特

集ページ掲載などの各種プロモーションの実施及び新たな滞

在型観光コンテンツの充実【再掲】 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

29 ○ 九州の南の玄関口として鹿

児島空港の機能を強化すると

ともに，離島へのＬＣＣ航空

の新設やジェット機就航によ

る離島観光客の増大と新型コ

ロナウイルスの影響により大

幅な減便となっている国際航

空路線の拡充を図ります。 

鹿児島空港の機能強化 

・ 鹿児島空港国際線ターミナルビルについて，空港ビル会社

において，近年の利用者数増加に対応するため，増改築工事

を実施（R2.7竣工）

・ 空港ビル会社において，九州初のビジネスジェット旅客受

入専用施設を整備（R3.8竣工）

・ 鹿児島空港将来ビジョン推進協議会において整理の上，同

ビジョンに定めた新規路線の就航や物流・輸出入機能の強

化，にぎわい創出による地域振興拠点としての機能の強化等

についてまとめた「鹿児島空港将来ビジョン工程表」を策定

（R4.3）

・ 開港50周年を迎えた鹿児島空港について，記念セレモニー

を開催したほか，鹿児島空港をより身近に感じていただくた

めの様々なイベントを実施（R4.4～） 

・ 空港バス券売機におけるクレジットカードの取扱開始や空

港連絡バスの一部におけるVisaタッチ決済の導入（R4.4～）

・ 空港ビル会社において，全国の空港で初めてベビーケアル

ームを設置（R4.4） 

・ 空港ビル会社において，個室型ワークブースを設置

（R4.8） 

・ 空港ビル会社において，補助犬用トイレを整備（R5.3） 

離島へのＬＣＣ航空の新設やジェット機就航 

・ 奄美群島交流需要喚起対策特別事業による交通事業者と連

携した運賃軽減，プロモーションを実施（R2.10～R3.3, 

R3.10～R4.3）

・ 奄美・沖縄観光交流連携体制構築事業によるプロモーショ

ンや受入体制の磨き上げ等を実施（R2.7～R3.3）

・ 交通キャリアタイアップ事業による航空事業者と連携した

誘客キャンペーンを実施（R2.9～R3.3）

・ FDA（(株)フジドリームズエアラインズ）に対する種子島

空港へのジェットチャーター便誘致活動 

・ 奄美群島交流需要喚起対策特別事業による徳之島を含む他

の島にも効果を波及させる取組を実施（～R4.3）

・ 「奄美・沖縄」世界自然遺産登録観光連携事業によるプロ

モーション等を実施 

・ 屋久島空港滑走路延伸事業に係る環境影響評価（方法書）

の手続を実施（R2.7～11） 

・ 屋久島空港滑走路延伸事業に係る環境影響評価（準備書）

に必要な環境調査の実施（R2.9～R3.11） 

・ 屋久島空港滑走路延伸事業に係る環境影響評価（準備書）

の手続を実施（R4.9～R5.4） 

・ 屋久島空港滑走路延伸事業に係る基本設計に着手（R3.5）

・ 屋久島空港滑走路延伸事業に係る取組として，航空会社へ

のジェット機就航の働きかけ 

・ 事業に必要な用地の協力意向について約９割の方から確認

・ 屋久島空港滑走路延伸の早期事業化について中央要望 

（財務省，国交省）を実施（R5.7） 

・ ２つの世界自然遺産（屋久島・奄美）周遊促進事業による

誘客に向けたプロモーション等の実施や旅行会社の周遊旅行

商品造成を支援（R2.7～）
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

29 ○ 九州の南の玄関口として鹿

児島空港の機能を強化すると

ともに，離島へのＬＣＣ航空

の新設やジェット機就航によ

る離島観光客の増大と新型コ

ロナウイルスの影響により大

幅な減便となっている国際航

空路線の拡充を図ります。（続

き） 

・ 奄美群島誘客・周遊促進事業による遺産登録の効果を群島

全体へ波及させる取組を実施（R4～）

・ 本県が所有する３つの世界遺産（奄美・屋久島・文化遺

産）と周辺離島の周遊促進のためのプロモーションを実施

(R4)【再掲】 

国際航空路線の拡充 

・ 駐日ベトナム大使とのオンライン会談によるハノイ－鹿児

島便の就航に関する協力要請（R3.6）

・ 高雄－鹿児島間のチャーター便の就航実現を含め，台湾屏

東県との交流促進に向けた台北駐福岡経済文化弁事処長と会

談を実施（R3.7） 

・ 新型コロナにより運休中である鹿児島-台北線の早期再開

に向け，チャイナエアライン本社及び（公財）日本台湾交流

協会台北事務所を訪問（R5.1） 

・ 国際定期路線の早期再開を図るため，航空会社等との意見

交換を踏まえ，県内に拠点機能を有する航空会社支店に対

し，特別支援を実施 

・ 韓国からのチャーター便の就航（R5.1～4），台湾からの

チャーター便の就航（R5.6）など，国際線の順次再開 

・ 香港エクスプレス航空の定期便が就航（R5.6.5）し，約 

３年ぶりに鹿児島空港国際線定期便が再開 

・ 新規路線誘致に向けた取組を推進するため，対象国，地域

の経済情勢や航空会社の戦略等についての情報収集，分析，

戦略サポートを専門機関に委託，さらに，国際チャーター便

誘致のための情報収集，ネットワーク構築をエージェントへ

委託 

・ 鹿児島空港国際定期路線の早期再開に向けて，韓国・香港

・台湾において，現地航空会社及び旅行会社等を訪問する現

地セールスを実施したほか，空港の受入体制の確保に向け

て，グランドハンドリング会社など空港関係者を支援 

・ ベトナム航空・ベトジェットエアを訪問し，定期便の就航

等について要望（R5.7） 

○ 中核企業の育成，支援等

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

30 ○ 地域経済を牽引する中核企

業に対する研究開発や生産性

向上対策の支援により，一層

の「稼ぐ力」を引き出し，地域

の雇用や原材料調達などによ

る地域経済の好循環を高めま

す。 

研究開発等の支援 

・ 新産業創出に取り組む県内企業等に対し，技術シーズの掘

り起こしから事業化，販路拡大までの各段階に応じた研究開

発支援や伴走支援などを実施

→ 補助金の交付（新事業創出支援16件，研究開発支援５

件，ベンチャー支援４件）（R4.4～6公募） 

 → 専門家による伴走支援（12件） 

 → 新事業への取組機運醸成のためのセミナー開催（R4.7

～, ３回） 

・ 工業技術センターによる県内製造業への研究開発支援など

を実施

→ 共同・受託研究件数（R2：29件，R3：26件，R4：30件）

 → 工業技術センター保有の設備使用件数（R3：728件，R4

：976件） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

30 ○ 地域経済を牽引する中核企

業に対する研究開発や生産性

向上対策の支援により，一層

の「稼ぐ力」を引き出し，地域

の雇用や原材料調達などによ

る地域経済の好循環を高めま

す。（続き） 

 → ナノフォーカスX線CT装置や放射・電動イミュニティ試

験システム等の設備，計17種を導入（R2～R3） 

 → プラズマ成膜装置（R3導入）を用いて，溶岩コーティン

グによって虹色に装飾された薩摩錫器の商品化を支援 な

ど 

 → 技術シーズ（研究成果，設備，特許等）の情報発信のた

めの企業訪問件数（R3：356件，R4：631件） 

・ 県内中小企業等が開発した製品等について，県の機関が試

験的に発注し，販路の開拓や受注機会の拡大を支援 

 → 製品等の選定件数（R3：７件，R4：８件） 

・ 県内製造業者の海外展開の取組を支援し，グローバル経済

で勝ち抜く企業の育成を図るため，海外商談会への出展を支

援 

→ 出展支援企業数（R3：６件，R4：５件） 

生産性向上対策の支援 

・ 地域経済を牽引する中核企業等の育成を図るため，県内製

造業者が行うAI・IoTの導入，ロボット協働等による生産性

の向上や，新製品・技術の開発等による付加価値向上の取組

を支援（R3～） 

 → 交付実績：68件，563百万円 

 → 成果事例： 

  ・ 半導体関連企業のロボット導入により，生産能力が20

％向上 

  ・ 電子部品製造企業の先端加工設備導入により，受注拡

大が図られ売上高が20％増加 等 

・  本県製造品出荷額の５割を占める県内食品関連製造業者の

生産性を高め，競争力の強化を図るため，生産工程の自動化

・省力化等による生産効率の向上や新たな需要獲得に必要な

機械装置の導入等の取組を支援 

→ 交付実績：93件，351百万円 

→ 成果事例： 

 ・ 焼酎製造企業のラベリング工程の自動化により，作業

時間が90％削減 

 ・ 水産加工品製造企業の生産管理システムの導入によ

り，作業時間が年間で70％削減 等

・ 県内の食品関連産業を牽引する企業を創出するため，効率

的な生産現場作りや商品開発，販路拡大など事業者のニーズ

に応じた一体的な支援を実施 

 → 商品開発や営業力強化のための指導回数（R2：44件，R3

：40件，R4：52件） 

 → 効率的な生産現場作りのための企業訪問回数（R2：240

件，R3：253件，R4：224件） 

 → 一体的な支援による食品関連企業の商談成約件数： 

69件（R2），83件（R3）

・ 県内ものづくり企業が労働生産性向上やデジタル化・カー

ボンニュートラル等への対応のために行う人材育成の研修に

要する経費の助成を実施

→ 補助金の交付（R3：７件，R4：５件） 

・ 県内中小企業のＤＸによる競争力向上や新事業展開等を支

援するため，関係機関と連携し，ＤＸの普及啓発から事業計
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

30 ○ 地域経済を牽引する中核企

業に対する研究開発や生産性

向上対策の支援により，一層

の「稼ぐ力」を引き出し，地域

の雇用や原材料調達などによ

る地域経済の好循環を高めま

す。（続き） 

画策定，デジタル技術の導入まで切れ目のない伴走支援を実

施 

 → 中小企業におけるＤＸの導入を支援 

  ① セミナーの開催 

     R4.7:参加者数 68人 

     R4.8:参加者数 72人 

  ② ＤＸに係るホームページの開設 

  ③ 県内中小企業への個別支援 

R4: 相談件数10件 

 → サービス業のデジタル技術の導入に係る計画の策定を支

援（R4: 33社） 

 → 製造業のデジタル技術の導入に係る計画の策定を支援

（R4:９件）   

・ 県内中小企業のデジタル技術導入計画等に基づく先進的な

取組について，デジタル技術の導入や社内デジタル人材の

育成を支援 

→ かごしま中小企業DX推進事業費補助金（R4：28社） 

・ サービス業の新市場への販路開拓や，キャッシュレスや新

システム導入等による生産性向上の取組を支援（R3～） 

→ 支援実績：508社 

企業立地の推進 

・ 電子関連企業や情報通信関連企業などに対し，企業立地促

進補助金の拡充を図るなど積極的な企業誘致活動を展開 

→ 企業立地件数：123件（R2～R4) 

   投資額（予定を含む）：4,041億円 

   新規雇用者数（予定を含む）：2,416人

31 ○ スタートアップ支援による

新たな産業の創出やヘルスケ

ア産業，ＩＴ関連産業など若

者が働く場としての新たな産

業の育成を図り，新たな産業

による「稼ぐ力」の創出を図り

ます。 

新たな産業の創出 

・ 製造業等の新分野進出やデジタル化の推進，スタートアッ

プ支援等の体制を強化するため，「新産業創出室」を設置 

（R3.4～） 

・ 新産業創出に取り組む県内企業等に対し，技術シーズの掘

り起こしから事業化，販路拡大までの各段階に応じた研究開

発支援や伴走支援などを実施【再掲】 

 → 交付実績 新事業創出支援：16件，48百万円（R4） 

研究開発支援 ：５件， 9百万円（R4） 

ベンチャー支援：４件， 2百万円（R4） 

 → 専門家による伴走支援（12件） 

 → 新事業への取組機運醸成のためのセミナー開催（R4.7

～, ３回） 

・ ビジネス交流・イノベーション拠点として，新産業の創出

やスタートアップの育成等によるイノベーションを促進する

ため，県庁18階にコワーキングスペース「かごゆいテラス」

を整備（R4.4） 

・ 宇宙関連産業の市場拡大を見据え，県内企業の宇宙ビジネ

スへの参入を促進するため，産学官の研究会を設置し，セミ

ナーの開催や研究開発支援，衛星データを利用した実証事業

等を実施 

 → 宇宙ビジネス創出推進研究会の開催（R4.6～，R4:３

回，R5:１回）
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

31 ○ スタートアップ支援による

新たな産業の創出やヘルスケ

ア産業，ＩＴ関連産業など若

者が働く場としての新たな産

業の育成を図り，新たな産業

による「稼ぐ力」の創出を図り

ます。（続き） 

→ 宇宙機器の試験研究・試作や衛星データ画像の解析手法

の研究・試行への補助（R4:２件） 

 → 衛星データの利用モデルの本県における実証支援（R4:

２件） 

・ 今後成長が見込まれるドローン関連産業の育成を図るた

め，県内企業の機運を高めるためのセミナーやビジネスモデ

ル可能性調査，実証事業への支援等を実施 

 → 鹿児島県ドローンビジネス勉強会 

    R4.10:参加者数 127人 

    R4.12:参加者数 91人 

 → 本県の特性を生かしたビジネスモデルを作成し，ドロー

ンビジネスの手引きを県HPに掲載 

 → 実証実験への補助金交付（R4:３件） 

・ 県内企業のＤＸを伴走支援できる高度デジタル人材を育成

するための講座の実施 

 → ①高度デジタル技術講座・セキュリティ講座 

    R4.11～R5.2（全10回）:参加者数 11人 

   ②コンサルティング技術講座・フィールドワーク 

    R4.10～12（全８回）:参加者数 12人 

・ 産学官・金融機関等と連携して，起業家を支援する仕組み

を構築し，事業成長に必要な社会実証や資金調達を支援 

 → かごしまスタートアップ推進協議会の開催 

（R4.6:参加者数100人）    

 → コワーキングスペース等ネットワーク会議の開催

（R4.10～，３回，延べ46人の参加） 

 → 事業化に向けた実証事業支援：２件 

事業成長に向けた伴走支援：３件

・ デジタル関連施策の総合的な推進等を図るため「デジタル

推進課」を設置（R3.4） 

・ 官民のデジタル化を推進し，データ利活用による新産業の

創出等を目指すこととした「県デジタル推進戦略」を策定

（R4.3） 

・ 起業に向けた機運の醸成を図り，起業準備者等のビジネス

アイデアの事業化を支援するため，ビジネスプランコンテス

トを開催 

中小企業の経営基盤の強化

・ 企業評価やＭ＆Ａ等に要する経費助成による親族内・親族

外承継やＭ＆Ａの取組を支援 

 → 支援件数：15社（R3～R4） 

・ 海外の高度デジタル人材獲得を図るため，企業向けセミナ

ーの開催や，県内企業におけるバングラデシュ人材のインタ

ーンシップ実施を支援（R5)  
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４ ．優しく働きやすい福祉の実現

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

32 ○ 介護分野における人材育

成，確保を推進するとともに，

ＩＴ技術を活用した機器やロ

ボットなどの導入を促進しま

す。 

人材育成・確保 

・ 介護に対する理解促進，イメージアップに関する取組 

 → 若手介護職員による介護職の魅力を伝える訪問授業（R2

実績：高校２校, R3実績：高校３校, R4実績：高校３校）

 → 学校における「介護の日」関連イベントの開催（R2実績

：小学校３校，中学校３校, R3実績：小学校３校，中学校

３校, R4実績：小学校３校，中学校３校，高校１校） 

・ 介護福祉士を目指す学生等に対する修学資金等の貸付 

（R2実績：94人 40,378千円, R3実績：112人 40,950千円, 

R4実績：118人 41,630千円） 

・ 介護分野への参入促進 

 → 元気高齢者等を対象にしたセミナーの実施（R2実績：11

か所 参加者229人，就職者４人, R3実績：11か所 参加者

347人, R4実績：17か所 参加者553人，就職者１人） 

 → 介護に関心を持つ中高年齢者や子育てが一段落した方を

対象にした研修の実施（R2実績：研修修了者98人，就職者

１人, R3実績：研修修了者115人，就職者３人, R4実績：

研修修了者125人，就職者１人） 

・ 介護職への再就業の促進 

 → 離職介護職員の登録制度の構築（R2実績：226人登録, 

R3実績：52人登録, R4実績：97人登録） 

・ 介護員養成研修，キャリアアップ講習に要する経費の助成

（R2実績：94人，R3実績：62人，R4実績：47人） 

・ 介護職員処遇・労働環境改善 

 → 介護事業所の管理者等を対象としたキャリアパスの構築

（R2実績：個別支援22事業所，R3実績：研修会等４回，個

別支援18事業所，R4実績：研修会等４回，個別支援15事業

所）や雇用管理改善（R2実績：講習会２回，R3実績：講習

会２回，R4実績：講習会２回），ハラスメント対策（R3実

績：研修会３回，個別支援４事業所，R4実績：研修会３

回，個別支援２事業所）等についての研修等の実施 

・ 離島・中山間地域等における介護人材確保の支援 

→ 地域外からの人材確保，資質向上の支援（R3実績：１事

業所，R4実績：１事業所） 

ＩＴ技術の活用 

・ ＩＣＴを活用した職場環境改善の支援 

 → ＩＣＴセミナーの開催，専門家の派遣，ＩＣＴ導入に要

する経費の助成（R2実績：セミナー３箇所，専門家派遣９

事業所，経費助成85事業所, R3実績：セミナー３箇所，専

門家派遣５事業所，経費助成156事業所, R4実績：セミナ

ー３箇所，専門家派遣８事業所，経費助成104事業所） 

・ 介護ロボット（見守りセンサー等）導入費用及び通信環境

整備費の補助（R2実績：89事業所, R3実績：80事業所, R4実

績：57事業所） 

地域包括ケアシステムの推進 

・ 在宅医療・介護連携の推進 

  在宅医療と介護が一体的・継続的に提供される体制構築を
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

32 ○ 介護分野における人材育

成，確保を推進するととも

に，ＩＴ技術を活用した機器

やロボットなどの導入を促進

します。（続き） 

目指した取組を推進  

→ 県在宅医療・介護連携推進協議会（H29～R4）年１回 

→ 入退院支援ルール運用・定着に係る協議（全圏域） 

（H26～R4） 

 退院調整率 R1 89.4％ → R4 90.1％

・ 生活支援・介護予防サービス提供体制の構築 

  高齢者の多様な日常生活ニーズや社会参加等のニーズに対

応できるよう，多様なサービスや身近な通いの場の創出に向

けた取組を支援 

 → リハビリテーション専門職の派遣調整（R3～R4） 

    ４町に計５回（R3） 

２市４町に計９回（R4） 

 → 生活支援コーディネーター養成研修の実施 

    研修受講者数：286人（R2～R4） 

・ 認知症施策の推進 

  早期診断・早期対応を推進するとともに，認知症の人と家

族への支援を推進 

 → 認知症疾患医療センターの整備（H21～R4） 

    二次医療圏毎に配置 12 か所 

 → 認知症サポーター養成講座の実施 

    認知症サポーター数 H19:1,058人 → R4:204,362人 

33 ○ 健康寿命を伸ばすため，が

ん早期発見のための受診率向

上を推進するとともに，メタ

ボリックシンドローム対策や

生活習慣病の予防のための食

事や運動習慣を推進します。 

がん検診受診率向上の推進 

・ マスメディアを利用して，がん予防の周知・がん検診受診

の啓発活動を実施 

 → ラジオＣＭ計53本，テレビ・ラジオ番組出演５局，新聞

掲載計３回（R2実績） 

 → ラジオＣＭ計14本，Web広告，Googleディスプレイ広告

（表示回数316,626回），yahooディスプレイ広告（表示回

数623,436回），Facebook/Instagram広告（表示回数

195,544回），テレビ番組出演２局，新聞掲載計２回（R3

実績） 

 → ラジオＣＭ計13本，テレビＣＭ計12本，Instagram広告

（表示回数74,346回），テレビ番組出演１局（R4実績） 

・ 毎年10月を「ピンクリボン月間」として定め，関係団体と

連携し，乳がんに関する正しい知識の普及啓発や乳がん検診

の受診についての普及活動を実施 

 → ピンクリボンツリー設置セレモニー（R3.10，R4.10実

施） 

 → ポスター配布（R3･R4実績：各800部，配布先：市町村，

医療機関，事業所等） 

 → 自己検診カード配布（R3･R4実績：各5,000部，配布先：

市町村，医療機関，保健所等） 

・ 子宮頸がん検診受診の普及啓発を実施（成人式等での啓

発） 

 → リーフレット配布（R3･R4実績：各12,000部） 

 → 啓発グッズ配布（R3･R4実績：各12,000部） 

・ 小・中・高校の児童・生徒のがんに対する正しい理解の促

進を図るとともに，中高年層の検診受診率向上を図るため，

普及啓発資材を作成・配布（R4実績：249,000部） 

・ 学校，事業所及び市町村へ講師を派遣し，普及啓発資材を

▼ピンクリボンツリー設置セ

レモニー 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

33 ○ 健康寿命を伸ばすため，が

ん早期発見のための受診率向

上を推進するとともに，メタ

ボリックシンドローム対策や

生活習慣病の予防のための食

事や運動習慣を推進します。

（続き） 

活用して，がんの予防推進や早期発見，がんに対する正しい

理解の促進を図るための授業等を実施（R5.6～） 

（参考） 

R4がん検診受診率           （％）

部位 胃 大腸 肺 乳 子宮

受診率 40.6 44.0 51.4 49.8 47.5

（出典：R4国民生活基礎調査） 

【がん検診受診率目標値】50％以上（肺がん53.9％以上） 

生活習慣病等の予防 

・ 10月のかごしま健康イエローカードキャンペーン強化月 

間で普及啓発活動を実施（R2.10, R3.10, R4.10） 

・ 健康かごしま21推進協議会を開催し，健康寿命の延伸及び

生活の質（QOL）の向上に係る推進方策について協議（R2.7

（書面開催），R3.7, R4.7（書面開催）, R5.7） 

・ 歯周病予防等を普及啓発するための検討会の開催（R3.7，

R4.3） 

・ 事業所への歯周病予防等に関する健康教育の実施（R3実績

：4事業所，R4実績:10事業所） 

・ オーラルフレイルを普及啓発するための検討会の開催

（R3.7，R4.3，R4.7，R5.2） 

・ 歯科医師及び歯科衛生士を対象とした研修会の開催

（R3.12，R4.3，R4.12） 

・ オーラルフレイル普及啓発用媒体の作成（R3実績：ポスタ

ー２種類各3,500部，R4実績：指導用紙芝居17部作成） 

・ 県内の医療機関を対象に，入院時から在宅へ切れ目ない口

腔ケアの支援を行うための検討会や研修会等の開催（R3：１

医療機関，R4:コロナのため実績無し） 

（参考） 

  生活習慣病の受療率（R2年，人口10万人あたり） 

   脳血管疾患：245（H29：310） 

   虚血性心疾患：57（H29：148） 

34 ○ 地域における医師や看護師

の確保に努め，地域医療の確

保と充実を図ります。また，Ｉ

Ｔ技術を活用した遠隔診療を

活用して離島・へき地医療の

充実を図ります。 

地域医療の確保と充実

【医師確保対策】 

《医師の養成，確保》 

・ 地域枠医師（R2～R5） 

 → 修学資金貸与者数74名，へき地医療機関等配置数延べ

178名 

・ 自治医科大卒医師（R2～R5） 

 → 修学資金貸与者数11名，へき地医療機関等配置数延べ58

名 

・ 初期臨床研修医採用数（各年度4.1時点） 

108名（R2年度），98名（R3年度）, 100名（R4年度），

121名（R5年度） 

・ 専攻医採用数（各年度4.1時点） 

105名（R2年度），118名（R3年度）, 102名（R4年度），

92名（R5年度） 

・ ドクターバンク事業による斡旋１名（R2～R4） 

種子島産婦人科医院（R3.4～） 

▼イエローカードキャンペー

ンポスター 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

34 ○ 地域における医師や看護師

の確保に努め，地域医療の確

保と充実を図ります。また，Ｉ

Ｔ技術を活用した遠隔診療を

活用して離島・へき地医療の

充実を図ります。（続き） 

《その他》 

・ 地域医療対策協議会の開催（R2.8，R3.2,8, R4.2,6,8， 

R5.2） 

・ 医師確保計画の策定（R2.3） 

【看護師等確保対策】 

《看護職員の養成，確保》 

・ 修学資金の貸与（R2実績：91名, R3実績：60名, R4実績：

63名，延べ87百万円） 

・ 看護師等養成所運営費補助（R2実績：17施設, R3実績：17

施設，R4実績：16施設，延べ836百万円） 

・ 院内保育所運営費補助（R2実績：30施設, R3実績：27施

設，R4実績：28施設，延べ113百万円） 

・ 鹿児島国際大学看護学部設置（R5）を支援（県保健所での

実習受入れ調整） 

《その他》 

・ 看護職員確保対策検討会の開催（R2.11，R3.2,11,  

R4.2,10，R5.2） 

・ 看護人材確保計画の策定（R3.3）

離島・へき地医療の充実 

・ 離島における遠隔医療設備整備に係る費用の補助 

（R2実績：三島村, R3実績：十島村，鹿児島大学病院，R4実

績：鹿児島医療センター，出水郡医師会広域医療センター，

南九州病院） 

・ へき地診療所の運営費補助 

（R2実績：８市町村，R3実績：８市町村，R4実績：８市町

村） 

・ へき地診療所の設備整備費補助 

（R2実績：３町, R3実績：１町，R4実績：１町） 

・ へき地医療拠点病院の運営費補助 

（R2実績：６病院, R3実績：６病院，R4実績：７病院） 

・ へき地医療拠点病院の設備整備費補助 

 （R2実績：鹿児島赤十字病院，R4実績：鹿児島赤十字病院）

・ ＩＣＴを活用した遠隔医療の促進 

（R3:実態調査，R4～：医療関係者との協議，普及啓発） 

・ ドクターヘリの運航（鹿児島市立病院，県立大島病院， 

浦添総合病院） 

 → 県本土ドクターヘリ搬送件数：R2実績697件，R3実績676

件，R4実績656件 

  → 奄美ドクターヘリ搬送件数：R2実績216件，R3実績222件

  R4実績204件 

→ 沖縄ドクヘリ搬送件数：R2実績８件，R3実績10件，R4実

績17件 

・ 特に与論島について，奄美ドクターヘリが対応可能な場合

でも，沖縄県ドクターヘリの出動要請が可能となるよう沖縄

県と協定を締結（R4.6） 

・ 自衛隊の離島急患搬送体制の整備 

  これまで離島急患の搬送を担ってきた鹿屋航空分遣隊が令

和５年１月に廃止されるまでに，防衛省本省への要望や自衛
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

34 ○ 地域における医師や看護師

の確保に努め，地域医療の確

保と充実を図ります。また，Ｉ

Ｔ技術を活用した遠隔診療を

活用して離島・へき地医療の

充実を図ります。（続き） 

隊の関係部隊等との協議を重ね，仮通報制度を導入するな

ど，熊本，宮崎，沖縄，鹿児島の自衛隊等が連携して，従来

の搬送体制と同等の実効性のある体制を構築 

 → 鹿屋航空分遣隊搬送件数：R2実績49件，R3実績46件，R4

実績26件 

 → 沖縄第15旅団搬送件数 ：R2実績55件，R3実績41件，R4

実績39件 

 → 新田原救難隊搬送件数 ：R4実績５件

→ 西部方面航空隊（高遊原）搬送件数 ：R4実績１件 

 ※ 新田原救難隊及び西部方面航空隊（高遊原）について

は，鹿屋航空分遣隊廃止後に搬送を実施 

・ 無歯科医地区の全ての住民を対象に，巡回診療車による歯

科巡回診療を実施 

→ R2実績：実施地区 三島村，十島村（10地区） 

      受診者数：303人 

 R3実績：実施地区 三島村，十島村，屋久島町(12地区)

受診者数：358 人 

R4実績：実施地区 三島村，十島村，屋久島町(12地区)

       受診者数：380 人 

→ 巡回診療車「こじか号」の更新（R4.3） 

35 ○ 家庭や学校，地域コミュニ

ティと連携しつつ，いじめや

虐待，ひきこもりなどの相談

への適切な対応を図ります。 

いじめや虐待，ひきこもりへの適切な対応 

・ 子どものこころのケアやいじめ防止対策，不登校児童生徒

の支援の推進 

 → スクールカウンセラー（SC）の配置 (R2：71人 R3：87

人 R4：97人) 

   派遣対象校数(R2：737校 R3：718校 R4：714校) 

→ SCスーパーバイザーの職を設置,毎年2人を任用（R3～）

→ 令和３年７月に「鹿児島県いじめ防止等対策委員会条

例」を制定し，調査機関と検証機関を包括した常設機関で

ある「県いじめ防止等対策委員会」を設置（R3.7～） 

 委員：６人（弁護士２人，精神科医，学識経験者，臨床

心理士，社会福祉士） 

いじめ防止等対策委員会の開催：18回（R3～R4） 

→ 自殺予防対策 

   小・中・義務・特別支援学校：自殺予防教育を普及・啓

発するための「教育相談担当者等研修会（ゲートキーパー

養成研修を兼ねる）」の必修化（R3～） 

   県立高等学校：全県立高校に年12回臨床心理士等を派

遣。「ゲートキーパー養成研修」（校内研修）を全県立高

校で実施（R3～） 

→ いじめ問題等に悩む子どもや保護者の相談に24時間いつ

でも応じる「かごしま教育ホットライン24」，「ＳＮＳを

活用しした相談・通報事業」の運営 

   かごしま教育ホットライン24相談件数 

（R2：1,780件 R3：2,128件 R4：2,395件） 

   ＳＮＳを活用した相談・通報事業：通年実施（R3～） 

   （R2：相談294件，通報18件 R3：相談395件，通報32件

R4：相談327件，通報40件） 

→ 「子供の明日を拓く生徒指導チーム体制構築プログラ

ム」研修の推進（受講者数 R4：1,002人） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

35 ○ 家庭や学校，地域コミュニ

ティと連携しつつ，いじめや

虐待，ひきこもりなどの相談

への適切な対応を図ります。

（続き） 

対象：教職員，保護者 

内容：いじめや不登校の未然防止，自殺予防，児童虐待

への対応，カウンセリングに関する講座 

→ 「生徒指導実践力・チーム力向上プログラム」研修の推

  進（受講者数 R2：498人 R3：450人） 

対象：教職員，保護者 

内容：いじめや不登校の未然防止，カウンセリングに関

する講座 

・ 家庭教育に関する広報・啓発 

→ リーフレット作成・配布 

（R3：120,000部 R4:80,000部） 

・ 中央児童相談所の相談員が応じる「子ども・家庭１１０

番」の運営 

・ 児童相談所虐待対応ダイヤル１８９（いちはやく）の周知

・ 子ども家庭総合支援拠点（市町村）の設置促進 

・ 「一時保護所の在り方等検討委員会」の設置,開催（R3） 

 → 児童相談所の業務体制強化（児童福祉司・児童心理司の

増員，警察職員の配置） 

 → 中央児童相談所の組織体制強化（家庭支援課・心理判定

課・調整課の新設） 

 → 中央児童相談所の一時保護所の在り方及び児童相談所の

配置の在り方等について検討（R4） 

 → 北部児童相談所の設置（R5.4） 

 → 一時保護所可能性調査（R5） 

・ 児童家庭支援センターの設置 

 → 北薩地域（R2.10），南薩地域（R3.7） 

・  鹿児島市の児相設置に向けた職員受入 

→ 延べ19人（H30～） 

・ ヤングケアラー実態調査の実施（R4.9～10） 

・ ヤングケアラー研修会の開催（R4実績：2回） 

・ ヤングケアラー・コーディネーターの配置やオンラインサ

ロンの設置・運営を実施（R5)  

・ 家庭・学校・職場・地域等が一体となって青少年の健全育

成等に取り組む「郷土（ふるさと）に学び・育む青少年運

動」の推進 

・ 子ども・若者に関する意識調査の実施（R4.3） 

・ かごしま子ども・若者総合相談センター（ひきこもり地域

支援センター）における相談対応 

 → R2:499件 R3:1,940件 R4:2,061件 

・ 困難を抱える子どもの居場所となるモデル的な場の運営

（R4.7～） 

 → 利用者数 712人（R4.7～R5.5） 

・ ひきこもりに関する実態調査の実施（R4.8～R5.1） 

・ 「子ども・若者への相談支援活動スタートアップ事業」に

よる民間支援団体の取組拡充への支援（R5.7～） 

生活困窮者の自立を促進するための支援

・ コロナ禍における生活困窮者の支援のため，生活福祉資金

の特例貸付を実施 

 → R2：22,081 件，77 億 8,095 万円 

R3：12,804 件，53 億 7,117 万円 

▼北部児童相談所（さつま

町） 

▼ヤングケアラー研修会 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

35 ○ 家庭や学校，地域コミュニ

ティと連携しつつ，いじめや

虐待，ひきこもりなどの相談

への適切な対応を図ります。

（続き） 

R4： 2,207 件， 7 億 5,943 万円 

・ 物価価高騰等の影響を受けた生活困窮者を支援している民

間団体を支援 

 → 支援実績 30団体 13百万円（R4）

・ 生活困窮者自立支援法に基づき，生活困窮者の自立を促進

するため，相談支援を実施 

県内９か所のくらし・しごとサポートセンターにおける相

談対応

 → 新規相談支援実績 R2:749件，R3：604件，R4:477件 

36 ○ 若者の結婚を支援するた

め，婚活プロジェクトを支援

するとともに，保育サービス

や学童保育の充実など子育て

世代が安心して子育てができ

る環境整備を推進します。 

婚活プロジェクト 

・ かごしま出会いサポートセンターの運営（R5.5現在） 

→ 登録会員数903人（男性441人，女性462人）（対R2.7末

＋56人） 

 → 成婚数89組（対R2.7末＋61組） 

・ 出張登録閲覧会（R2実績：39回，R3実績：96回, R4実績：

120回，R5.5：17回） 

 → 遠方に住む県民の利便性の向上などのため，出張窓口の

開催回数を拡充 

・ 婚活・交流イベント開催（R2実績：14回, R3実績：21回, 

R4実績：26回，R5.5：４回） 

 → 婚活イベントについては，R2年度の実績から会員数増に

対する高い効果が見込まれるため，R3～4年度はイベント

の回数を拡充 

・ 婚活応援マナーセミナー開催（R2実績：10人, R3実績：20

人，R4実績：28人） 

 → マッチング率や成婚率のアップを目指し，婚活に対する

不安を軽減するため，登録会員が婚活マナーを学ぶセミナ

ーを開催 

・ ライフデザインセミナー開催（R2実績：１回32人参加, R3

実績：１回８人参加，R4実績：１回21人参加） 

→ 早い時期から結婚や出産・子育てに関する自分の将来像

について考えるきっかけを作ることで，婚活に興味をもっ

てもらい，新規会員の増加を図るため，県内企業の若手職

員等を対象にセミナーを開催 

・ かごしま出会い応援団主催の婚活・交流イベントの支援等

→ 出会いサポートセンターにおいて，民間団体等による婚

活イベント及びイベントの参加者を管理するイベントシス

テムを構築し，かごしま出会い応援団（市町村・民間企業

等）によるイベントの開催を促進（R4.1～） 

 （R4実績：３回） 

不妊に悩む方に対する支援の充実 

・ 保険適用の治療と併用して実施された先進医療不妊治療費

の一部を助成する「先進医療不妊治療費助成事業」を実施

（R5.4～） 

周産期・小児医療提供体制の整備

・ 総合周産期母子医療センターとして指定している鹿児島市

立病院の新生児用ドクターカーの更新費用を助成（R5） 

・ 災害時に特に医療のサポートが必要となる妊産婦・新生児

▼かごしま出会いサポートセ

ンター登録チラシ 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

36 ○ 若者の結婚を支援するた

め，婚活プロジェクトを支援

するとともに，保育サービス

や学童保育の充実など子育て

世代が安心して子育てができ

る環境整備を推進します。（続

き） 

等に適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため，「県災

害時小児周産期リエゾン」を委嘱：16名（R3～） 

リトルベビーハンドブックの作成 

・ 低出生体重児等の保護者への寄り添った支援を充実するた

め鹿児島県版のリトルベビーハンドブックを作成（Ｒ4） 

→ 内容：リトルベビーの成長・発達の個人差を考慮した記

録項目，先輩ママ・パパからのメッセージ，リト

ルベビーに関して知ってもらいたいこと，相談窓

口など 

 → 部数：3,000部 

 → 配布：県内のＮＩＣＵのある医療機関や市町村母子保健

担当窓口で配布 

子育て世代が安心して子育てができる環境整備 

・ 保育サービスの充実（施設整備・保育士確保） 

→ 認定こども園の施設整備に要する費用の一部を補助（R2

実績：13施設, R3実績：９施設，R4実績：10施設） 

→ 質の高い保育士の確保及び県内定着を図るため，保育士

養成施設の学生に対して修学資金等の貸付け（R2実績：50

人, R3実績：50人, R4実績：50人） 

→ 就業を希望する潜在保育士等を登録する「保育士人材バ

ンク」を活用し，市町村における保育人材確保対策を支援

（R2実績：登録者数303名，R3実績：登録者数369名，R4実

績：登録者数377名） 

  → 待機児童数 

R3.4.1：114人，R4.4.1：148人（+34人） 

→ 鹿児島県待機児童対策協議会の設置，参加市：４市（鹿

児島市，出水市，南さつま市，姶良市），R4実績：２回

（R4.11.25，R5.3.27） 

・ 学童保育（放課後児童クラブ）の充実 

→ 放課後児童クラブの施設整備に要する費用を補助（R2実

績:15施設, R3実績：５施設，R4実績：７施設） 

→ 放課後児童支援員認定資格研修等を実施（R2実績：９

回, R3実績：９回，R4実績：１０回） 

・ その他の取組 

 → 市町村が市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実

施する事業（一時預かり，延長保育，地域子育て支援拠

点，病児保育等）のために必要な費用の一部を助成 

→ 医療的ケア児等を保育所等に受け入れるための対応方法

について理解を図るため，保育所等及び市町村の職員を対

象にセミナーを開催（R2実績：１回 168人参加, R3実績：

１回 161人参加，R4実績：１回 126人参加） 

→ 医療的ケア児とその家族の地域生活を支える仕組みを検

討するため，生活実態調査を実施（R2.10報告） 

→ 医療的ケア児及びその家族に対する一元的な相談対応や

関係機関との調整等を行うため，医療的ケア児支援センタ

ーを設置することとし，公益社団法人鹿児島県看護協会に

委託（R5.9月開所予定） 

→ 特別支援学校等の教員等によるたんの吸引等の研修 

  開催実績：R３ 39人，R４ 40人 

 （特別支援学校の教員等だけでなく，小中学校等の教員等

▼かごしまリトルベビーハン

ドブック 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

36 ○ 若者の結婚を支援するた

め，婚活プロジェクトを支援

するとともに，保育サービス

や学童保育の充実など子育て

世代が安心して子育てができ

る環境整備を推進します。（続

き） 

も参加可能，R５～） 

子ども食堂への総合的支援 

・ 新規開設に要する経費の一部を補助 

→ R2実績：14件，R3実績：11件，R4実績：15件 

・ 運営方針等に対するアドバイザーの派遣，子ども食堂の出

張開催，応援企業とのマッチング等を実施 

・ その他の取組 

→ 優良事例や自治体の取組に関する情報提供 

→ 子ども食堂の情報を掲載したリーフレット及びガイドブ

ックを作成，配布 

子ども医療費助成制度の見直し

・ 経済的な理由から医療機関の受診を控え，症状が重篤化す

ることを防ぐため，医療機関等での窓口負担をなくす制度の

対象を，住民税非課税世帯の未就学児から高校生まで拡充 

（R3.4） 

・ 制度の見直しについて，子育てのしやすい環境整備という

観点から検討を開始（R5.6） 

・ 国において全国一律の医療費助成制度を創設するよう，県

開発促進協議会や全国知事会など様々な機会を通じて要望を

継続して実施 

【令和５年度要望状況】 

  ５月10日 全国知事会，全国知事会次世代育成支援対策プ

ロジェクトチーム要請活動 

６月22日 九州地方知事会提言活動 

７月19日 県開発促進協議会提案活動 

37 ○ 重度心身障害者の窓口負担

ゼロについて，関係者のご意

見をお聞きしながら，実現し

た他県の事例を参考に，手続

きの簡素化等の取組みを前向

きに検討してまいります。 

重度心身障害者の窓口負担ゼロ 

・ 制度変更に係る他県の調査等に着手 

→ 現物給付方式を導入している都道府県に対し，導入時の

状況調査を実施（R2.8） 

→ 全都道府県に対し，現在の制度内容についての調査を実

施（R2.11） 

→ 償還払い方式から現物給付方式または自動償還払い方式

に変更した県における，医療費の推移や自己負担等の導入

状況，他の機関等との協議の内容などについて調査を実施

（R3.10～11） 

→ 県の制度変更に係る方向性を表明（R3.3） 

→ 県の制度変更に係る考え方等について，実施主体である

市町村や各関係団体等に対し説明会等を実施（R4.4～6） 

・ 償還払方式から自動償還払方式に変更 

・ 支給対象者に，精神障害者保健福祉手帳１級所持者の

うち，医療機関に通院する方を新たに追加 

・ 相当程度の収入のある方を対象外とする所得制限を導

 入 

・ 重度心身障害者医療費助成制度変更に係る関係者会議を開

催（R4.7～9） 

・ 市町村及び審査支払機関等と調整（R4.10～） 

・ 令和６年度早期に新制度を開始する旨表明（R5.3） 

-67-



番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

38 ○ 動物愛護についての県民の

意識向上を図り，動物の殺処

分０を目指します。 

動物愛護 

・ 動物愛護思想や適正飼養の普及啓発，犬・猫譲渡の積極的

な推進を図るため，県動物愛護管理推進計画を策定（R3.3）

 → R4実績：殺処分頭数：369頭，犬・猫譲渡率：65.4％ 

       譲渡適性のある犬・猫の殺処分頭数ゼロ 

・ 地域猫活動等に取り組もうとする活動団体等に対する手術

経費等の支援（R3.4～） 

 → R3実績：6団体，約290千円 

   R4実績：4団体及び枕崎市，約650千円 

・ 県保健所で収容した離乳前の子猫をミルクボランティアへ

預入れ（R3.4～） 

 → R3実績：登録11名，預入れ猫128頭（うち104頭譲渡） 

   R4実績：登録12名，預入れ猫 90頭（うち 73頭譲渡） 

・ 動物愛護センターでの譲渡犬猫へのマイクロチップ装着 

（R3.5～） 

→ R3実績：犬50頭，猫159頭 

 R4実績：犬47頭，猫128頭 

・ 動物愛護イベントの開催 

→ 動物愛護の啓発動画をYouTubeにより配信（R4.3） 

 動物愛護センターで動物愛護のつどい開催（R4.10） 

・ 離島保健所から動物愛護センター等への犬猫輸送（R4.4

～）

→ R4実績：犬22頭，猫5頭 

 ○ その他 鹿児島県立鹿児島南特別支援学校開校

・ 県立桜丘養護学校の児童生徒数の増加による施設の狭隘

化，高等部未設置の状況を踏まえ，県農業試験場跡地に，高

等部を有する鹿児島県立鹿児島南特別支援学校を開校 

開校日 令和５年４月１日 

特別支援学校等の教育環境の改善 

・ 鹿児島県特別支援学校等教育環境改善検討委員会からの提

言に基づいた特別支援学校等の教育環境の改善 

 → 特別支援学校等教育環境改善推進協議会（R5.4 設置）に

おいて，次の取組を実施 

児童生徒の増加に伴う施設の狭隘化により国の特別支

援学校設置基準に適合しないことや，長時間通学の課題

等を踏まえ，分置等の方針決定（R5.4） 

分置候補地域（牧之原特別支援学校の曽於地区と姶良

地区，出水特別支援学校の伊佐・湧水地区）との協議開

始（R5.7～） 

 → 離島特別支援教育コーディネーターの配置及び支援研修

の実施（R5～） 

R5:３人（屋久島，徳之島，沖永良部島） 

 → 全教員等の特別支援教育に関する専門性の向上を目的と

した研修の実施（R5.4～）

「学びのセーフティネット」の充実 

・ 夜間中学の設置を含め，義務教育段階における教育の機会

を確保する施策の在り方等を検討するための委員会を設置

（R4.11） 

▼動物愛護のつどい 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

〇 その他（続き） → 検討委員会の開催（R4:３回，R5:２回） 

→ 中間とりまとめの公表（R5.2）
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５ ．多様な魅力を持つ離島は，鹿児島の宝

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

39 ○ 奄美大島と徳之島の世界自

然遺産登録を目指して，引き

続き関係市町村・国，関係機関

とも連携してユネスコ世界遺

産センターへの働きかけを行

うとともに奄美群島国立公園

に指定された亜熱帯の貴重な

動植物資源地域として，環境

保全に努めます。 

奄美の世界自然遺産の登録【再掲】 

・ 環境省，県，鹿児島大学，国立環境研究所の４者で奄美大

島及び徳之島の世界自然遺産推薦地に関する連携協定を締結

（R2.10） 

・ R3.7に開催されたユネスコ世界遺産委員会において，奄美

の世界自然遺産登録が決定 

・ 世界自然遺産登録記念式典を実施（R3.10，R3.11） 

・ 世界自然遺産登録試聴会を実施（R3.7） 

奄美世界自然遺産の保全・活用【再掲】

・ 「世界自然遺産奄美トレイル」の全線開通（R3.1） 

 → 奄美群島８島12市町村14エリア51コース総延長約550km

の全線が開通 

・ 保護上重要な地域における，認定ガイドの同行や利用車両

の台数制限などの利用ルールの運用 

 → 奄美大島：金作原（H31.2～），市道三太郎線周辺

（R3.10～），湯湾岳（R4.11～） 

 → 徳 之 島：林道山クビリ線（R1.7～） 

・ 奄美大島，徳之島における公共事業環境配慮指針の運用 

・ 世界自然遺産に係る普及啓発（首都圏でのＰＲ，世界自然

遺産登録１周年記念シンポジウム（R5.1，R5.2）等） 

・ 遺産価値を保護するため，奄美群島国立公園区域内におけ

る許認可事務を執行 

・ 「奄美自然観察の森」（龍郷町）のリニューアルの支援

（R4.10リニューアルオープン） 

・ 世界遺産委員会の要請事項である「観光管理」，「ロード

キル対策」，「河川再生」，「森林管理」について政府から

政界遺産委員会へ報告書を提出し（R4.12），ロードキル対

策として侵入防止策の設置や保護上重要な場所における利用

ルールの運用などの取組を推進 

・ 奄美大島世界遺産センターがオープン（県は管理運営協議

会構成員として参画）（R4.7） 

・ アマミノクロウサギやトゲネズミなどの希少種を捕食する

ノネコを含む外来種対策を推進 

・ 奄美群島希少野生生物保護対策協議会において希少野生生

物保護の盗掘盗採防止のための普及啓発活動等を実施 

貴重な動植物の保全【再掲】

・ 希少野生動植物保護のため，県条例に基づき，奄美地域関

連で29種の動植物を指定（R5.3末時点） 

 → パンフレット等による普及啓発 

 → 国や地元市町村，警察，希少野生動植物保護推進員など

が連携した保護パトロールの実施 

 → 奄美群島希少野生生物保護対策協議会による，地元住民

や観光客等を対象とした普及啓発 

 → 希少野生動植物保護に向けた監視体制の強化や住民参加

による体制づくり 

・ 外来動植物の防除を促進するため，県条例に基づき，奄美

地域関連で20種を指定（R5.3末時点） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

39 ○ 奄美大島と徳之島の世界自

然遺産登録を目指して，引き

続き関係市町村・国，関係機関

とも連携してユネスコ世界遺

産センターへの働きかけを行

うとともに奄美群島国立公園

に指定された亜熱帯の貴重な

動植物資源地域として，環境

保全に努めます。（続き） 

 → 防除マニュアル等を作成し，住民等による駆除作業を推

進 

 → パンフレットによる適正飼養の普及啓発 

 → 外来動植物の防除に向けた侵入状況の把握や普及啓発，

住民等参加による防除体制づくり 

・ 環境省，本県，鹿児島大学，国立環境研究所の４者との間

で「奄美大島及び徳之島の世界自然遺産推薦地における保全

管理のための連携と協力に関する協定」を締結（R2.10） 

40 ○ 離島人口が約１６万人とい

う有数な離島県である鹿児島

県の離島において，蓄電池を

活用した地産地消型再生可能

エネルギーを推進し，エネル

ギーの自給率の向上，非常時

のエネルギー確保および雇用

創出による地域活性化を進め

ます。 

地産地消型再生可能エネルギーの推進 

・ 本県の地域特性を活かしたエネルギーをシェアするまちづ

くりを実現するため，４自治体及び県有施設２箇所を対象に

実証プランを作成【再掲】 

・ 離島における再生可能エネルギー由来の水素利用に向けた

モデルの検討【再掲】 

・ 奄美高校への蓄電池を併設した太陽光発電設備の導入

（R4.3）【再掲】 

・ 離島の県有施設を対象に，太陽光発電システムの導入に向

けた調査・検討を実施（R5.3）【再掲】 

・ 小規模離島を対象に，電力需給状況や再エネ導入ポテンシ

ャル調査，コスト面や技術面での課題整理を行い，将来的な

再エネ主力電源化に向けたモデルプランを作成（R5.3）【再

掲】 

・ 離島における電動モビリティによる再エネ活用の実証【再

掲】

・ 蓄電池を活用した先進的な地産地消型再生可能エネルギー

導入の取組を支援【再掲】 

・ 離島における電気自動車の購入費用や充電インフラ整備費

用を助成【再掲】 

 → 交付実績：電気自動車25台（R4），充電インフラ整備２

件（R3～R4） 

・ 屋久島ＣＯ２フリーの島づくり 

 → 電気自動車体験会を開催（R5.1） 

 → 急速充電設備の維持管理（４基），更新(R4.12：１基）

を実施

41 ○ ＩＴ技術を活用した遠隔診

療を活用して離島・へき地医

療の充実を図ります。また，高

齢者施設，障害者施設などへ

の医療救済措置などきめ細か

な対策を実施します。 

離島・へき地医療の充実【再掲】 

・ 離島における遠隔医療設備整備に係る費用の補助 

（R2実績：三島村, R3実績：十島村，鹿児島大学病院，R4実

績：鹿児島医療センター，出水郡医師会広域医療センター，

南九州病院） 

・ へき地診療所の運営費補助 

（R2実績：８市町村，R3実績：８市町村，R4実績：８市町

村） 

・ へき地診療所の設備整備費補助 

（R2実績：３町, R3実績：１町，R4実績：１町） 

・ へき地医療拠点病院の運営費補助 

（R2実績：６病院, R3実績：６病院，R4実績：７病院） 

・ へき地医療拠点病院の設備整備費補助 

 （R2実績：鹿児島赤十字病院，R4実績：鹿児島赤十字病院）

・ ＩＣＴを活用した遠隔医療の促進 
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41 ○ ＩＴ技術を活用した遠隔診

療を活用して離島・へき地医

療の充実を図ります。また，高

齢者施設，障害者施設などへ

の医療救済措置などきめ細か

な対策を実施します。（続き）

（R3:実態調査，R4～：医療関係者との協議，普及啓発） 

・ ドクターヘリの運航（鹿児島市立病院，県立大島病院， 

浦添総合病院）【再掲】 

 → 県本土ドクターヘリ搬送件数：R2実績697件，R3実績676

件，R4実績656件 

  → 奄美ドクターヘリ搬送件数：R2実績216件，R3実績222

件，R4実績204件 

 → 沖縄ドクヘリ搬送件数：R2実績８件，R3実績10件，R4実

績：17件 

・ 特に与論島について，奄美ドクターヘリが対応可能な場合

でも，沖縄県ドクターヘリの出動要請が可能となるよう沖縄

県と協定を締結（R4.6）【再掲】 

・ 無歯科医地区の全ての住民を対象に，巡回診療車による歯

科巡回診療を実施 

→ R2実績：実施地区 三島村，十島村（10地区） 

      受診者数 303人 

 R3実績：実施地区 三島村，十島村，屋久島町(12地区)

受診者数：358 人 

   R4実績：実施地区 三島村，十島村，屋久島町(12地区)

       受診者数：380人 

→ 巡回診療車「こじか号」の更新（R4.3） 

高齢者施設，障害者施設などへの医療救済措置 

・ 介護職員等がたんの吸引等を実施するために必要な研修の

講師，指導者を養成するための指導者講習をオンラインで実

施（対象者：医師・看護師等） 

 → R2：２回 受講者数：55人，R3：２回 受講者数：78人

   R4：２回 受講者数：69人 

・ 居宅等でたんの吸引・経管栄養等の医療的ケアを行うこと

ができる介護職員等を養成 

→  R2.9 実施場所：与論町，受講者数：19人 

R3.7 実施場所：奄美市，受講者数：19人 

R4.8 実施場所：天城町，受講者数：８人

42 ○ 離島へのＬＣＣ航空の新設

やジェット機就航による観光

客の増大を図ります。 

離島へのＬＣＣ航空の新設やジェット機就航【再掲】 

・ 奄美群島交流需要喚起対策特別事業による交通事業者と連

携した運賃軽減，プロモーションを実施（R2.10～R3.3, 

R3.10～R4.3）

・ 奄美・沖縄観光交流連携体制構築事業によるプロモーショ

ンや受入体制の磨き上げ等を実施（R2.7～R3.3）

・ 交通キャリアタイアップ事業による航空事業者と連携した

誘客キャンペーンを実施（R2.9～R3.3）

・ FDA（(株)フジドリームズエアラインズ）に対する種子島

空港へのジェットチャーター便誘致活動 

・ 奄美群島交流需要喚起対策特別事業による徳之島を含む他

の島にも効果を波及させる取組を実施（～R4.3）

・ 「奄美・沖縄」世界自然遺産登録観光連携事業によるプロ

モーション等を実施 

・ 屋久島空港滑走路延伸事業に係る環境影響評価（方法書）

の手続を実施（R2.7～11） 

・ 屋久島空港滑走路延伸事業に係る環境影響評価（準備書）
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42 ○ 離島へのＬＣＣ航空の新設

やジェット機就航による観光

客の増大を図ります。（続き）

に必要な環境調査の実施（R2.9～R3.11） 

・ 屋久島空港滑走路延伸事業に係る環境影響評価（準備書）

の手続を実施（R4.9～R5.4） 

・ 屋久島空港滑走路延伸事業に係る基本設計に着手（R3.5）

・ 屋久島空港滑走路延伸事業に係る取組として，航空会社へ

のジェット機就航の働きかけ 

・ 事業に必要な用地の協力意向について約９割の方から確認

・ 屋久島空港滑走路延伸の早期事業化について中央要望 

（財務省，国交省）を実施（R5.7） 

・ ２つの世界自然遺産（屋久島・奄美）周遊促進事業による

誘客に向けたプロモーション等の実施や旅行会社の周遊旅行

商品造成を支援（R2.7～）

・ 奄美群島誘客・周遊促進事業による遺産登録の効果を群島

全体へ波及させる取組を実施（R4年度～） 

・ 本県が所有する３つの世界遺産（奄美・屋久島・文化遺

産）と周辺離島の周遊促進のためのプロモーションを実施 

(R4年度) 

・ 島唄の魅力発信による奄美の自然や文化に対する理解を深

めるため「ほこらしゃ奄美音楽祭」を開催（R5.2.25） 

 → 参加者：1,255人 ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ・ｸﾘﾆｯｸ参加者：236人

 〇 その他 西之表港，名瀬港など離島港湾の整備の推進

・ 西之表港，名瀬港の耐震強化岸壁等の整備を推進 

・ 島民の生活を支える生活航路における定期船の安定的な運

航を図るため，亀徳港や与論港など離島港湾の整備を推進

奄美群島振興開発特別措置法の延長対策 

・ 令和５年度末で期限を迎える奄振法の延長に向け，今後の

振興開発の方向及び方策を明らかにすること等を目的とした

奄振総合調査を実施（令和５年３月に報告書を取りまとめ）

※ 奄振法において，沖縄との連携や調和ある発展を図るよ

う条文を改正し，輸送コスト支援や運賃軽減の拡充などの

沖縄との連携策の強化や奄振交付金を拡充し，地域の特性

に応じた教育や地域文化の振興に関する事業の推進に係る

必要性を記載 

・ 法延長の実現や支援措置の充実等の必要性について，国の

奄振審議会において訴えるとともに，国や関係国会議員に対

して強く要望 

離島振興計画の策定 

・ 改正離島振興法が令和５年４月に施行 

・ 令和５年６月に，「ジェットフォイルの計画的な更新の検

討や国等の支援の要請」，「国とも連携した小規模離島に対

するきめ細やかな支援の実施」等を盛り込んだ新たな離島振

興計画を策定 

離島幹線道路の整備 

・ 甑島縦貫道（甑大橋 L=1,533m）開通（R2.8）  

屋久島世界自然遺産登録30周年記念事業の開催 

・ 屋久島世界自然遺産登録30周年を記念して，シンポジウム
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

〇 その他（続き） を開催予定（R5.11） 

奄美群島日本復帰70周年記念事業の開催

・ 奄美群島が日本復帰を果たして70周年の節目を迎えること

から，歴史的事実を後世に伝えるとともに，奄美の自立的発

展へ向けた気運の醸成を図るため，記念式典及び祝賀会を開

催予定（R5.11）
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６ ．アジア中核都市の実現

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

43 ○ ドルフィンポート跡地を活

用し，天文館エリアや鹿児島

中央駅エリアとの回遊性を確

保しつつ，鹿児島市と連携し

て，国際会議などを開催でき

るコンベンション機能や展示

機能を整備することを検討し

ます。 

コンベンション機能や展示機能の整備検討 

・ コンベンション・展示機能を備える施設に係る整備可能性

調査を実施し，まずは，スポーツ・コンベンションセンター

が有するコンベンション・展示機能を最大限活用することが

最善であるとの結果を公表（R4.2）

44 ○ 景観，伝統工芸，美術，芸能，

食など，鹿児島の伝統と文化

が息づく街づくりを推進しま

す。 

景観 

・ 12小学校に対し景観学習を実施（R2.7～R5.2, R5.5～） 

・ 教諭への景観学習研修会の実施（R4.5） 

・ ＮＰＯ法人や地域づくり団体等に対し景観アドバイザーを

派遣（派遣回数：11団体33回）（R2.8～R5.3, R5.7～） 

・ 市町村に対し景観計画策定に係る研修会を実施（R2.9，

R3.8，R4.8） 

・ 景観形成に功績があった方を表彰する「かごしま・人・ま

ち・デザイン賞」を実施（募集：R2.7～9（表彰式：

R3.2）） 

・ 景観形成に功績があった方を表彰する「あなたが選ぶかご

しま景観大賞」を実施（R3募集：R3.6～9（表彰式R4.3），

R4募集：R4.6～9（表彰式R5.2），R5募集：R5.6～8） 

伝統工芸 

・ コロナ禍で販売機会が減少している事業者等に対し，新商

品開発や販路拡大等の取組に対する支援を実施（R2.10～

R5.3 実施件数：延べ151件） 

・ 伝統的工芸品製造事業者の商品開発力や販売力の強化を図

るため，民間企業との協働による新商品開発から販路開拓ま

で取り組むプロジェクトを支援（R4募集：R4.4～7，採択件

数：7件，R5募集：R5.4～） 

・ 特産振興支援員を設置し，地域の資源や技術等を活用した

特産品の開発，販路開拓等を推進指導 

・ 経営の合理化・安定に必要な資金を融資し，国指定伝統的

工芸品の製造事業者の健全な発展を促進 

・ 伝統的工芸品産業の技術を次世代に継承するため，伝統的

な技術を映像として記録・保存（R2.7～R4.3，17品目） 

・ 伝統的工芸品を広く周知するためパンフレットを作成

（R4.3） 

・ 大島紬の需要開拓と収益性の向上を図るため，産地組合が

直接，ＰＲや販売をする機会を創出（R4～） 

 → 展示販売会開催の支援：東京（R4.12），京都（R5.1） 

 → 首都圏でのファン創出を目指したホテルオークラ東京で

のプロモーションイベントの開催及び和装雑誌等のメディ

アとタイアップした情報発信（R4.11） 

・ 県内伝統的工芸品産業（本場大島紬及び川辺仏壇）の後継

者の育成・確保を図るため，県外ものづくり系学校の学生等

のインターンシップやマッチングの機会の創出に向けた取組

を開始 

・ 今年10月に開催される「かごしま国体・かごしま大会」で
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

44 ○ 景観，伝統工芸，美術，芸能，

食など，鹿児島の伝統と文化

が息づく街づくりを推進しま

す。（続き） 

使用する炬火トーチ，炬火受皿，参加章・記念章等において

鹿児島県の伝統的工芸品を素材として使用及び技術を活用 

 → 炬火トーチ：「川辺仏壇（彫金,金箔押し）」の技術を 

活用 

 → 炬火受皿：「薩摩焼（白薩摩）」を素材に使用 

  →  表彰状 ：「蒲生和紙」と「鶴田和紙」を素材に使用 

 → 額縁  ：「屋久杉」と「大島紬」を素材に使用 

 → 参加章・記念章：「薩摩焼（白薩摩）」を素材に使用 

 → 大会メダル：「大島紬（龍郷柄）」を素材に使用， 

          「薩摩焼（籠目透かし彫り）」の技術を活用

文化・芸術 

・ 今後の文化芸術振興施策の総合的かつ効果的な推進を図る

ための具体的な事項その他必要な事項について定める県文化

芸術推進基本計画を策定（R3.3） 

・ 県内の文化芸術団体等に対し，活動や新型コロナウイルス

感染症の影響を受ける公演等の映像配信の支援を実施（R2：

18団体） 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大により中止された文化芸術

の公演・展示等の開催等への支援を実施（R2年度:７団体） 

・ 文化芸術団体等が適切なコロナ対策を講じながら，活動を

再開・継続できるよう支援を実施（R3：34団体，R4：67団

体） 

・ 本県の多様な文化芸術を，継続・充実・発展させるため，

文化芸術団体等が行う鑑賞機会の提供，人材育成，次世代へ

の活動継承や観光，まちづくりとの連携等の活動の取組支援

を実施（R5.4～） 

・ 県有文化施設における魅力的な企画や展示内容の充実 

・ 霧島アートの森における取組 

 → 国内外の作家の作品展示や関連イベントを開催する特別

企画展(R3：１回，R4：２回) 

 → アジアや鹿児島ゆかりの作家などを招聘する企画展（R2

：２回，R3：２回，R４：２回） 

  → 常設展も含めたR2～R4末総入館者数 182,993人 

・ 県有文化施設のキャッシュレス導入（R3.7） 

・ 文化芸術の関心を高めるとともに交流人口の拡大を図るた

め，県内の歴史・文化資源を活用したイベント等（ユニーク

ベニュー）への支援を実施（R3：10団体, R4：6団体） 

・ 青少年に対する優れた舞台芸術鑑賞機会の提供 

 → R2年度 ４公演 参加者：576人 

   R3年度 ９公演 参加者：1,863人 

   R4年度 ９公演 参加者：814人 

・ 国内外の著名な演奏家による多彩なコンサートや若手音楽

家のためのマスタークラス（講習会）を行う霧島国際音楽祭

の開催 

→ 第41回（R3.1.5～1.12） 

新型コロナウイルス感染症の影響により，時期を変更し

国内の演奏家及び受講生に限定して実施 参加者：10,330

人（オンライン参加含む） 

→ 第42回（R3.7.15～8.1） 

新型コロナウイルス感染症の影響により，国内の演奏家
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

44 ○ 景観，伝統工芸，美術，芸能，

食など，鹿児島の伝統と文化

が息づく街づくりを推進しま

す。（続き） 

及び受講生に限定して実施 参加者：9,452人（オンライ

ン参加含む） 

→ 第43回（R4.7.21～8.7）通常開催 参加者：8,620人 

→ 第44回（R5.7.21～8.6予定） 

・ 島唄の魅力発信による奄美の自然や文化に対する理解を深

めるため「ほこらしゃ奄美音楽祭」を開催（R5.2.25） 

 → 参加者：1,255人 

・ 来島したプロのオーケストラのメンバーによる地元の小・

中・高校生等を対象としたクリニック及びミニコンサートを

実施 

 → 参加者：236人 

・ 鹿児島・佐賀エールプロジェクト歴史シンポジウムの開催

（R3.7） 

・ 御楼門の復元を契機とした歴史・文化ゾーンのにぎわい創

出に向けたイベントの開催等 

 → R3年度（R3.7.14～R4.2.13の期間に7つのイベントを実

施）総参加者1,610人 

 → R4年度（R4.9.25:200人，R4.11.5:600）総参加者800人 

・ 御楼門及び石垣（国道10号側）のライトアップを一新

（R3.4） 

・ 国指定史跡である「鹿児島城跡」の当時の様子をＣＧ・Ｖ

Ｒ技術等を活用して再現した鹿児島城ＶＲアプリの配信を開

始（R4.3） 

・ 「明治日本の産業革命遺産」関連 

 → ホームページ・パンフレット・ＰＲ動画・ＶＲアプリ・

県政広報等による理解増進・情報発信（R2～） 

→ 「かごしま産業遺産の道」ホームページの活用促進・情

報発信（R2～） 

 → 世界文化遺産登録５周年記念事業（パネル展・各種イベ

ント等）の実施（R2年度） 

 → 世界文化遺産シンポジウムの開催（R2～） 

 → 小・中学校への出前講座の実施（R2.12，R3.11，R4.2，

R4.11，R5.2） 

 → 副読本「かごしまタイムトラベル」の県内小学５年生等

への配布（R3.3，R4.3，R5.3） 

 → 「かごしま産業遺産の道」ホームページモデルコースの

更新とＰＲ動画制作（R4.2） 

 → かごしま世界文化遺産ＰＲポスター作成（R4.3） 

→ 福岡のタウン誌を活用した情報発信・リーフレット制作

（R5.1，R5.3） 

→ 鹿児島・佐賀エールプロジェクト「明治日本の産業革命

遺産」の魅力トーク＆フェスタの開催（R5.2） 

・ 田中一村記念美術館所蔵作品の充実を図るため，田中一村

絵画作品「岩上の磯鵯」を購入（R4） 

・ 霧島神宮の国宝指定（R4.2指定），鹿児島神宮の国の重要

文化財指定（R4.2指定），鹿児島城跡の国史跡指定（R5.3指

定）を機とした魅力や価値の情報発信 

 → 動画の作成，イベントの開催

文化財 

・ 日本遺産「薩摩の武士が生きた町」の魅力発信 

▼歴史的建造物フェスティバ

ルin霧島神宮 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

44 ○ 景観，伝統工芸，美術，芸能，

食など，鹿児島の伝統と文化

が息づく街づくりを推進しま

す。（続き） 

→ スタンプラリー(R2～)及びフォトコンテスト（R3～） 

→ 講演会及びシンポジウムの実施（R2:1回，R3:2回，R4:1

回） 

→ 副読本の制作（R2年度） 

→ 副読本を活用した出前授業等の実施（R3:25回.R4:9回 

→ スタンプラリー用ＡＲコンテンツの作成（R3） 

・ 鹿児島県立博物館考古資料館（旧興業館）の保存活用 

 → 「鹿児島県立博物館考古資料館保存活用計画」を策定

（R3） 

→ 同資料館の耐震診断・補強計画策定（R4～） 

 → 鹿児島ブランドショップの移転に向けた検討を開始

（R5） 

 → 「旧興業館活用懇話会」を開催（R5.7） 

・ 武家屋敷等（伝統的建造物群）の修復・修景事業への補助

（R2:3市，R3:4市，R4:3市） 

・ 文化財をテーマとした周遊モデルコースの設定，ＰＲ動画

やガイドブックの作成（R2：姶良・伊佐地区，大隅地区，R3

：熊毛地区，大島地区） 

・ 霧島神宮など県内の歴史的建造物の魅力を発信する動画の

作成，イベントの開催（R4） 

・ かごしまの食文化（焼酎）調査事業の実施 

→ かごしまの食文化（焼酎）調査事業報告書の作成（R4）

・ 霧島神宮の国宝指定（R4.2指定），鹿児島神宮の国の重要

文化財指定（R4.2指定），鹿児島城跡の国史跡指定（R5.3指

定）を機とした魅力や価値の情報発信 

 → 動画の作成，イベントの開催 

・ 国宝霧島神宮の保護・活用を図るため，霧島神宮が実施す

る本殿や幣殿，拝殿他２棟の防災工事に要する経費を支援

（R5) 

45 ○ 空港，港湾，道路など国際都

市にふさわしい交通インフラ

の充実・強化を図ります。 

空港の整備 

・ 鹿児島空港国際線ターミナルビルについて，空港ビル会社

において，近年の利用者数増加に対応するため，増改築工事

を実施（R2.7竣工）【再掲】 

・ 空港ビル会社において，九州初のビジネスジェット旅客受

入専用施設を整備（R3.8竣工）【再掲】 

・ 鹿児島空港将来ビジョン推進協議会において整理の上，同

ビジョンに定めた新規路線の就航や物流・輸出入機能の強

化，にぎわい創出による地域振興拠点としての機能の強化等

についてまとめた「鹿児島空港将来ビジョン工程表」を策定

（R4.3）【再掲】 

・ 開港50周年を迎えた鹿児島空港について，記念セレモニー

を開催したほか，鹿児島空港をより身近に感じていただくた

めの様々なイベントを実施（R4.4～）【再掲】 

・ 空港バス券売機におけるクレジットカードの取扱開始や空

港連絡バスの一部におけるVisaタッチ決済の導入（R4.4～）

【再掲】 

・ 空港ビル会社において，全国の空港で初めてベビーケアル

ームを設置（R4.4）【再掲】 

・ 空港ビル会社において，個室型ワークブースを設置

（R4.8） 【再掲】 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

45 ○ 空港，港湾，道路など国際都

市にふさわしい交通インフラ

の充実・強化を図ります。（続

き）

・ 空港ビル会社において，補助犬用トイレを整備（R5.3） 

【再掲】 

港湾施設の整備 

《鹿児島港》 

・ クルーズ船の受入環境整備 

 → マリンポートかごしま入口の交差点改良完了（R3.3） 

 → ツアーバス等に対応した新たな駐車場一部完成（R4.3）

 → 22万トン級のクルーズ船に対応した新たな岸壁完成

（R4.3） 

・ 臨港道路（鴨池中央港区線）の整備 

高規格幹線道路・地域高規格道路の整備 

・ 東九州自動車道（鹿屋串良JCT～志布志IC）開通（R3.7） 

・ 都城志布志道路（有明東IC～志布志IC）開通（R3.2） 

・ 都城志布志道路（金御岳IC～末吉IC）開通（R3.3） 

・ 北薩横断道路（さつま広橋IC～佐志IC）供用予定（R5年度

中） 

46 ○ 医療，防災など外国人が安

心して暮らせる受け入れ基盤

のさらなる充実を図ります。

外国人受入基盤の充実 

・ 外国人総合相談窓口を設置し，在留外国人に対する多言語

（23言語）での情報提供や相談対応を実施（R2年度実績：

446件，R3実績：445件, R4実績：303件） 

・ 県ホームページの多言語化（R2.8：４言語→７言語） 

 → 対応言語：英語，中国語（繁体字，簡体字），韓国語，

ベトナム語，タイ語，インドネシア語 

・ 県民と在留外国人の交流活動を支援 

→ R2実績：1件，R3実績：３件，R4実績：４件 

・ 日本語･日本文化等理解講座を開催 

→ R2実績：５回（R2.10～R2.11）， R3実績：5回（R3.9～

10，R4実績：5回（R4.10～11） 

・ 在留外国人の日本語学習等を支援する「日本語サポータ

ー」の養成 

→ R2実績：６回（R2.10～R2.12），R3実績：姶良・伊佐地

域６回，大隅地域４回（R3.10～R4.2），R4実績：大島地

域５回，鹿児島地域６回（R4.6～R5.2） 

・ 多文化共生アドバイザーを派遣（R3.11） 

・ 災害時に外国人を支援するボランティアの養成 

→ R4実績：２回 

・ 防災訓練への在留外国人の参加（R3年度は中止，R4年度は

志布志市にて実施） 

・ 新型コロナウイルス相談窓口における多言語対応（７言

語） 

→ コロナ相談かごしま（７言語） 

→ コロナ・フォローアップセンター鹿児島（４言語）

（R4.12.12～） 

・ 県内の主要な観光地や，観光施設を案内する外国語併記の

観光案内標識を設置 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

47 ○ 国際路線の拡充を図り，若

者の国際交流，貿易・投資交流

をさらに促進します。 

国際航空路線の拡充【再掲】 

・ 駐日ベトナム大使とのオンライン会談によるハノイ－鹿児

島便の就航に関する協力要請（R3.6） 

・ 高雄－鹿児島間のチャーター便の就航実現を含め，台湾屏

東県との交流促進に向けた台北駐福岡経済文化弁事処長と会

談を実施（R3.7） 

・ 新型コロナにより運休中である鹿児島-台北線の早期再開

に向け，チャイナエアライン本社及び（公財）日本台湾交流

協会台北事務所を訪問（R5.1） 

・ 国際定期路線の早期再開を図るため，航空会社等との意見

交換を踏まえ，県内に拠点機能を有する航空会社支店に対

し，特別支援を実施 

・ 韓国からのチャーター便の就航（R5.1～4），台湾からの

チャーター便の運航（R5.6）など，国際線の順次再開 

・ 香港エクスプレス航空の定期便が就航（R5.6.5）し，約  

３年ぶりに鹿児島空港国際線定期便が再開 

・ 新規路線誘致に向けた取組を推進するため，対象国，地域

の経済情勢や航空会社の戦略等についての情報収集，分析，

戦略サポートを専門機関に委託，さらに，国際チャーター便

誘致のための情報収集，ネットワーク構築をエージェントへ

委託 

・ 鹿児島空港国際定期路線の早期再開に向けて，韓国・香港

・台湾において，現地航空会社及び旅行会社等を訪問する現

地セールスを実施したほか，空港の受入体制の確保に向け

て，グランドハンドリング会社など空港関係者を支援 

・ ベトナム航空，ベトジェットエアを訪問し，定期便の就航

等について要望（R5.7） 

国際交流の維持・拡大 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により，計画していた海

外との往来を伴う交流事業は中止（交流先：香港,シンガポ

ール，英国自治体，韓国全羅北道，中国江蘇省，清華大学，

米国ジョージア州） 

・ これまで培ってきた交流の維持,拡大が図られるよう，オ

ンラインなどを活用し，交流相手先とのつながりを保つ取組

を実施 

・ 英国ＵＣＬ（ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン）がオ

ンラインで実施した英国教育体験プログラムへ本県高校生４

名が参加し費用を助成（R4） 

・ シンガポールとのオンラインによる青少年交流を実施

（R4.2） 

・ 清華大学へ留学する県内の大学生等に対する奨学金制度を

創設 

→ 新型コロナの影響により中止 

・ 県内大学等での講義や学生交流等を通じた本県と清華大学

双方の教育分野における連携を促進するための清華大学生の

海外研修の受入れ制度を創設 

→ 新型コロナの影響により中止 

・ 「アジア・太平洋農村研修センター」において，香港，韓

国等の海外学生の日本語・日本文化研修や指定管理者による

自主事業など各種研修等の受入れを実施 

▼台北線の再開に向けた台湾

訪問 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

47 ○ 国際路線の拡充を図り，若

者の国際交流，貿易・投資交流

をさらに促進します。（続き）

・ ベトナム・テト（旧正月）フェスタ等の開催 

 → 県内に住むベトナム人技能実習生や留学生等に，テト

（旧正月）を祝い，故郷を懐かしんでもらう「ベトナム・

テト（旧正月）フェスタ」を開催(R3.2,R4.2,R5.1) 

  → 県民のベトナムへの関心や理解を深めること等を目的と

して，ベトナム観光パネル展，ベトナム産食品の販売等を

行う「ベトナムフェアin鹿児島」を開催（R3.6,R4.7） 

 → ベトナムフェアの開催に合わせて，ベトナム・ハイズオ

ン省訪問団招へいのほか，「ベトナム・鹿児島経済交流セ

ミナー」を開催（R4.7） 

・ ベトナム政府要人等との会談 

 → ベトナム政府のファム・ミン・チン首相を表敬訪問し，

会談において，今回のベトナム訪問の目的を報告したほ

か，世界遺産をはじめとする多様で豊かな自然や，鹿児島

黒牛やブリ・カンパチといった多彩な食など，本県の魅力

をＰＲ(R5.7) 

 → 駐日ベトナム大使とのオンライン会談において，本県と

ベトナムとの人的・経済的交流や貿易投資促進等，幅広い

分野での交流に対する協力を要請(R3.6,  R3.9) 

  → ベトナム・ハイズオン省党書記兼人民評議会議長とのオ

ンライン会談において，新型コロナの収束後を見据えた両

地域の連携・協力について意見交換を実施(R3.8) 

 → ハイズオン省党書記ら幹部と令和元年10月に締結した連

携協定に基づく今後の連携・協力の実施内容について意見

交換を実施 （R5.7） 

・ 沈壽官名誉総領事館全羅北道展示記念式の開催に伴い，韓

国・全羅北道の金寛永（キムクァンヨン）知事等が来鹿し，

知事表敬及び歓迎夕食会を実施（R4.12） 

・ 外国大使等との主な意見交換実績 

  上記以外にも各国との友好親善を図るため，外国大使・総

領事，使節団等と意見交換を以下のとおり実施 

年月日 国・地域名 相手方 

R2. 8. 7 台湾 台北駐福岡経済文化弁事処

長 

R2. 9.25 サンマリノ共和

国 

駐日サンマリノ共和国特命

全権大使（駐日外交団団

長） 

R2.11.12 ベトナム 駐日ベトナム社会主義共和

国大使 

R2.11.17 アメリカ 在福岡米国領事館首席領事 

R2.11.23 サンマリノ共和

国 

駐日サンマリノ共和国特命

全権大使へのかごしま国際

友好大使委嘱 

R2.12.14 フランス 在京都フランス総領事 

R3. 2. 4 台湾 屏東県知事,台北駐日経済

文化代表処代表（オンライ

ン） 

R3. 4. 5 韓国 駐福岡韓国総領事 

R3. 4. 7 イタリア 在日イタリア商工会議所事

務局長 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

47 ○ 国際路線の拡充を図り，若

者の国際交流，貿易・投資交流

をさらに促進します。（続き）

R3. 4.27 台湾 台北駐日経済文化代表処代

表 

R3. 6. 4 ベトナム 駐日ベトナム社会主義共和

国大使 

R3. 6.24 ベネズエラ・ボ

リバル共和国 

駐日ベネズエラ・ボリバル

共和国大使 

R3. 7. 6 ドミニカ共和国 駐日ドミニカ共和国大使 

R3. 8.23 ベトナム・ハイ

ズオン省 

ハイズオン省共産党委員会

書記 

R3.10. 2 台湾 台北駐福岡経済文化弁事処

長 

R3.10.13 ベトナム 駐日ベトナム社会主義共和

国大使 

R3.10.27 サンマリノ共和

国 

駐日サンマリノ共和国大使 

R3.12.24 キルギス共和国 駐日キルギス共和国大使 

R4. 5.11 タイ 在福岡タイ総領事 

R4. 5.30 オーストラリア 在大阪オーストラリア総領

事 

R4. 6. 2 ベトナム 在福岡ベトナム社会主義共

和国総領事 

R4. 7. 5 台湾 台湾僑務委員会 僑務顧問 

R4. 7.15 ベトナム・ハイ

ズオン省 

ハイズオン省人民委員会委

員長ほか訪問団 

R4. 8. 9 サンマリノ共和

国 

駐日サンマリノ共和国大使 

R4. 8.30 アメリカ 在アトランタ日本国総領事 

R4.10.24 イギリス 駐日英国大使 

R4.10.24 チェコ 駐日チェコ共和国大使 

R4.11.17 中国 中華人民共和国駐福岡総領

事 

R4.11.25 韓国 駐福岡韓国総領事 

R4.11.25 ミクロネシア連

邦 

駐日ミクロネシア連邦大使 

R5. 1.17 イギリス 海外自治体幹部交流協力セ

ミナー参加者 

R5. 2. 9 ベトナム 在福岡ベトナム社会主義共

和国総領事 

R5. 3.17 トリニダード・

トバゴ 

在トリニダード・トバゴ日

本国大使館大使 

R5. 5.11 ドミニカ共和国 ドミニカ共和国日本国大使 

R5. 7.18 ベトナム 駐日ベトナム社会主義共和

国大使 

・ 第47回全国高等学校総合文化祭（２０２３かごしま総文）

の国際交流事業として，ベトナム・ニュージーランド・韓国

の高校生を招き，大会期間中，歓迎レセプションの開催や総

合開会式における伝統芸能の披露など，各国との交流を実施

（R5.7） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

47 ○ 国際路線の拡充を図り，若

者の国際交流，貿易・投資交流

をさらに促進します。（続き）

貿易・投資交流の促進 

《鹿児島フェアの開催》【再掲】 

＜香港＞ 

・ 現地飲食店での鹿児島・宮崎フェア（R2.11～R3.2, R4.2

～3） 

・ 九州・山口農産物海外販売促進フェア（R3.1～2, R4.2） 

・ ５つ星ホテル「THE HARI HONG KONG」内日本食レストラン

での鹿児島フェア（R3.5） 

＜台湾＞ 

・ 現地量販店での鹿児島フェア（R2.12，R3.1・3, R3.12～

R4.1・3，R4.12，R5.2） 

＜中国＞ 

・ 北京の日本料理店での焼酎プロモーション（R2.12，R3.2

～3） 

・ 重慶青山スクエアでの工芸品イベント（R4.1） 

＜米国＞ 

・ 現地量販店での鹿児島フェア（R3.3～4，R4.6～7，R5.3～

5） 

＜シンガポール，香港，タイ＞ 

・ DON DON DONKIでの鹿児島フェア（R3.2, R4.1～4，R5.1～

2） 

《ＰＲイベントの開催》【再掲】 

・ 米国において，トップバーテンダーを起用した本格焼酎の

ＰＲ動画を配信（R3.3～） 

・ 海外における本格焼酎の認知度向上，販路拡大を図るた

め，英国ロンドンに本部を置くワインとスピリッツの教育機

関 ＷＳＥＴの講師陣等とのオンライン交流会の実施

（R3.3） 

・ 九州４県（鹿児島，大分，熊本，宮崎）による米国トップ

バーテンダーを活用した①焼酎カクテルウィーク，②焼酎カ

クテルコンペ（R4.3），③産地視察（奄美大島，いちき串木

野市），④焼酎カクテルセミナーの実施（R4.11） 

・ ＷＳＥＴ講師を招請し，県内蔵元の産地視察やテイスティ

ング，県内蔵元等との意見交換会を実施（R4.6） 

・ ＷＳＥＴ講師等を活用した越境ＥＣサイト構築（R4.3） 

・ フランスＫｕｒａ Ｍａｓｔｅｒ焼酎・泡盛部門審査員を

招請し，県内蔵元の産地視察や意見交換会を実施（R4.8, 

R5.2） 

→ R3年度の県産本格焼酎の輸出量は約581kl（対前年度比

34.7%増） 

・ 中国上海の温泉施設，映画館等での県産品ＰＲイベント 

《商談会・見本市への出展》【再掲】 

・ うんまか鹿児島輸出商談会（R3.10，R4.10） 

・  株式会社ＰＰＩＨ（シンガポール，香港，タイ，米国）と

の商談会（R2.9, R3.7から随時） 

・ シアルチャイナ2020（上海）に出展し，「鹿児島和牛」を

ＰＲ（R2.9） 

・ 海外バイヤー（中国，マカオ，シンガポール，香港，マレ

ーシア）とのオンライン商談（R2.10～R3.2） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

 47 ○ 国際路線の拡充を図り，若

者の国際交流，貿易・投資交流

をさらに促進します。（続き）

・ シャオロン貿易（中国）とのオンライン商談会（R2.11, 

R3.3） 

・ 沖縄国際物流ハブ活用促進商談会（R2.12, R3.11，R4.11, 

Web商談併用） 

・ ＧＩプロモーションinパリに出展し，「鹿児島和牛」をＰ

Ｒ（R3.3） 

・ ＩＦＥ2022（ロンドン）に出展し，「鹿児島和牛」をＰＲ

（R4.3） 

・ フードジャパン2022（シンガポール）に出展し「鹿児島和

牛」，「かごしま黒豚」をＰＲ（R4.10） 

・ ＳＩＡＬ Ｐａｒｉｓ ２０２２（パリ）に出展し，鹿児

島和牛，ブリ，茶，本格焼酎，黒酢等の県産品をＰＲ

（R4.10） 

・ WFFS2023（ラスベガス）に出展し「鹿児島和牛」をＰＲ

（R5.1） 

・ 天皇誕生日祝賀レセプション（ワシントン.D.C）に出展し

「鹿児島和牛」をＰＲ（R5.2） 

・ 製材品の輸出促進に向けた商談等を支援 

 → 商談・展示ＰＲ：24回（R2.9～R4.3）【再掲】 

・ 製材品輸出に取り組む商社と製材所による合同商談会の開

催（R3.11） 

《貿易相談・セミナーの実施》【再掲】 

・ 海外ビジネス支援センターにおける貿易相談 

・ 貿易スキルアップセミナー（随時） 

・ 県海外事務所による最新の現地市場動向に関するオンライ

ンセミナー（R2.10，R4.12） 

・ 貿易実務講座（随時） 

・ 輸出人材育成セミナー（国際認証の取得促進）等の開催 

（R3.3～5） 

・ 海外展開チャレンジセミナー＆個別貿易相談（R4.8， 

   R4.11，R5.2） 

《その他》 

・ 輸出商社と県内事業者が連携して行う営業活動や商談機会

創出等の取組に対する支援を開始（R5.7） 

・ 13万尾のカンパチ等の高付加価値化や販売促進等への取組

を支援【再掲】 

・ 台湾向け牛肉輸出認定施設整備の支援（１か所）【再掲】

・ 輸出向け食肉加工処理設備の導入支援（１か所）【再掲】

・ 海外における販売指定店数（KAGOSHIMA WAGYU 100店舗

（香港44店舗，シンガポール15店舗，その他），KAGOSHIMA 

KUROBUTA 5店舗（シンガポール4店舗，香港1店舗））【再

掲】 

・ かごしまのさかなの普及・輸出応援 

 → マーケティング調査（米国，EU，東南アジア等）の実施

（R3.4～）【再掲】 

→ 輸出先国のニーズに対応した商品開発や販売促進活動等

への取組を支援（９の国・地域） 

→ 輸出先国のニーズ等に対応した商品の製造技術開発 

(R4.4～)【再掲】 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

 47 ○ 国際路線の拡充を図り，若

者の国際交流，貿易・投資交流

をさらに促進します。（続き）

・ 水産物の輸出に向けたＧＦＰグローバル産地づくりを支援

・ ベトナムにおいて，航空会社に直行便の就航を要請すると

ともに，政府関係者等に県産食材等や観光をＰＲ（R5.7） 

 ○ その他 《かごしま国体・かごしま大会開催に向けた準備》 

・ 新型コロナの影響により延期となった「かごしま国体・か

ごしま大会」について，日本スポーツ協会等関係団体や佐賀

県，滋賀県など後催県に協力を要請し，2023年に「特別国民

体育大会」，「特別全国障害者スポーツ大会」として開催す

ることが決定（R2.10） 

・ 奄美群島で実施される国体競技に「奄美群島日本復帰７０周年

記念」の冠称を付与 

実施本部の設置 

・ 両大会に関する業務を円滑に実施するため，実施本部を設

 置 

・ 実施発足式を開催 

各種会議の開催 

・ 実行委員会総会，常任委員会，募金・企業協賛推進委員会，

各専門委員会，市町村連絡会議等の各種会議を開催 

広報活動の実施 

・ 節目を捉えたイベントの開催 

・ カウントダウンボードやラッピング列車などの屋外広告の

実施 

・ 印刷物や多様なメディアによる情報発信 

→ 広報紙「カゴスポ」，「カゴスポ light」の発行 

→ 公式ポスター（改訂版）の配布 

→ ホームページや SNS による情報発信 

→ 新聞，テレビ，ラジオ等の活用 等 

・ 広報ボランティアによるＰＲ活動 

県民運動の実施 

・ 花いっぱい運動の実施 

 → 花育てリレー 

→ 推奨花の種子袋配布 

→ 花育て教室の開催 

・ 「ゆめ～ＫＩＢＡＩＹＡＮＳＥ～ダンス」の普及 

・ 国体・大会ボランティアの募集・養成 

障害者スポーツの普及・拡大 

・ 学校や各種イベント等での障害者スポーツ体験会の実施 

・ ボッチャ競技用具の貸出

後催県との交流 

・ 後催県（滋賀県，青森県，宮崎県）とアスリートによる交

流（合同練習等）を実施 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

○ その他（続き） 鹿児島・佐賀エールプロジェクトの推進 

・ 佐賀県との連携により，スポーツをはじめとした様々な交

流を実施 

→ アスリートの交流（ジュニアアスリート，障害者アスリ

ート） 

→ 県民の交流（修学旅行の相互誘致，高校生プレゼン交流

等） 

→ 産業・文化の交流（県産品のＰＲや販売，ものづくり企

業の交流 等） 

→ 行政・団体等の交流（県や市町村，関係団体間の交流）

施設整備 

・ 競技会場となる会場地市町村有等施設について，国体開催

に必要な整備費用を補助し，計画的着実な施設整備を実施 

宿泊施設の確保 

・ 会場地市町や業務委託先と協力して，宿泊施設を確保 

 → かごしま国体  

約 350 施設において延べ約 17 万５千人分を確保 

 → かごしま大会 

約 100 施設において延べ約３万２千人分を確保 

競技役員の養成 

・ 県競技団体が行う中央講習会等への派遣や県内講習会の開

催に対し支援を行い，資格取得，資格維持及び資質向上が図

られた。 

→ かごしま国体（R5.5.31時点） 

養成目標：1,024人，養成実績：1,139人 

 → かごしま大会（R5.3.31時点） 

   養成目標：1,374人，養成実績：1,336人 

《かごしま国体における天皇杯・皇后杯の獲得に向けた競技力

向上の推進》 

競技力向上対策

令和３年３月に，2023 鹿児島国体に向けた競技力向上３か

年計画を策定し，競技力向上対策を推進 

・ 組織の充実 

→ 競技力向上対策本部等の継続及び再編 など 

・ 選手強化体制の充実 

 → トップレベルコーチの招へい 

 → スポーツ医・科学面からのサポート 

 → 鹿屋体育大学等との連携 など 

・ 少年選手の発掘・育成・強化 

 → 新たなターゲットエイジの発掘・育成・強化，意欲喚起

 → 強豪チームとの対戦経験の蓄積 など 

・ 成年選手の確保・強化 

 → ふるさと選手の確保・支援 

 → 「鹿児島登録」可能な有力選手の獲得 など 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

○ その他（続き） ・ 競技環境・支援体制の充実 

→ 会場地応援団の育成 

 → 県民意識の高揚 など

本県の国体における天皇杯・皇后杯の順位 

・ 令和２年（鹿児島県） 延期 

・ 令和３年（三重県）  中止 

・ 令和４年（栃木県）  天皇杯14位，皇后杯12位 

《第47回全国高等学校総合文化祭（２０２３かごしま総文）の

開催に向けた準備》 

実行委員会の設置 

・ 大会に関する業務を円滑に実施するため，実行委員会を設

置 

・ 実行委員会設立会を実施 

各種会議の開催 

・ 県実行委員会，企画運営委員会，各業務部会，部門連絡調

整会議，生徒実行委員会等の各種会議を開催 

プレ大会の開催 

・ 本大会の開催に向け，プレプレ大会（Ｒ３年度），プレ大

会（Ｒ４年度）を開催 

広報活動の実施 

・ 節目を捉えたイベントの開催 

・ カウントダウンボードの設置やラッピング市電による広報

・ 印刷物や多様なメディアによる情報発信 

 → 大会ポスター等の配付 

 → ホームページやＳＮＳによる情報発信 

 → 新聞，テレビ，ラジオ，各種広報誌等の活用 

・ 大会テーマ，マスコットキャラクター，イメージソングの

各種公募の実施 

国際交流の実施 

・ 韓国とのオンライン交流を実施 

《スポーツ・コンベンションセンターの整備》 

スポーツ・コンベンションセンターの整備

・ 県体育館が築60年以上を経過していることや狭隘の課題を

踏まえ，県内外の各分野の専門家を構成員とする「総合体育

館基本構想検討委員会」を設置し，新たな総合体育館の整備

に向けた検討を実施（R2～R3） 

・ 「総合体育館基本構想検討委員会」において取りまとめら

れた基本構想（案）を基に，県民からの御意見等を踏まえ

「スポーツ・コンベンションセンター基本構想」を策定

（R3） 

・ スポーツ・コンベンションセンターに係るＰＦＩ等導入可

能性調査などに着手し，同センターの整備・運営手法につい
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

〇 その他（続き） ては，ＰＦＩ方式の導入が最適とした最終報告を公表（R4.5

～R5.2） 

・ ＰＦＩ方式（民間活力を活かした施設整備）によるスポー

ツ・コンベンションセンターの整備・運営に向けた取組

（R5.4～） 

《鹿児島港本港区エリア一帯の利活用》 

鹿児島港本港区エリア一帯の利活用 

・ 鹿児島港本港区エリア一帯の利活用について，まちづくり

や都市計画等の専門的な知見を有する方々で構成される「鹿

児島本港区エリアの利活用に係る検討委員会」において，検

討を開始（R4.12～）
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７ ．鹿児島が誇れる人づくり

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

48 ○ 鹿児島で生まれ育った若者

が，鹿児島に住み，働きたいと

思えるように，鹿児島の歴史

や伝統，文化，地域の特性など

を理解し，ふるさとに誇りを

持てる郷土教育の充実を図り

ます。 

郷土教育の充実 

・ 郷土教育推進事業の実施（R3～） 

 → 県内の青少年社会教育施設を拠点とした研修やフィール

ドワークを実施する「かごしま 夢 有為塾」を中・高生

を対象に開催（R3：全５回，参加者数58人，R4：全5回，

参加者数49人） 

 → 普通科系の高校生を対象に，産学連携に取り組んでいる

県内大学等での講演会や座談会，インターンシップの実施

  （R4：8校延べ42人） 

 → 指定を受けた高校において，地域と連携した探究活動を

実践するとともに，外部講師による講演会や座談会，地元

企業での体験活動の実施（R2：3校，R3：5校，R4：4校） 

 → 次世代かごしまの地域を支えるリーダーを育成するため

かごしま青年塾を開催（R3：全7回，修了生38人 R4：全7

回，修了生39人） 

 → 県内の国・県指定等文化財への理解を深めるため，授業

等で活用できる小学生向け「かごしま文化財事典」のWeb

版(R3)，中高生・一般向け「かごしま文化財事典プラス」

制作（R4） 

→ 小中学生を対象に「子ども文化財セミナー」を開催 

（R4：３地区） 

・ 小中学生を対象に，本県の歴史や文化等に関する「かごし

まジュニア検定」を実施（R3：27,594人受検，R4：30,027人

受検） 

・ 本県の民俗芸能の伝承活動に取り組んでいる児童生徒を表

彰（R2：36団体322人，R3：20団体128人，R4：13団体75名，

特別奨励賞６団体７名） 

・ 県のホームページで公立学校等における地域の文化財の伝

承活動等の取組状況を紹介（R2：107件，R3:104件，R4：113

件） 

・ 移動博物館の実施（鹿児島の自然等を紹介する体験活動や

展示） 

（R2：2回2箇所，R3：2回2箇所，R4：2回2箇所） 

・ 本物の出土品（文化財）等を用いた授業の実施（R2:2回，

R3:2回，R4:1回） 

・ 県内の寺院の状況把握や考古学的基礎調査を実施し，その

成果を学校の授業で活用（R3:17回，R4:11回） 

・ 九州地区民俗芸能大会（鹿児島大会）の開催，記録集（映

像ＤＶＤ，資料集ＣＤ）の作成（R3） 

・ 鹿児島県産の食材を活用し，地域の特産物や郷土料理等に

関心を持たせる学校給食の実施（毎年度実施） 

・ かごしま地域塾（地域における異年齢集団）の活動を推進

（団体数:123団体（R2.7～R5.7）） 

・ 県有施設における土・日・祝日の子どもの入館・入園料無

料化の実施による鹿児島の自然，歴史，文化などに触れる機

会の充実（R2.7～R5.7） 

・ 岐阜県との青少年交流を実施（R3.10（オンライン），

R4.7,R5.7）） 

・ 世界文化遺産登録５周年記念イベント（小学生向け等）の

▼かごしま青年塾 

▼かごしま 夢 有為塾 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

48 ○ 鹿児島で生まれ育った若者

が，鹿児島に住み，働きたいと

思えるように，鹿児島の歴史

や伝統，文化，地域の特性など

を理解し，ふるさとに誇りを

持てる郷土教育の充実を図り

ます。（続き） 

実施（R2.10） 

・ 「県民の日７．１４」記念事業（R3.7, R4.7, R5.7） 

 → 小中学校・高等学校における郷土教育への理解と関心を

深める取組実施の働きかけ 

・ パンフレット「もっと知って見よう！鹿児島県と佐賀県の

歴史あるつながり」の作成及び県内中学生への配布（R5.3）

・ 副読本「かごしまタイムトラベル」に準拠した動画及びワ

ークシートの制作（R3） 

・ 副読本「かごしまタイムトラベル」の県内小学５年生等へ

の配布（R3.3, R4.3, R5.3）【再掲】 

・ 小・中学校への出前講座の実施（R2.12, R3.11, R4.2, 

R4.11, R5.2）【再掲】 

・ 「鹿児島・佐賀エールプロジェクト」の推進（R2.11～） 

 → 両県高校生によるプレゼン交流の開催（R3.3, R3.12, 

R5.1） 

49 ○ 鹿児島の企業情報の充実を

図り，学生・保護者へ提供する

とともに，地元企業のインタ

ーンシップの充実を図りま

す。 

企業情報の充実 

・ 進学・就職応援フェア「みらいワーク“かごしま”」 

→ R2実績：参加企業44社，参加学校27校，参加団体11団

体，参加者610人（R2.11） 

 → R3実績：参加企業36社，参加学校28校，参加団体15団

体，参加者942人（R3.12） 

 → R4実績：参加企業33社，参加学校32校，参加団体13団

体，参加者797人（R4.12） 

・ Web合同企業説明会“鹿児島で働かんけー？”（R3.3） 

 → 参加企業：154社，参加者：延べ951人 

・ Web合同企業説明会“かごしまJobフェア”（R4.3） 

 → 参加企業：125社 参加者：延べ750人 

・ Web合同企業説明会＆UIターンフェア“就活応援!ふるさと

鹿児島就職・転職オンラインフェア”（R5.3） 

 → 参加企業：128社 参加者：延べ1255人 

・ 県内企業と高校等就職指導担当者との情報交換会 

 → R3実績：参加企業127社，参加高校等72校（241人）

（R3.7） 

 → R4実績：参加企業168社，参加高校等65校（229人）

（R4.7） 

・ 高校生とその保護者に対するWeb合同企業説明会 

 → R3実績：参加企業 81社，参加者延べ409人（R3.7） 

→ R4実績：参加企業114社，参加者延べ481人（R4.6） 

・ 就職情報提供サイト「かごJob」のリニューアル 

 → 登録企業：997社，就職者：13人（R5.4～R5.6） 

インターンシップの充実 

・ 経済団体の協力を得て，夏季休業中の中・高校生を対象に

インターンシップを実施 

→ R2実績：実施事業所数19事業所，参加生徒数計 43人 

（中学生17人，高校生26人） 

 → R3実績：実施事業所数22事業所，参加生徒数計 91人 

（中学生11人，高校生80人） 

→ R4実績：実施事業所数25事業所，参加生徒数計123人

（中学生６人，高校生117人） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

49 ○ 鹿児島の企業情報の充実を

図り，学生・保護者へ提供する

とともに，地元企業のインタ

ーンシップの充実を図りま

す。（続き） 

・ 本県内で行うインターンシップや採用面接に参加する県外

の学生等に交通費等を支給する県内企業等を支援 

 → R3補助実施企業数：17社 

→ R4補助実施企業数：16社 

・ インターンシップに意欲のある県内企業を対象にモデル事

業を実施し，若者を引きつけ，就職に結びつけるインターン

シッププログラムの作成・改善を行い，県内企業の採用力ア

ップを支援

50 ○ 鹿児島での豊かな生活の情

報発信を強化することによ

り，内外からの人材を誘致し

ます。 

人材の確保 

・ 雇用と移住の促進等に一体的に取り組むため，「産業人材

確保・移住促進課」を設置（R4.4）【再掲】 

・ ＵＩターン就職の促進を図るため，ふるさと人材相談室に

おいて，職業相談・職業紹介を実施 

 → R2年度実績 相談：1,265件，紹介：63件 

 → R3年度実績 相談：1,266件，紹介：51件 

 → R4年度実績 相談：1,811件，紹介：65件 

・ 進学・就職応援フェア「みらいワーク“かごしま”」【再

掲】 

→ R2実績：参加企業44社，参加学校27校，参加団体11団

体，参加者610人（R2.11） 

 → R3実績：参加企業36社，参加学校28校，参加団体15団

体，参加者942人（R3.12） 

 → R4実績：参加企業33社，参加学校32校，参加団体13団

体，参加者797人（R4.12） 

・ Web合同企業説明会“鹿児島で働かんけー？”（R3.3）

【再掲】 

 → 参加企業：154社，参加者：951人 

・ Web合同企業説明会“かごしまJobフェア”（R4.3）【再

掲】 

 → 参加企業：125社 参加者：750人 

・ Web合同企業説明会＆UIターンフェア“就活応援!ふるさと

鹿児島就職・転職オンラインフェア”（R5.3）【再掲】 

 → 参加企業：128社 参加者：延べ1255人 

・ 県内企業と高校等就職指導担当者との情報交換会【再掲】

 → R3実績：参加企業127社，参加高校等72校（241人）

（R3.7） 

 → R4実績：参加企業168社，参加高校等65校（229人）

（R4.7） 

・ 高校生とその保護者に対するWeb合同企業説明会【再掲】 

 → R3実績：参加企業 81社，参加者延べ409人（R3.7） 

→ R4実績：参加企業114社，参加者延べ481人（R4.6） 

・ 都市圏から地方への人材環流と，都市圏の人材を活用した

地方企業の経営革新を促進するため，専門的な人材の採用に

向けた求人相談会や経営者セミナー等を実施 

 → 県求人相談会（R2：２回，R3：２回，R4：３回） 

 → 経営者セミナー（R2.11, R3.10，R4.10，R5.2） 

R2年度実績：採用 77件（うち副業・兼業人材０件） 

   R3年度実績：採用102件（うち副業・兼業人材６件） 

   R4年度実績：採用 81件（うち副業・兼業人材22件） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

50 ○ 鹿児島での豊かな生活の情

報発信を強化することによ

り，内外からの人材を誘致し

ます。（続き） 

・ 東京23区在住者または23区への通勤者のうち，鹿児島県に

移住した者で，中小企業等に就業または地域社会が抱える地

域課題の解決に資する事業を新たに起業した者等に対し移住

支援金を支給 

 → 移住支援事業 

R2：10件（世帯９件，単身１件），10百万円 

R3：34件（世帯18件，単身16件），28百万円 

R4：41件（世帯21件，単身20件），37百万円 

・ 県内において，地域課題の解決を目的とした社会的事業

（ソーシャルビジネス）の新たな起業を支援 

 → R3年度採択件数11件（申請件数47件） 

   R4年度採択件数10件（申請件数27件） 

R5年度採択件数12件（申請件数27件） 

・ 各地域振興局・支庁等において，企業紹介パンフレットの

作成や未来を担う若者同士の座談会の開催など，各地域の課

題やニーズを踏まえた取組を実施 

・ 高校生の県内就職促進のため，経済団体や県内企業に対

し，来春卒業予定の高校生の採用枠確保などを要請 

 → 経済団体（５団体）への訪問要請（R3.5, R4.5，R5.5）

 → 個別企業への要請（要請文書を郵送）（R3.6, R4.6，

R5.6） 

・ ふるさと鹿児島人財確保・育成プロジェクトの推進 

 → 推進本部会議の開催（R3.4, R4.4，R5.4） 

・ 本県内で行うインターンシップや採用面接に参加する県外

の学生等に交通費等を支給する県内企業等を支援【再掲】 

 → R3補助実施企業数：17社 

 → R4補助実施企業数：16社 

・ 移住・交流相談員を東京に配置し，本県への移住につなが

るような相談対応を実施【再掲】 

・ 移住・交流相談員の増員（1名→2名）（R5）【再掲】 

・ 移住・交流ポータルサイトのリニューアル（R4）【再掲】

・ 移住・交流に資するかごしまの魅力や支援策等の情報発信

【再掲】 

 → ポータルサイト等による多彩な情報の発信，鹿児島移住

・交流ガイドブックの作成，全国移住情報誌への掲載など

・ 市町村及び関係機関と連携し，移住・交流セミナーの開催

及び全国規模の移住イベントへの参加【再掲】 

（R2：県主催２回，全国規模２回 

 R3：県主催６回，全国規模５回 

R4：県主催７回，全国規模８回） 

・ 市町村が行う移住者向け住宅改修の支援【再掲】 

・ 関係人口を創出・拡大するため，県内市町村と連携し，各

地域の地域課題の解決に向け，地方に関心のある都市住民等

を対象とした事業を実施【再掲】 

→ オンライン交流会（R2：計５回，延べ148人参加，R3： 

   計５回，延べ212人参加） 

 → 「マチ×かご」講座〔座学及びフィールドワーク〕（R3

：計４回，延べ109人参加，R4:計５回，延べ199人参加） 

 → 都市部の若者等が一定期間地域に滞在し，働いて収入を

得ながら地域との関わりを深める機会を提供する「ふるさ

とワーキングホリデー」を実施（R4.7～） 

-92-



番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

50 ○ 鹿児島での豊かな生活の情

報発信を強化することによ

り，内外からの人材を誘致し

ます。（続き） 

 → 本県に興味・関心のある人を対象に，「かごしまエンゲ

ージメントパス」を発行し，定期的に県や市町村のイベン

ト情報等を提供（R4年度末登録者数50人） 

・ ウェルネスかごしまワーケーション事業（R2, R3） 

→ 体験モニターツアーの実施（R2:16人参加） 

→ ホームページ，パンフレット作成（R2） 

→ ＰＲ動画による情報発信（R3） 

・ かごしまワーケーション推進事業（R4） 

 → 環境整備に要する経費の助成（実績：２件，4,436千

円） 

→ ワーケーション実施に必要となる経費の助成（実績：12

件，1,623千円） 

 → モデルコースの構築（R2：4地区，R3：2地区，R4：1地

区，合計9地区） 

 → かごしまワーケーションツアーの実施 

 → ツアー実施の際の実証実験結果公表 

 → パンフレットの作成及びホームページのリニューアルに

よる情報発信の強化 

・ かごしまワーケーション推進事業（R5） 

 → 環境整備に要する経費の助成やワーケーション実施に必

要となる経費の助成（R4～） 

 → ワーケーションマッチングイベントの開催 

 → 県外企業を対象としたワーケーションツアーを実施する

市町村への経費助成 

・ 特定地域づくり事業協同組合制度 

 → 人口急減地域において，地域産業の担い手を確保するた

めの特定地域づくり事業を行う事業協同組合について，県

が認定（R3年度：1組合，R4年度：4組合，R5年度：2組

合） 

51 ○ 地域おこし協力隊制度の積

極的活用を図るとともに，任

期終了後の相談体制を強化

し，地元への人材定着を図り

ます。 

地域おこし協力隊制度の積極的活用・人材定着 

・ 地域おこし協力隊を受け入れる市町村への支援のため，地

域おこし協力隊市町村担当者向け研修会を実施（R3.8，

R4.8，R5.5：延べ127人） 

・ 地域おこし協力隊の活動及び定着に向けた支援のため，各

種研修会等を実施 

 → 地域おこし協力隊初任者向け研修会（R3.8，R4.6，R5.6

：延べ81人） 

  → 地域おこし協力隊ステップアップ研修会（R3.9，R4.2，

R4.10：延べ49人） 

  → 地域おこし協力隊起業支援セミナー 計７回（R3.11～

R4.12：延べ104人） 

  → 地域おこし協力隊就業・事業承継セミナー（R4.1，R5.1

：延べ32人，39社） 

・ 地域おこし協力隊の任期終了後の定着を図るため，現状を

把握し，今後の施策へ生かすため受入自治体及び隊員（OB・

OG含む）へのヒアリング調査を実施（R3.11～R5.3） 

・ 課題を抱える団体を支援し，隊員受入のキャパシティの底

上げを図る地域おこし協力隊員募集・受入支援モデル事業を

実施（R4.5～R5.3） 

・ 地域おこし協力隊員及び市町村からの各種相談に対応する
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51 ○ 地域おこし協力隊制度の積

極的活用を図るとともに，任

期終了後の相談体制を強化

し，地元への人材定着を図り

ます。（続き） 

ため，隊員OB・OGを活用した相談窓口を設置（R3.5～ 61件

（R5.3末時点）） 

52 ○ 中小企業における事業承継

が円滑に行われるよう，関係

機関と連携して，マッチング

を推進します。 

中小企業の事業承継 

・ 県商工会連合会に専門員を配置し，新型コロナウイルス感

染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業の円

滑な事業承継等を支援【再掲】 

→ 相談件数775件，専門家派遣21件（R2.4～R3.3） 

・ 事業承継の経営課題を抱える県内中小企業に対する支援

【再掲】 

→ 企業評価やＭ＆Ａ等に要する経費助成による親族内・親

族外承継やＭ＆Ａの取組を支援 

補助金交付実績：４件，約123万円(R3.4～R4.3) 

補助金交付実績：11件，約582万円(R4.4～R5.3) 

→ 県商工会連合会及びかごしま産業支援センターに専門員

を配置し，代替わりを契機としたビジネス変革の取組に対

して伴走型支援を行い，円滑な事業承継を支援 

相談件数：1,159件(R3.4～R4.3) 

相談件数：1,399件(R4.4～R5.3) 

相談件数：  252件(R5.4～R5.5) 

→ 経営者等を対象としたセミナーの開催 

53 ○ 外国人技能実習生や高度人

材，留学生など外国人材の受

け入れ環境の整備に努め，外

国人材の受け入れ拡大，地元

就職の促進を図ります。 

外国人材の受入環境の整備 

・ かごしま外国人材受入活躍推進戦略に基づき，関係機関と

連携して着実に取組を進め，人手不足の緩和，県内産業の活

性化を図るため，「かごしま外国人材受入活躍推進会議」を

開催（R2.11，R3.3,11，R4.3（書面開催），R4.9，R5.3） 

・ 県内に住むベトナム人技能実習生や留学生等に，テト（旧

正月）を祝い，故郷を懐かしんでもらう「ベトナム・テト

（旧正月）フェスタ2023」を開催（R3.2, R4.2,R5.1） 

・ 県民のベトナムへの関心や理解を深めること等を目的とし

て，ベトナム観光パネル展，ベトナム産食品の販売等を行う

「ベトナムフェアin鹿児島」を開催（R3.6, R4.7） 

・ ベトナムフェアの開催に合わせて，ベトナム・ハイズオン

省訪問団招へいのほか，「ベトナム・鹿児島経済交流セミナ

ー」を開催（R4.7） 

・ 知事と駐日ベトナム大使とのオンライン会談において，本

県とベトナムとの人的・経済的交流や貿易投資促進等，幅広

い分野での交流に対する協力を要請（R3.6） 

・ 知事とベトナム・ハイズオン省党書記兼人民評議会議長と

のオンライン会談において，新型コロナの収束後を見据えた

両地域の連携・協力について意見交換を実施（R3.8） 

・ ベトナム・ハイズオン省と連携協定に基づく意見交換を行

い，人材の確保については，関係機関同士のマッチング機会

を設けること，農業分野での技術協力については，本県の優

れた農業技術を同省の技術職員に指導することなどを提案

し，今後，連携・協力していくことを相互に確認（R5.7） 

・ ベトナム・ハノイ市内の送り出し機関を訪問し，外国人材

の安定的な受入れ等について意見交換を行うとともに，本県
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53 ○ 外国人技能実習生や高度人

材，留学生など外国人材の受

け入れ環境の整備に努め，外

国人材の受け入れ拡大，地元

就職の促進を図ります。（続

き） 

への優秀なベトナム人材の送り出しを要請（R5.7） 

・ 農業人材等の安定的な確保を図るため，ベトナム国立農業

大学と人材確保・育成等に関する連携協定を締結（R5.7） 

・ ベトナムにおいて，ベトナム航空，ベトジェットエアに直

行便の就航を要請するとともに，政府関係者（ファム・ミン

・チン首相）等に県産食材等や観光をＰＲ（R5.7）

・ 厚生労働省のモデル事業と連携し，新たな送り出し国との

関係構築に向け，県内の関係団体との「地域外国人材受入れ

・定着モデル事業地域連絡会議」やセミナーを開催 

 → 地域連絡会議（R2.11，R3.3（書面開催）, R3.11，R4.3

（書面開催），R4.9，R5.3） 

 → ミャンマー人技能実習生（介護）の受入れセミナー

（R2.12，15人参加） 

 → インドネシア・ミャンマー人材等に係るオンラインセミ

ナー（R4.2，20団体・28人参加） 

→ 外国人材オンラインセミナー ～インドネシア・フィリ

ピン・ミャンマー編～（R5.3，67人） 

・ 外国人材の受入れに関する企業からの相談に，行政書士が

無料で対応する窓口を設置（R2.9～） 

 → R2実績：７件，R3実績：８件，R4実績：７件 

・ 鹿児島労働局と協力し，外国人材の雇用管理に関する企業

向けセミナーを開催 

 → R2.12：鹿児島地区60人参加，鹿屋地区42人参加 

 → R3.11（オンライン）：１回目70人参加，２回目68人参

加 

 → R4.11（オンライン）：１回目63人参加，２回目85人参

加 

・ 外国人材が安心して働き，暮らすことができるよう，日本

語学習や地域との交流など，受入企業等が行う外国人材の定

着に向けた取組に係る経費を補助（R2実績：14件，R3実績：

11件，R4実績：16件） 

・ 本県の魅力や本県において就業するメリット等を外国人材

や関係者にＰＲするためのツールとして活用できるパンフレ

ットを作成 

 → ベトナム人材向け    17,000部（R2） 

 → フィリピン人材向け   4,000部（R2） 

 → インドネシア人材向け 4,000部（R3） 

 → ミャンマー人材向け   4,000部（R4） 

・ ベトナム人材向けに，Facebookを通じて鹿児島の魅力を情

報発信（R2：28回，R3：10回，R4：16回） 

・ 外国人総合相談窓口を設置し，在留外国人に対する多言語

（23言語）での情報提供や相談を実施（R2実績:446件，R3実

績：445件，R4実績：303件）【再掲】 

・ 外国人留学生等高度外国人材の採用により，海外展開やイ

ンバウンドの受入れを図る県内企業を支援するため，企業と

留学生の面談会等を実施 

 → 面談会：企業13社参加，留学生45人参加（R2.11） 

→ 企業向け高度外国人材採用セミナー（対面＋オンライ

ン）：企業20社参加（R3.9） 

 → 地元企業と外国人留学生の面談会（オンライン）：企業

10社参加・留学生27人参加（R4.1） 
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53 ○ 外国人技能実習生や高度人

材，留学生など外国人材の受

け入れ環境の整備に努め，外

国人材の受け入れ拡大，地元

就職の促進を図ります。（続

き） 

 → 留学生向け就活セミナー（オンライン）：留学生21人参

加（R4.2） 

→ 企業説明会（オンライン）：企業13社参加，留学生51人

参加（R5.1） 

→ 留学生と地元企業の交流会・面談会（対面）：企業16社

参加，留学生18人参加（R5.1） 

→ 個別面談会（オンライン）：企業11社参加，留学生17人

参加（R5.1） 

→ 就活説明会（オンライン）：留学生7人参加（R5.1） 

→ 専門家によるフォローアップ面談：企業2社参加，留学

生5人参加（R5.2） 

・ 外国人留学生の就職活動を支援するため，「九州グローバ

ル人材活用促進協議会」へ参加し，同協議会が運営するマッ

チングサイトを活用して留学生と企業とのマッチング支援を

行った。 

・ 海外の高度デジタル人材獲得を図るため，企業向けセミナ

ーの開催や，県内企業におけるバングラデシュ人材のインタ

ーンシップ実施を支援（R5)  

・ 新型コロナの水際対策として国から要請されている入国後

一定期間の待機など，技能実習生等を受け入れるに当たって

受入事業者が追加的に負担する経費を補助（R2実績：280

件，R3実績：60件，R4実績：197件） 

・ 県民と在留外国人の交流活動を支援【再掲】 

→ R2実績：1件，R3実績：３件，R4実績：４件 

・ 日本語･日本文化等理解講座を開催【再掲】 

→ R2実績：５回（R2.10～R2.11）， R3実績：5回（R3.9～

R3.10），R4実績：5回（R4.10～11） 

・ 在留外国人の日本語学習等を支援する「日本語サポータ

ー」の養成【再掲】 

→ R2実績：６回（R2.10～R2.12），R3実績：姶良・伊佐地

域６回，大隅地域４回（R3.10～R4.2），R4実績：大島地

域５回，鹿児島地域６回（R4.6～R5.2） 

・ 多文化共生アドバイザーを派遣（R3.11）【再掲】 

・ 災害時に外国人を支援するボランティアの養成 【再掲】

→ R4実績：２回 

・ 介護福祉士の資格取得を目指す外国人留学生の県内日本語

学校の学費等を一部助成 

→ 助成実績 

R2：留学生４人，３施設 

R3：留学生７人，５施設（R2 ４人を含む） 

R4：留学生７人，５施設（R2 ４人，R3 ２人を含む） 

・ EPAに基づき入国する外国人を受け入れた介護施設等が実

施する日本語学習等の支援に必要な経費を助成 

→ R2実績：５施設11人，R3実績：５施設13人，R4実績：５

施設19人 

・ 外国人留学生を受け入れた介護福祉士養成施設が実施する

カリキュラム外の日本語学習等の支援に必要な経費を助成 

→ R2実績：２施設９人，R3実績：２施設７人，R4実績：３

施設11人 

・ 外国人介護職員を受け入れる介護施設等が実施する学習支

援，生活支援等に必要な経費を助成 
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53 ○ 外国人技能実習生や高度人

材，留学生など外国人材の受け

入れ環境の整備に努め，外国人

材の受け入れ拡大，地元就職の

促進を図ります。（続き） 

 → R3実績：４施設10人，R4実績：８施設28人 

・ 県内介護施設等での就労を希望する特定技能外国人と介護

施設等とのマッチングを支援 

 → R4マッチング実績：12法人，23人 

・ 県内の介護事業所で就労する外国人介護人材の円滑な就労

・定着を図るため，介護技能の向上につながる研修を実施 

→ R2実績：46事業所，91人参加，R3実績：41事業所，76人

参加，R4実績：65事業所，147人参加 

・ 県農業労働力支援センターを設置し，外国人材を含む労働

力確保に関する情報収集・発信や相談を実施 

 → R2実績：外国人材に関する情報収集・発信11回，相談19

件，R3実績：外国人材に関する情報収集・発信11回，相談

８件，R4実績：外国人材に関する情報収集・発信９回，相

談９件 

・ 農業分野における技能実習制度の適正な実施等を図るた

め，監理団体との意見交換会や技能実習制度研修会，地域交

流会等を実施 

 → 意見交換会：R2.8 25人参加，R3.10 26人参加，R4.10 

17人参加 

 → 研修会：R2.11 48人参加，R3.11 52人参加，R4.11 62人

・R5.3 16人参加 

 → 地域交流会：R3.12，R4.3 68人参加 

54 ○ 女性や高齢者，障害者が活

き活きと活躍できる環境づく

りを進めるとともに，働き方

改革を推進します。 

女性活躍 

・ 男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するため，令和５年度から令和９年度を計画期間とする

「第４次県男女共同参画基本計画」を策定（R5.3） 

・ 民間の方々や若者と連携して，ジェンダーギャップ解消に

向けた県民の気運醸成を図る「かごしまジェンダー平等推進

プロジェクト」を展開（R3～） 

 → プロジェクトチーム会議及び若者会議の開催（R3.7～

R4.2，R4.9～R5.3），シンボルデザインの作成（R3），ポ

ータルサイトの構築（R3），啓発動画やポスターの作成

（R4）  等 

 → 「かごしまジェンダー平等推進宣言」の発信（R4.11）

・ 女性活躍推進会議の開催（R2.11, R3.10，R4.10） 

・ 女性ワーキンググループの開催（R2.11, R3.10，R4.7，

R5.2） 

・ 職場における女性活躍推進フォーラムの開催（R3.1, 

R3.11，R4.11） 

・ 女性活躍推進アドバイザーの派遣（R3.1～3, R3.11～

R4.3，R5.1～3） 

・ 県女性活躍推進優良知事表彰企業表彰式の開催（R3.1, 

R3.11，R4.11） 

・ 鹿児島県女性活躍推進宣言企業の登録（随時） 

・ 男性の育児・介護休業取得促進セミナーの開催（R3.1～2,

R4.1～2，R5.1～2） 

・ 「職場におけるジェンダー平等推進ガイドブック」

（R3.3），優良企業取組事例集（R3.3，R4.3，R5.3）の作成

及び企業等への配布 

▼県女性活躍推進優良知事表

彰企業表彰式 
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54 ○ 女性や高齢者，障害者が活

き活きと活躍できる環境づく

りを進めるとともに，働き方

改革を推進します。（続き）

・ 困難を抱える女性を支援するための民生委員・児童委員等

向け研修会の開催（R2.10～R3.2, R3.11～R4.1, R5.1～2） 

・ 困難を抱える女性の生活，社会参加及び就労に関する専門

相談支援（R3.8～R4.3，R4.4～） 

・ 「生理の貧困」への対応として，かごしま県民交流センタ

ー（R3.10～）及びくらし・しごとサポートセンター（R4.8

～）における生理用品の無料提供，市町村の取組の支援（ガ

イドブック及び生理用品の配布）（R4） 

高齢者活躍 

・ 「人づくり」のための取組 

 → 高齢者が社会参画しながら安心して暮らしていける長寿

社会の実現を目指して，第８期（R3～5）県高齢者保健福

祉計画を策定（R2） 

→ 「かごしまシニア人材育成活用事業」による人材育成講

座や人材育成活用研修を開催（受講者数 R2実績：195人，

R3実績：98人） 

→ 県老人クラブ連合会が行う，指導者研修会の開催など後

継リーダー育成のための取組を支援 

→ 高齢者の社会参加の促進に必要な知識等を習得し，課題

解決のための具体的な取組を計画する研修等を実施（受講

者数 R4実績：249人）  

・ 「健康・生きがいづくり」のための取組 

→ 高齢者（個人）が行う健康づくりや社会参加活動に対し

て地域商品券等に交換できるポイントを付与（実施市町村

数 R2実績：36，R3実績：36，R4実績：26） 

→ 地域の高齢者等のグループが取り組む高齢者の見守り・

安否確認等に対し，地域商品券等に交換できるポイントを

付与（実施市町村数 R2実績：41，R3実績：40，R4実績：

40）【再掲】 

→ ９月，10月を「高齢者元気・ふれあい推進月間」と定

め，市町村や関係団体と連携して，シルバー文化作品展や

いきいきシルバースポーツ大会などを開催（R3シルバー文

化作品展は新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

→ 「かごしまシニア応援ネット」（ホームページ）に，市

町村，関係機関・団体，ＮＰＯ法人等から収集した情報等

を掲載（併せて，メールマガジンの配信） 

→ 単位老人クラブ，市町村老人クラブ連合会及び県老人ク

ラブ連合会に対する活動費等の支援 

→ 一定の要件を満たす30人未満の単位老人クラブにも新た

に活動費を助成（R5～） 

・ 「地域づくり」のための取組  

→ 幅広い世代の方が高齢者の見守りや買い物支援などのボ

ランティア活動を行うことに対して地域商品券等に交換で

きるポイントを付与（実施市町村数 R3実績：22，R4実績

：30）【再掲】 

障害者活躍 

・ 障害者の方々やその家族との地域意見交換会を各地域（各

地域振興局等）で開催 

（R2.7～10，R3.6～12, R4.5～6） 
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54 ○ 女性や高齢者，障害者が活

き活きと活躍できる環境づく

りを進めるとともに，働き方

改革を推進します。（続き）

・ 障害者が安心して暮らせる鹿児島づくり推進本部会議の開

催（R2.10，R3.9，R4.9） 

・ 県障害者保健福祉大会の開催（R2.11，R3.11，R4.11） 

・ 県手話施策推進協議会の開催 

（R2.10, R3.8，R4.8） 

・ 手話言語普及啓発 

→ 広報啓発用パンフレット等の配布（R3.2～） 

 → 「国際ろう者週間」に合わせた公共施設の「青色」ライ

トアップ（R4.9.23） 

・ 県障害者スポーツ大会の実施（R4.5） 

・ 県障害者スポーツ普及検討委員会の開催 

（R2.10, R3.3，R3.9, R4.3，R4.10，R5.3） 

・ 障害者アスリートの交流（鹿児島・佐賀エールプロジェク

ト）の実施（R4.7，R5.1～3） 

・ 外見から援助等が必要なことが分からない方が配慮や支援

を受けやすくなるための支援 

 → ヘルプカードの導入・配布（R元.7～） 

 → ヘルプマークの導入・配布（R3.7～） 

・ 障害者が芸術文化を享受し，多様な活動を行うことができ

るよう，芸術文化活動を行う障害者やその家族，事業所等を

支援する「障害者芸術文化活動支援センター」を設置

（R4.7） 

・ 福祉のまちづくり条例に基づき，障害者等の社会参加の環 

境づくりや障害者が安全かつ快適に利用できるよう施設等の

整備促進を図るなど，すべての県民が心豊かで住みよい環境

づくりを目指し，福祉のまちづくりを推進（R2～R5） 

・ 農福連携の取組を推進 

→ 障害者就労施設の農業分野への参入等を支援 

 農福連携の取組を実施する施設数：175施設（R3年度） 

・ 「農福連携の取組」を広く県民へ周知するとともに，生産

に携わった障害者が自ら販売することによって自信や達成感

の醸成を図ることを目的とした農福連携マルシェの開催

（R4.3，R4.10，R5.3） 

・ 障害のある人を取り巻く環境の変化等を踏まえ，本県の障

害者施策の基本計画として「鹿児島県障害者計画（第５

次）」（R5～9）を策定（R5.3） 

働き方改革 

・ 働き方改革に取り組む企業について，かごしま「働き方改

革」推進企業として認定 

 → R5.3末登録企業数34社（うち，知事就任以降の登録企業

数22社） 

・ 経営者を対象としたWebセミナーの開催 

 → R3参加者数59人, R4参加者数105人（R5.2） 

・ 多様な働き方が可能な職場環境づくりに取り組む企業に対

し，テレワーク，オンライン営業，多能工化等の実施につい

て伴走支援（R3） 

 → 支援実績：10件 

・ テレワークに関する実態調査，導入ガイドの作成（R3） 
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55 ○ ビジネスプランコンテスト

などを通じて，鹿児島で起業

しようという若者を輩出する

ための機運を醸成します。 

起業の機運の醸成 

・ 起業に向けた機運の醸成を図るとともに，起業準備者等の

ビジネスアイデアの事業化を支援するため，ビジネスプラン

コンテストを実施 

→ 応募件数64件，最終審査会参加件数15件，来場者数 124

人（R4年度） 

・ ビジネスプランコンテスト最終審査会参加者に対し，プラ

ンの事業化に必要となる費用の一部を支援 

 → R3年度採択件数８件（支援実績９百万円） 

 → R4年度採択件数６件（支援実績７百万円） 

・ 起業準備者等に対し実践に向けたセミナー等を開催 

・ 県内において，地域課題の解決を目的とした社会的事業

（ソーシャルビジネス）の新たな起業を支援【再掲】 

 → R3年度採択件数11件（申請件数47件） 

   R4年度採択件数10件（申請件数27件） 

・ ビジネス交流・イノベーション拠点として，新産業の創出

やスタートアップの育成等によるイノベーションを促進する

ため，県庁18階にコワーキングスペース「かごゆいテラス」

を整備【再掲】 

・ スタートアップの創出・育成を図るため，産学官・金融機

関等で構成する協議会を開催（R4.6:参加者数100人） 

・ 中高生や大学生等を対象に，アントレプレナーシップ養成

のためのセミナーやアイデアソン等を開催（R4.7～，６回，

延べ180人の参加）

56 ○ 県立楠隼中・高校を共学に

するとともに，全寮制を廃止

します。 

県立楠隼中・高校 

R2 楠隼校の生徒・保護者へのアンケート 

R3 楠隼校の周辺市町の首長等への意見聴取 

 楠隼中高一貫教育校調査検討事業による調査及び視察 

 周辺市町の関係者等への説明 

     知事と教育委員との意見交換 

 R4 周辺市町の意見聴取 

生徒・保護者への意見聴取 

 ＰＴＡ役員，保護者への説明 

 楠隼中高一貫教育校調査検討事業による調査及び視察 

R5 周辺市町の関係者等への説明 

  知事と教育委員との意見交換 

  教育委員会で「共学化，通学生の受入れ等」の方針決定

   知事表明（第２回県議会定例会）

 〇 その他 教育環境の整備

・ 鹿児島みらいのデジタル人材育成推進事業の実施（R4） 

県内のデジタル関連企業等との連携を図り，学校におけるデ

ジタル人材の育成に資する授業等の実施を支援 

→ 出前授業への講師の派遣（協力企業：７事業所／プログ

ラミング，情報，モラル，ＩＣＴを効果的に活用した授業

など） 

   小・中・高等学校等 計90校（参加人数：6,666人） 

・ 県立高校における教育用タブレットパソコンの整備 

  国が策定した「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計

画（2018～2022年度）」で目標とされた，３クラスに１クラ

ス分程度の学習者用として8,676台，また，低所得世帯等の
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〇 その他（続き） 生徒が使用する学習者用として4,100台を整備 

  さらに，授業を担当する教員が使用する指導者用として

2,189台を整備 

→ R2 実績：学習者用 8,676 台，指導者用 612 台 

→ R3 実績：学習者用 4,100 台 

→ R4 実績：指導者用 1,577 台 

 学習者用タブレットパソコン 計 12,776台（R2.10～R3.7）

 指導者用タブレットパソコン 計  2,189台（R2.10，R5.3）

・ 県立高校へのエアコン設置（R4） 

 → 普通教室にエアコンのなかった県立高校について，熱中

症予防の観点から，県費でエアコンを設置（山川，加世田

常潤，市来農芸，伊佐農林，霧島及び福山の６校）
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８ ．県民が安心できる行政づくり
（県政運営）

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

57 ○ 情報公開を適切に行い，透

明で開かれた県政運営を行い

ます。 

透明で開かれた県政運営 

・ 県民の県政に対する理解と信頼を深め，県民参加による開

かれた県政を一層推進するため，情報公開条例に基づき，情

報公開制度を適正に運用 

・ 開かれた県政を推進するため，情報公開の窓口として県政

情報センターを設置し，広く県民の利用に供するため行政資

料を収集 

・ 情報提供施策の一層の推進に係る庁内への周知 

・ 県ホームページについて，分かりやすい県政情報の発信と

なるよう全面リニューアル（R4.1） 

・ 知事へのたより等に寄せられた県政に対する県民の意見，

提案に対し，丁寧に対応 

・ 公募等による幅広い年代の方々の参加のもと，知事との 

 ふれあい対話を開催（38市町村） 

・ 公文書の適正な管理，歴史公文書の適切な保存及び利用等

を図るため，公文書管理条例を制定（R5.3） 

58 ○ 県民と真の対話を行う場を

設け，県政に県民の声を反映

させます。  

県民対話 

・ 県民が安心できる行政づくりに資するため，知事と県民が

率直な対話を行う場として，県内各地で「知事とのふれあい

対話」を開催（38市町村）【再掲】 

 → R2年度６市町，R3年度17市町村，R4年度12市町村， 

      R5年度３市町村で開催 

 → 参加者514人，傍聴者1,735人 

・ 地域の現状や課題，振興策等について率直な意見交換を実

施し，いただいた御意見ごとの対応策をとりまとめ，各参加

者にその内容をお知らせするとともに，県ホームページに掲

載し県民に周知 

・ ふれあい対話でいただいた御意見を踏まえ，県の施策・事

業に反映 

 （新規事業例） 

 → 離島・へき地におけるＩＣＴ技術を活用した遠隔医療推

進事業，女性のエンパワーメント事業，「稼げる」観光地

域づくり推進事業，ふるさと鹿児島UIターン就活応援事業

など（R3） 

 → 移住・交流・関係人口拡大推進事業，離島における電気

自動車等購入支援事業，特別支援学校等教育環境改善検討

事業など（R4） 

 → 特別支援学校等教育環境改善推進事業，ファミリーホー

ム体制強化事業，医療的ケア児支援センター事業など(R5)

59 ○ 県内市町村との連携を強化

し，信頼関係を築き，協力して

まちづくりなどの地域課題の

解決を目指します。 

地域課題の解決 

・ 地域の多様な主体が協働して地域課題の解決等を図る持続

可能な地域コミュニティ（コミュニティ・プラットフォー

ム）づくりに向けて市町村の推進体制の整備等に対する助言

や，地域課題解決等の取組等を支援（R2.4～R5.7） 

・ 各地域振興局・支庁「地域共生・協働推進協議会」におい

て情報共有や意見交換，地域リーダー研修会等を実施（R2.9

～R5.3） 

▼知事とのふれあい対話 
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59 ○ 県内市町村との連携を強化

し，信頼関係を築き，協力して

まちづくりなどの地域課題の

解決を目指します。（続き）

・ 地域の課題解決や活性化策に取り組む地域振興推進事業を

実施 

・ 半島先端部地域の活性化を図るため，地元市町村が行う産

業振興や交流人口拡大などにむけた取組を支援する半島特定

地域「元気おこし」事業を実施 

・ 中山間地域等における集落の活性化を目指すため，中山間

地域等集落活性化推進本部会議等の開催や地域活性化シンポ

ジウム（R4.3，R5.3）を実施 

・ 関係人口を創出・拡大するため，県内市町村と連携し，各

地域の地域課題の解決に向け，地方に関心のある都市住民等

を対象とした事業を実施 

→ オンライン交流会（R2：計５回，延べ148人参加，R3： 

   計５回，延べ212人参加）【再掲】 

 → 「マチ×かご」講座〔座学及びフィールドワーク〕（R3

：計４回，延べ109人参加，R4:計５回，延べ199人参

加）【再掲】 

 → 本県に興味・関心のある人を対象に，「かごしまエンゲ

ージメントパス」を発行し，定期的に県や市町村のイベン

ト情報等を提供（R4年度末登録者数50人） 

・ 県市長会や県町村会等との意見交換を実施 

→ 県政懇談会（R2.10） 

 → 県政説明会（R3.4），県市町村連携会議（R4.4，R5.4）

 → 地方自治振興促進懇談会（R3.2，R4.1，R4.11） 

・ 市町村からの要望を踏まえ，県から市町村へ職員を積極的

に派遣 

→ 県から市町村への派遣 26人（R5.4） 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大時において，迅速に

連絡調整を行うため，鹿児島市が職員を県コロナ対策室にリ

エゾンとして配置 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大時に健康観察などの

保健所業務を滞りなく実施できる体制を維持するため，市町

村職員を管轄保健所で受入れ

60 ○ 女性の視点を県政に反映さ

せるため，県の審議会等にお

ける女性の積極的登用を図る

とともに，意見交換の場を設

けます。女性職員の採用，登用

を積極的に進めます。 

審議会等における女性登用 

・ 審議会等ごとに女性委員の年次別登用計画を作成して進行

管理を行い，女性委員の登用を促進（県の審議会等委員への

女性の登用率：R2年度末40.4%，R3年度末40.4%，R4年度末

41.5%） 

・ 女性活躍推進会議の開催（R2.11, R3.10，R4.10）【再

掲】 

・ 女性ワーキンググループの開催（R2.11, R3.10，R4.7，

R5.2）【再掲】 

女性職員の採用・登用 

・ 平成28年度に女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画

を策定し，県職員の女性の活躍に向けた取組を実施 

《採用》 

・ 主に下記の機会を通じて，女性にとっても働きやすい職場

であることをＰＲ 

 → 職員ガイダンスにおいて女性の先輩職員との意見交換の

実施（R2.12, R3.12，R4.12） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

60 ○ 女性の視点を県政に反映さ

せるため，県の審議会等にお

ける女性の積極的登用を図る

とともに，意見交換の場を設

けます。女性職員の採用，登用

を積極的に進めます。（続き）

 → 採用者確保のための合格者への採用前セミナーの開催 

（R2.12, R3.12，R4.9） 

 → 仕事と子育ての両立に関する経験談紹介（県ホームペー

ジでの動画配信（R3.1, R4.1，R5.1），職員採用パンフレ

ットへの掲載（R3.2, R4.2，R5.2） 

・ 県職員採用者に占める女性職員の割合は，42.7%（採用者

199人のうち85人）（R5.4） 

 〈参考：採用者数〉 

R5.4.1（うち女性） R4.4.1（うち女性） 

199人（85人） 217人（95人） 

   ※ R3.4.1採用の49.7%が過去最高 

《登用》 

・ 多様な役職への積極的な配置や政策形成能力が必要とされ

る業務への配置などを通じた，将来の管理職候補となる女性

の育成 

・ 管理的地位にある女性職員の割合は12.3%と過去最高

（R5.4） 

・ 次長級以上の女性職員の数は11人と過去最高（R5.4） 

・ 課長補佐及び課長補佐級の女性職員の数220人，割合22.1%

と過去最高（R5.4） 

61 ○ 県庁内の意思決定システム

を正常化し，責任の所在を明

確にします。 

県庁内の意思決定システムの正常化・責任の所在の明確化 

・ トップダウンではなく，庁内で活発に議論を交わし，ボト

ムアップにより政策をつくり上げていくことを推進 

・ 組織体制について，喫緊の重要な政策課題に的確に対応し

つつ，簡素で効率的な組織機構の整備を行うとの観点から，

必要な改正を実施 

→ 政策立案・政策調整機能の充実・強化に向け，部局横断

的・全庁的な連携した取組を進めるため，令和３年４月に

総合政策部を設置 

→ 新型コロナウイルス感染症対策に迅速かつ的確に取り組

むため，令和３年４月に新型コロナウイルス感染症対策室

を設置 

→ 「稼ぐ力」の向上に向けた取組の強化のため，令和４年

４月に産業政策総括監，販路拡大・輸出促進課，産業人材

確保・移住促進課を設置 

→ スポーツ・コンベンションセンターの施設整備の着実な

推進のため，令和５年４月に観光・文化スポーツ部にスポ

ーツ・コンベンションセンター整備課を設置 

・ 政策立案及び部局横断的な取組の推進に関し，必要な協議

を行う総合政策会議を令和３年度に設置（通算24回開催） 

・ 部局と地域振興局・支庁との相互連携による総合的な行政

の推進に関し，協議等を行う県政推進会議を開催（毎年度２

回） 

・ 知事と地域振興局・支庁職員との意見交換会を令和３年度

から開催（R3年度：熊毛支庁，R4年度：姶良・伊佐地域振興

局） 
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

62 ○ 県庁の施策を県民に周知す

るとともに，県民の声を県政

に反映させるために地域振興

局を積極的に活用します。 

県庁の施策の県民への周知 

・ 県政全般にわたり最も基本となる「かごしま未来創造ビジ

ョン」について，新型コロナウイルス感染症の拡大，デジタ

ル化の進展，カーボンニュートラルの実現など，昨今の社会

経済情勢の変化等を踏まえ，令和４年３月に改訂

地域振興局の積極的な活用 

・ 各地域振興局・支庁において，幅広く地域住民の意見を聴

取し，「地域振興の取組方針」（「かごしま未来創造ビジョ

ン」を踏まえ，各地域における特有の課題や取組の基本方向

などを示す）を令和５年３月に改訂 

・ 地域の実態を的確に把握し，県の施策の充実を図るため，

（南薩）地域振興局に地域連携担当職員を設置 

→ 地域連携担当職員による管内市町村への定期的な訪問や

各種団体等との意見交換を実施 

・ 公募等による幅広い年代の方々の参加のもと，知事との 

ふれあい対話を開催（38市町村）【再掲】 

・ 各地域振興局・支庁において，管内の市町村長と重点施策

や地域課題について協議・意見交換を行うため，地域行政懇

話会を開催（各２回程度／年度，R2～R4） 

・ 施策等ごとの地域との意見交換等を適宜開催 

・ 部局と地域振興局・支庁との相互連携による総合的な行政

の推進に関し，協議等を行う県政推進会議を開催（毎年度２

回）【再掲】 

・ 知事と地域振興局・支庁職員との意見交換会を令和３年度

から開催（R3年度：熊毛支庁，R4年度：姶良・伊佐地域振興

局）【再掲】 

・ 地域の課題解決や活性化策に取り組む地域振興推進事業を

実施【再掲】 

63 ○ 県庁職員の能力をさらに向

上させるため，研修を充実さ

せるとともに，その能力を十

分発揮できるようにします。

研修の充実など職員の更なる能力の発揮・向上 

・ 若手職員を中心に構成する「鹿児島県庁働き方改革ワーキ

ンググループ」を設置し，多様で柔軟な働き方の推進や人材

育成の強化等をテーマに今後の取組を検討（R4.4～） 

・ 従来の職員研修（階層別研修など）に加え，管理職員のマ

ネジメント能力や若手職員の政策形成能力の向上等を目的と

した組織力向上研修を創設（R4.4～） 

→ 管理職員のマネジメント能力向上研修の対象者の拡大

や，県と市町村の職員の共同での政策形成研修（地域共創

企画研修）の追加などの充実（R5.4～） 

・ 職位にかかわらず，若手職員を含めた職員が県政課題につ

いて自発的に様々な考えやアイデアを提案し，活発に議論を

交わしながら，よりよい政策をつくり上げるため，風通しの

よい職場づくりを推進 

 → 若手職員アイデアコンテストの開催 

・ 目指すべき職員像や人材育成に関する基本的な方向性等を

定めた人財育成ビジョン（仮称）の策定に向けた検討（R6.3

策定予定） 

・ 男性の育児休業取得促進に向け，育児休業取得経験者によ

る座談会の開催や管理職員の意識改革の徹底等の取組を実施

※ 令和４年度の男性職員の育児休業取得率は44.2%と過去
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

63 ○ 県庁職員の能力をさらに向

上させるため，研修を充実さ

せるとともに，その能力を十

分発揮できるようにします。

（続き） 

▼政策形成研修（地域共創企画

研修）

最高（R3年度：12.2%），令和６年度までの数値目標につ

いて，30%から50%に引き上げ 

・ 多様で柔軟な働き方の推進のため，在宅勤務及び時差出勤

を本格実施（R4.4～） 

・ 在宅勤務の推進に向け，半日単位の在宅勤務を可能とする

制度改正等を実施（R5.1～） 

・ 本庁舎執務室の一部にフリーアドレス等を試験的に導入

し，組織内のコミュニケーション活性化などの効果を検証

（R5.6～） 

・ 管理職員に気付きを促し，自発的なマネジメント等の改善

につなげることを目的に，部下による管理職員の評価（360

度評価制度）を試行的に実施（R5～） 

64 ○ 政府の安全保障に係る方針

や馬毛島における訓練内容等

を聴取するとともに，地域住

民及び自治体の意見を聞いた

上で，調整を図ります。  

馬毛島における自衛隊施設の整備等 

・ 国に対し，関係市町長との意見交換のたびごとに，その内

容を伝えるとともに，地元への丁寧で正確な情報提供を要請

・ 国から説明を受けた内容について，関係自治体への速やか

な情報提供を実施 

・ 防衛副大臣から，馬毛島における施設のイメージや，周辺

環境への影響等について説明を受ける（R2.8） 

・ １市４町の関係自治体の首長と意見交換を実施（R2.10） 

・ 西之表市長と意見交換を実施（R2.11, R3.7, R4.2, R4.5,

R4.8, R4.11） 

・ 中種子町長と意見交換を実施（R2.11, R3.7，R4.6） 

・ 防衛省地方協力局次長から，馬毛島に自衛隊施設を整備す

る必要性や，馬毛島における自衛隊の訓練計画等について説

明を受ける（R2.11） 

・ 南種子町長と意見交換を実施（R2.12, R3.7，R4.6） 

・ 南大隅町長と意見交換を実施（R3.2, R3.7） 

・ 屋久島町長と意見交換を実施（R3.2, R3.7） 

・ 馬毛島周辺で実施されたデモフライトを現地で確認

（R3.5） 

 → 西之表市長と意見交換を実施（R3.5） 

・ 環境影響評価方法書について，関係市町長や住民等の意

見，現地調査の結果などを勘案し，環境保全の見地からの知

事意見を国に提出（R3.7） 

・ 防衛省地方協力局長から，政府予算案の概要や，馬毛島に

おける自衛隊施設の整備に係る国の考え方等について説明を

受ける（R4.1） 

・ 防衛大臣から，馬毛島を巡る様々な動き等について説明を

受ける（R4.2）

・ 環境影響評価準備書について，関係市町長及び県環境影響

評価専門委員へ準備書に対する意見を照会するとともに

（R4.6），専門委員等による現地調査を実施（R4.7） 

・ 環境影響評価準備書について，関係市町長や住民等の意

見，現地調査の結果などを勘案し，環境保全の見地からの知
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

64 ○ 政府の安全保障に係る方針

や馬毛島における訓練内容等

を聴取するとともに，地域住

民及び自治体の意見を聞いた

上で，調整を図ります。（続き）

事意見を国に提出（R4.10） 

・ 防衛省から，環境影響評価準備書に対する知事意見への対

応の概要について説明を受ける（R4.11） 

・ 馬毛島における自衛隊施設の整備等に係る県の考えを表明

 （R4.11） 

 → 国に対し，住民の安心・安全の確保に必要な対策や環境

保全措置などに万全を期すため，国，県，地元市町などに

よる連絡体制を構築すること等について，文書により要請

（R4.11） 

・ 防衛省地方協力局次長から，環境影響評価書の内容等につ

いて説明を受ける（R5.1） 

  ・ 防衛省が環境影響評価書を公告（R5.1） 

  ・ 防衛省が馬毛島工事に着手（R5.1） 

  ・ 防衛省が国，県，地元市町などによる連絡体制を構築

   （R5.1） 

・ 工事開始に伴う懸念事項についての現状や，国・各市町の

対応状況などの共有を図り，今後の対応を検討するための連

絡会を実施（R5.1，R5.2，R5.5） 

・ 種子島１市２町と意見交換を行うとともに，関係機関・団

体に対し，工事着手に係る懸念事項等について，ヒアリング

を実施（R5.1，R5.2，R5.5） 

・ 国から連絡体制を通じて，工事状況や当面の工事の実施予

定，環境保全措置状況等について報告を受ける（R5.2，

R5.5） 

・ 国に対し，地元の懸念事項への対応を含め，住民の安心・

安全の確保に必要な対策等について文書により要請

（R5.2,R5.7） 

・ 国から，馬毛島における自衛隊施設の整備等に係る県要請

に対する対応状況の説明を受ける（R5.5） 

・ 県の取組や国から得られた情報等については，関係市町と

共有するとともに，節目節目で記者会見を行うなど，県民へ

の情報発信を実施 

米軍無人機の鹿屋航空基地への一時展開 

・ 国に対し，地元への丁寧で正確な情報提供を要請 

・ 九州防衛局長から，一時展開の検討状況や，展開可否を検

討するための現地調査の概要等について説明を受ける

（R4.2） 

・ 防衛大臣から，一時展開の検討状況等について説明を受け

る（R4.2） 

・ 防衛大臣政務官から，一時展開に係る現地調査結果や計画

概要等について説明を受ける（R4.5） 

・ 国に説明を求めたり問合せを行い，国の安全対策等を確認

するとともに（R4.1～7），鹿屋市長と意見交換を実施

（R4.7） 

→ これらを踏まえ，県の考え方を整理，表明するととも

に，国へ安全対策等に万全を期すよう要請（R4.7） 

・ 一時展開に伴う電話相談窓口を設置（R4.8） 

・ 在日米軍副司令官に対し，安全対策等に万全を期すよう要

請（R4.8） 

・ 防衛大臣政務官に対し，積極的な情報提供，住民の安心・
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

 64 ○ 政府の安全保障に係る方針

や馬毛島における訓練内容等

を聴取するとともに，地域住

民及び自治体の意見を聞いた

上で，調整を図ります。（続き）

安全の確保を要請（R4.11） 

・ リバティ制度の変更に際し，米軍に対し，綱紀粛正の徹底

について申し入れ（R4.12） 

（防災等）

番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

65 ○ 豪雨災害，台風，地震，桜島

噴火など自然災害防止，減災

対策の充実を図るとともに，

避難計画の充実を図ります。 

自然災害防止，減災対策の充実 

・ 県地域強靱化計画に基づき，各取組を実施 

・ 県地域強靭化計画「重点化プログラムの重要業績指標」 

進捗状況 

項 目 基準（時点） 
実績

（R4.4.1） 

実績

（R5.4.1） 

高規格幹線道路 

(供用延長,供用率) 

L＝191.3㎞，

77% （H30） 

L＝191.3㎞，

85% 

L＝210.5㎞，

85% 

地域高規格道路 

(供用延長,供用率) 

L＝100.2㎞，

54% （H30） 

L＝106.7㎞，

58% 

L＝106.7㎞，

58% 

県管理河川の整備率 53.5% （H30） 54.4% 54.6% 

県土砂災害危険箇所

整備率 
36.0% （H30） 36.4% 36.9% 

海岸堤防等の長寿命

化計画の策定率 
15.9% （H30） 100% 100% 

住宅の耐震化率 75% （H25） 82% 82% 

防災拠点となる公共

施設等の耐震化率 
89.4% （H30） 92.5% 92.5% 

避難計画の充実 

・ 県地域防災計画の修正 

→ 避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症

対策や長期停電・通信障害等への対応強化，被災者への物

資支援の充実等について修正（R2年度） 

→ 避難勧告と避難指示の避難指示への一本化について修正

（R3年度） 

→ 市町村による個別避難計画作成の努力義務化，避難所

の混雑状況の周知など避難の分散化に向けた対応等につ 

いて修正（R3年度） 

→ 安否不明者等の氏名等公表による救助活動の効率化・円

 滑化について修正（R4年度） 

→ 適切な避難行動の促進や避難情報の適切な発令について

修正（R4年度） 

・ 避難所管理運営マニュアルモデルの改定（R4年度），福祉

避難所確保・運営マニュアルモデルの策定（R4年度）

・ 住民の具体的な避難行動計画等を定めた地区防災計画の作

成を支援するモデル事業の実施（R4:２地区，R5:２地区） 

・ 避難行動要支援者の個別避難計画について，43市町村が全

部又は一部策定 

・ 洪水浸水想定区域内に位置し，市町村地域防災計画に位置

付けられた要配慮者利用施設1,598施設のうち，1,088施設が

避難確保計画を策定 

・ 土砂災害警戒区域内に位置し，市町村地域防災計画に位置

付けられた要配慮者利用施設830施設のうち，545施設が避難

確保計画を策定 

・ 活動火山対策特別措置法に基づく避難促進施設78施設のう
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

65 ○ 豪雨災害，台風，地震，桜島

噴火など自然災害防止，減災

対策の充実を図るとともに，

避難計画の充実を図ります。

（続き） 

ち，75施設が避難確保計画を策定 

・ 避難計画等の作成状況 

項 目 R4.4.1(※1) R5.4.1(※2) 

地区防災計画 90地区 93地区 

個別避難計画 39市町村 43市町村 

洪水浸水想定区域内

要配慮者利用施設避

難確保計画 

1,532施設中

1,049施設

（68%） 

1,598施設中

1,088施設

（68%） 

(R4.9.30) 

土砂災害警戒区域内

要配慮者利用施設避

難確保計画 

733施設中408

施設（56%） 

（R3.9.30） 

830施設中545

施設（66%） 

活動火山対策特別措

置法に基づく避難促

進施設避難確保計画 

78施設中71施

設（91%） 

78施設中75施

設（96%） 

 ※1 R4.4.1時点の数字がない項目は前回調査時点を記入 

  ※2 R5.4.1時点の数字がない項目は直近調査時点を記入 

・ 口永良部島が令和４年10月28日付で，活動火山特別措置法

第13条第１項の規定に基づき，退避壕等の避難施設を緊急に

整備する必要がある避難施設緊急整備地域に指定 

災害対応 

・ 地域防災計画に基づき，災害発生の恐れがある場合，また

は，発生時には，災害対策本部等を設置して，迅速かつ的

確に災害応急対策を遂行 

 R2 R3 R4 

災害対策本部 ２回 １回 ２回 

災害警戒本部 ７回 ５回 ４回 

・ 令和２年には台風第10号の接近に伴い，十島村からの要請

を受け，自衛隊への災害派遣を要請し，村の全島から本土へ

の住民搬送を実施（9/4:173名，9/5:27名） 

・ 令和５年６月の奄美地方における，線状降水帯等による記

録的な大雨により，長時間に及ぶ断水，土砂崩れによる集落

の孤立が発生し，瀬戸内町からの要請を受け，自衛隊へ災害

派遣による給水活動を要請するとともに，崩土の除去等の応

急対策を実施 

・ 令和２年７月豪雨による被災現場の視察を実施（R2.8 鹿

屋市，大崎町，志布志市，伊佐市）  

・ 令和２年台風第10号による被災現場の視察を実施（R2.9  

日置市，南さつま市，南九州市，指宿市） 

・ 令和３年７月９日からの大雨による被災現場の視察を実施 

（R3.7 湧水町，伊佐市，さつま町，薩摩川内市） 

・ 県内の港湾，海岸等に大量に漂着した福徳岡ノ場の噴火に

よるものとみられる軽石を災害復旧事業，海岸漂着物等地域

対策推進事業等を活用して回収（R3.10～） 

→ 回収量：4,001トン及び17,404 

防災訓練の実施

・ 総合防災訓練 

 → 南海トラフ巨大地震による津波により，負傷者や孤立住
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

65 ○ 豪雨災害，台風，地震，桜島

噴火など自然災害防止，減災

対策の充実を図るとともに，

避難計画の充実を図ります。

（続き） 

民が多数発生したとの想定で総合防災訓練を実施 

   開 催 日：令和４年１１月４日，５日 

   開 催 地：志布志市，大崎町，東串良町 

   参加人員：１０１機関・団体約４，３００人 

 → 豪雨及び地震により，甚大な被害を伴う複合災害が発生

したとの想定で総合防災訓練を実施 

    開 催 日：令和５年５月28日 

   開 催 地：姶良市 

   参加人員：１０３機関・団体約１，４００人 

  → R2,R3年度については，新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から中止 

・ 国民保護訓練 

→ 霧島市の公園での爆破事案の発生，空港での化学剤散布

等を想定した国民保護図上訓練を実施（R3.1，R4.1） 

→ 屋久島町を対象に武力攻撃予測事態を想定した国民保護

図上訓練を実施（R5.1） 

66 ○ 家畜伝染病の防止のため，

関係機関と連携して万全な防

疫体制を構築し，全国有数の

畜産県鹿児島を守ります。 

防疫体制の構築 

・ 県内における高病原性鳥インフルエンザの発生に対して，

関係機関・団体と連携した迅速なまん延防止対策や，影響を

受けた養鶏農家に対する支援を実施 

・ 農場における飼養衛生管理基準の遵守状況の確認及び指導

のための立入検査を実施 

・ 県防疫演習（豚熱，高病原性鳥インフルエンザ）を開催 

（R2.10, R3.10，R4.10） 

・ 全養鶏農場（約900農場）への消石灰・殺鼠剤の配布

（R2，R3，R4） 

・ 高病原性鳥インフルエンザ対策の消毒に係る取組の支援

（R3.1～3，R3.11～R4.2，R4.11～R5.2） 

・ 農場バイオセキュリティの向上に係る取組の支援 

 → 消毒用噴霧器，防鳥ネット，防護柵ほか 

・ 養豚農場への野生動物侵入防止用の柵整備を支援 

 → 465養豚農場 

・ 令和４年度の発生例（R4.11～R5.2，計13例）における対

応 

 → 対策本部開催（13回），陸上自衛隊への災害派遣要請

（５回） 

 → 防疫措置（殺処分，消毒等）に県職員延べ8,479名が従

事，殺処分羽数約137万羽 

 → 消毒ポイント（合計16か所）における消毒に延べ8,575

名（県職員含む）が従事 

 → 発生予防及びまん延防止に係る緊急対策として，県内全

ての養鶏農場に消石灰及び殺鼠剤を配布 

 → 埋却地から汚水が漏出した事案については，池に流入し

た消石灰等の除去や定期的な池の水の引き抜き，土側溝へ

の消臭剤の散布，池の水が流入する筒田川の水質検査，川

底の洗浄を実施 

 → 埋却物の移設については，R5.4から移設先の工事に着手

し伐採・伐根を終え，整地を実施 

・ 鳥インフルエンザ等の家畜疾病への防疫対策を検証し，必

要な対策を講じるとともに，豚熱の感染拡大時におけるワク
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番号 マニフェストの内容 進捗・取組状況等 

 66 ○ 家畜伝染病の防止のため，

関係機関と連携して万全な防

疫体制を構築し，全国有数の

畜産県鹿児島を守ります。（続

き） 

チン接種体制に備えるため，農政部畜産課に「家畜防疫対策

班」を設置（R5.4）  

・ 豚熱については，万一の発生に備え，知事認定獣医師や登

録飼養衛生管理者がワクチン接種できる体制を整備したとこ

ろであり，今後，研修会を開催するなど，円滑なワクチン接

種に向けて，具体的な手続きを進める予定

・ 姶良家畜保健衛生所の新築移転に向けて，用地購入等の準

備を実施 

・ 農作物に多大な影響を及ぼすミカンコミバエについて，ま

ん延防止に向けた侵入警戒・防除対策を実施 

 → 調査用トラップで誘殺が確認されたが，国が策定したマ

ニュアルに基づき，誘殺板設置などの防除対策を実施した

結果，定着は確認されず（R2年度：21市町村151匹，R3年

度：11市町村23匹，R4年度：５市町村34匹） 

・ キオビエダシャクの防除対策として，効果的な防除方法の

普及啓発や技術指導などを実施

・ 八代海や鹿児島湾等おける赤潮被害を防止するため，水産

技術開発センターによる現地調査を実施し，調査結果をＨＰ

で公表（R2～R4） 

 → 水産技術開発センター調査・公表（114回） 

・ 赤潮が発生した際は，赤潮注意報・警報を発出し，養殖業

者へ注意喚起を実施するとともに，関係漁協や熊本県等との

連携強化や漁協・養殖業者への餌止め，生け簀避難等の指導

を実施（R2～R4） 

 → 赤潮注意報（16回），赤潮警報（11回）

 ○ その他 全ての人の人権が尊重される社会の実現

・ 昨今，インターネット上の人権侵害など社会情勢の変化に

伴う様々な人権問題が発生しており，さらに，新型コロナウ

イルス感染症の拡大に伴う誹謗中傷などが社会問題となった

こと等を踏まえ「人権尊重の社会づくり条例」を制定

（R4.3） 

・ 条例制定を契機に市町村人権同和行政主管課長等会議を開

催し，条例の周知及び人権同和行政に係る意見交換を実施

（R4.10） 

・ 条例に基づき設置された「人権尊重の社会づくり審議会」

の第１回会議を開催し，人権施策の内容や進め方について審

議（R4.11） 

・ 引き続き，県人権教育・啓発基本計画（R2.3改定）に基づ

き関係機関，団体等と緊密な連携を図りながら，人権啓発等

の人権施策を総合的かつ効果的に推進
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